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公益法人に関する年次報告

総　務　省



（付注）

「公益法人概況調査」について

公益法人概況調査とは、公益法人の実態を把握すべく、総務省（大臣官房管理室）が各所管官庁に

対して、昭和 61 年から実施しているものである。調査項目等の変更等があるため、すべての調査

項目について連続性があるものではない。

調査の時点は、毎年 10 月１日現在である。本年次報告で使用しているデータは、基本的に平成 15

年度公益法人概況調査（平成 15 年 10 月１日現在）により、各所管官庁から申告を受けた数字によ

るものである。ただし、財務・会計等に関する項目については、前年度決算報告の値である。したがっ

て、平成 15 年度公益法人概況調査においては、事業年度が４月から翌年３月であるものについては、

平成 14 年４月～平成 15 年３月の値（資産等については、平成 15 年３月 31 日時点の値）となる。
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第 1節公益法人の定義

１．公益法人の定義

　公益法人とは、一般に、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 34 条に基づいて設立される社団法人及

び財団法人を指すものであり、次のような要件を満たして設立されることとなる。

　　　①公益に関する事業を行うこと。

　　　②営利を目的としないこと。

　　　③主務官庁の許可を得ること。

　①の「公益に関する事業を行うこと」とは、積極的に不特定多数の者の利益を実現することを目的

とする事業を行うことと考えられている。したがって、次のような事項を目的とするものは、公益法

人として適当でないものとされている〔「公益法人の設立許可及び指導監督基準」（平成８年９月 20

日閣議決定。以下「指導監督基準」という。）〕。

　同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等

　特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等

　後援会等特定個人の精神的、経済的支援

　②の「営利を目的としないこと」とは、法人の会員等の構成員に利益を分配することを目的としな

いという意味である。

　③の「主務官庁の許可を得ること」とは、設立するに当たって、設立しようとする公益法人の目的

に関連する事務を所掌している官庁（主務官庁）の許可を得ることが必要ということである（主務官

庁制度等の詳細については、本章第３節（P.5）参照）。

２．社団法人と財団法人

　民法第 34 条に規定されているように、公益法人には、社団法人と財団法人の二つの類型がある。

　社団法人は、一定の目的の下に結合した人の集合体であって、団体として組織、意思等を持ち、社

員とは別個の社会的存在として団体の名において行動するものに対し、民法の規定によって法人格が

与えられたものである。財団法人は、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産の集まりであっ

て、公益を目的として管理運営されるものに対し、民法の規定によって法人格が与えられたものであ

る。

　このような社団法人と財団法人との根本的な差異は、構成要素としての社員の有無である。社団法

人においては、社員が存在し、その会費をもって、総会の決定に基づいて自律的に運営されるため、

その活動は融通性に富んだものとなる。一方、財団法人においては、社員は存在せず、基本財産の運

用益をもって、設立者が定めた寄附行為に基づいて他律的に運営されるため、その活動は恒常的・固
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第 1章 公益法人制度の概要

定的なものとなる。

　このように、法律の規定上は、社団法人と財団法人は明確に区分されているが、実際の運営におい

ては、その差異は相対的・流動的なものである。

　つまり、社団法人において会費のみで、また、財団法人において基本財産の運用益のみで事業を行

うことは困難となってきているため、基金を有している社団法人や、会員制度を有している財団法人

が存在している。

３．広義の公益法人等

（広義の公益法人）

　一般的には、公益法人とは、民法第 34 条に基づいて設立される社団法人及び財団法人を指す。し

かしながら、公益を目的とする法人の一つの類型として、その他の特別法に基づいて設立される法人

も含めて、公益法人ということがある（このように用いられる場合を、便宜上「広義の公益法人」と

する。）。

　広義の公益法人に含まれるものの例としては、次のようなものがある（括弧内は根拠法）。

　学校法人（私立学校法〔昭和 24 年法律第 270 号〕）

　社会福祉法人（社会福祉法〔昭和 26 年法律第 45 号〕）

　宗教法人（宗教法人法〔昭和 26 年法律第 126 号〕）

　医療法人（医療法〔昭和 23 年法律第 205 号〕）

　更生保護法人（更生保護事業法〔平成７年法律第 86 号〕）

　特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法〔平成 10 年法律第７号〕）

　このうち、「特定非営利活動法人」（NPO 法人）とは、ボランティア活動を始めとする市民が行う自

由な社会貢献活動としての特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、特定非営利活動促進法に基

づき一定の要件の下に設立された法人をいう。「特定非営利活動」とは、同法の別表に掲げる活動（保

健、医療、福祉など 17 の活動分野）に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進

に寄与することを目的とするものをいう（同法については、平成 14 年 12 月、特定非営利活動の分野

に「情報化社会の発展を図る活動」、「科学技術の振興を図る活動」など５分野を追加する等の改正が

行われた。）。

　これらの広義の公益法人の設立に当たっては認可主義あるいは認証主義が採られており、民法に基

づく公益法人の設立には許可主義が採られていることに比べて、主務官庁の裁量の幅が狭まっている。

　また、民法第 34 条に基づき設立を許可される公益法人の場合は、内閣府及び各省が、それぞれの

所掌事務に関連する目的を有するものの設立の許可を行うこととなるが、これ以外の広義の公益法人

は、特定の目的等により認可等されるものであり、その担当府省は各根拠法が定める１府省に限られ

ている。

（中間的な団体）

　公益も営利も目的としない中間的な団体の法人格の取得を可能とするための一般的な法制度として

は、中間法人法（平成 13 年法律第 49 号）が平成 13 年６月に制定され、14 年４月１日に施行された。

また、特別法の規定に基づく中間的な団体としては、例えば、労働組合法（昭和 24 年法律第 174 号）

に基づく労働組合、信用金庫法（昭和 26 年法律第 238 号）に基づく信用金庫、各種の協同組合法に

基づく協同組合、各種の共済組合法に基づく共済組合などがある。



第
�
章

3

第 2節公益法人に関する法制度

（特殊法人等）

　公益法人の在り方について、最近は行政改革の観点から、特殊法人等とともに議論されることがし

ばしば見られる。特殊法人、認可法人及び独立行政法人の概念を整理すると、次のとおりである。

特殊法人とは、法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為（政府が命

じる設立委員が行う設立に関する行為）をもって設立すべきものとされる法人のこと（商法法人又

は公益法人として設立されることもある。）である。

認可法人とは、特別の法律に基づき、民間の発意により限定数設立される法人のことである。

独立行政法人とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必

要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の

主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせる

ことが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、独立行政法人通則法（平

成 11 年法律第 103 号）及び個別法（各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を

定める法律をいう。）の定めるところにより設立される法人のこと（独立行政法人通則法第２条第

１項）である。

表１－１－１ 法人の分類

第２節 公益法人に関する法制度

　第１節で記したように、公益法人は、民法に基づき設立等されるものであるが、民法には、公益

法人に関して、次のような規定がある。
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第 1章 公益法人制度の概要

　公益法人には、社団法人と財団法人があるが、社団法人を設立するには、設立者が設立時の社員及

び理事並びに定款を定めなければならない（民法第 37 条。以下本節において、特に記載のないもの

は民法の条項を指す。）。

　また、財団法人を設立するには、設立者が一定の財産を出えんし、理事及び寄附行為を定めなけれ

ばならない（第 39 条）。

　公益法人は、一定の組織を備えた上で、主務官庁の許可を受けることによって成立する（許可主義。

第 34 条）。

　なお、社団法人又は財団法人ではない団体は、その名称の中に社団法人若しくは財団法人又はこれ

らと誤認させるような文字を使用してはならない（第 34 条ノ２）。

２．公益法人の組織

　公益法人の機関として、民法に規定されているものとしては、理事、監事及び社団法人における社

員総会がある。

（理事）

　理事は、対外的には公益法人を代表し（第 53 条）、対内的には法人の事務処理に当たる機関である。

公益法人には、必ず理事を置かなければならない（第 52 条第１項）。理事の選任及び解任に関する事

項は、定款又は寄附行為によって定められる（第 37 条第５号又は第 39 条）。

　理事が代表権を行使するに当たっては、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反してはならず、また、

社団法人においては総会決議に反することはできない（第 53 条）。理事の代表権に加えた制限は、善

意の第三者に対抗することができない（第 54 条）。

（監事）

　監事は、理事の事務の執行を監督することを目的とする機関であり、監事の選任及び解任に関する

事項は、定款、寄附行為又は総会決議によって定められる（第 58 条）。

　監事の職務は、第 59 条各号記載のとおりである。

（社員総会等）

　社員総会は、社団法人の事務の方針を決定する機関であり（第 63 条）、通常総会は、少なくとも毎

年１回必ず開催しなければならない（第 60 条）。そのほかに、臨時の総会はいつでも開催することが

できる（第 61 条第１項。なお、招集権者、招集の方法等につき、第 60 条から第 62 条までを参照）。

　社団法人の社員は、総会において、平等な表決権を有し（第 65 条第１項）、社員の資格の得喪は定

款の規定に従うこととされている（第 37 条第６号）。

　なお、社団法人は営利を目的としないため（第 34 条）、社員には利益の分配に関する権利はない。

３．定款の変更等

　社団法人の定款は、総社員の４分の３以上（定款に別の定めがあるときはこれによる。）の同意及

び主務官庁の認可を要件として、変更することができる（第 38 条）。

　財団法人の寄附行為については、社団法人の定款変更に相当する規定はないが、設立者が名称、事
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第 3節公益法人に対する指導監督等に関する制度

務所又は理事の任免の方法を定めずに死亡したときは、一定の者の請求により、裁判所が定めること

とされている〔第 40 条。管轄につき非訟事件手続法（明治 21 年法律第 14 号）第 34 条参照〕。

４．公益法人の登記

　取引安全の見地から、公益法人の存在やその組織等を公示する必要があり、そのため、公益法人は、

登記をすることを要する（第 45 条から第 49 条まで。また解散の場合につき第 77 条）。公益法人の登

記は、第三者に対する対抗要件である（第 45 条第２項及び第 46 条第２項）。

５．公益法人の能力

　公益法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲内で、権利を有

し義務を負うこととされている（第 43 条）。

　また、法人の理事がその職務を行うについて他人に損害を与えたときは、法人は、損害を賠償する

責任を負う（第 44 条第１項）。

　理事が法人の目的の範囲外の行為によって他人に損害を加えたときは、その事項の議決につき賛成

した社員、理事及びこれを履行した理事等が連帯して損害を賠償する責任を負う（第 44 条第２項）。

６．公益法人の解散

　　公益法人は、次の事由が生じたときに解散する（第 68 条第１項）。

　①定款又は寄附行為に定められた解散事由の発生（同項第１号）

　②法人の目的たる事業の成功又はその成功の不能（同項第２号）

　③破産（同項第３号）

　④設立許可の取消し（同項第４号。設立許可の取消しにつき第 71 条）

　　社団法人については、次のような特有の解散事由がある（第 68 条第２項）。

　①総会決議（同項第１号及び第 69 条）

　②社員の欠亡（同項第２号）

　　また、法人が解散した場合には、清算が行われる。清算に関する主な規定は、次のとおりである。

　①清算人（第 74 条から第 78 条まで）

　②債権申出の公告・催告（第 79 条及び第 80 条）

　③残余財産の処分（第 72 条）

　④解散した法人は、清算の目的の範囲内で存続（第 73 条）

　⑤解散・清算の監督（第 82 条）

公益法人に対する指導監督等に関する制度第３節
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第 1章 公益法人制度の概要

１．主務官庁制

　民法においては、公益法人の設立許可及び指導監督に関する権限は、主務官庁に与えられている旨

規定されている（第 34 条及び第 67 条）。主務官庁とは、内閣の行政事務を分担管理する大臣を長と

する内閣府及び 10 省を指し、当該公益法人の目的・事業に関連する事務を所掌している中央官庁が、

当該公益法人の指導監督等を行うことになる（内閣府の外局として置かれている国務大臣を長とする

いわゆる大臣庁は、ここでいう主務官庁には含まれない。）。

　また、その目的・事業が、複数の中央官庁の所掌に関連する公益法人については、これらの中央官

庁が共管官庁として指導監督等を行うことになる。

２．都道府県知事等による事務の処理等

　公益法人に対する指導監督等に関して主務官庁が有している権限は、政令の定めるところにより、

国に所属する行政庁に委任したり、都道府県知事その他の執行機関が当該権限に属する事務を処理

することとしたりすることができる旨民法に規定されている（第 83 条ノ２及び第 83 条ノ３第１項）。

この規定に基づき制定された、公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令（平

成４年政令第 161 号）によって、都道府県知事等による事務処理及び地方支分部局の長への委任が定

められている。

　本政令の定めによる各主務官庁の権限に属する事務の処理等の状況を整理すると、表 1-3-1 のとお

りとなる。

都道府県知事等による事務の処理等表１－３－１
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（注）１.都道府県知事等による事務の処理については、｢○：全部を処理 ｣、｢△：一部を処理 ｣、｢×：処理せず」である。
２. イ　労働基準法、労働者災害補償保険法、職業安定法、最低賃金法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、労働

保険の保険料の徴収等に関する法律、家内労働法、労働保険特別会計法、労働安全衛生法、雇用保険法、作業環境測定法、賃金の支払の確
保等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律（第３章第４節の規定に限る ｡）
又は労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行に関する事務（雇用保険法施行令第１条第１項に掲げる事務を除く ｡）に関連する事
項

ロ　労働能率の増進、労働者の福利厚生又は賃金その他の労働条件若しくは労働者生計費に関する統計の作成に関する事務に関連する事項
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第 3節公益法人に対する指導監督等に関する制度

　なお、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成 11 年法律第 87 号）によ

る民法の改正により、都道府県知事等が事務を処理する場合において、主務官庁は、法人に対する監

督上の命令又は設立許可の取消しについて、都道府県知事等に対して指示をなすことができることと

された（民法第 83 条ノ３第２項）。

　上記政令では、当該指示の対象となる監督上の命令を「地方分権推進計画」（平成 10 年５月 29 日

閣議決定）に則して業務停止命令に限定するとともに、都道府県知事等が設立許可の取消し等の「処

分をしないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるとき」に指示することができると規定し

ている。

　また、主務官庁は、都道府県知事等が主務官庁の事務を処理するに当たり、よるべき基準を定める

ことができることとされたことから（民法第 83 条ノ３第３項）、平成 12 年３月 31 日付け告示（総理

府、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、労働省、建設省、自治省

告示第１号）において、都道府県知事等の公益法人の指導監督に当たっては、指導監督基準等による

べきである旨を定めたところである。

３．公益法人の所管官庁

　公益法人の指導監督等に係る事務を実施している官庁には、民法に定められた主務官庁である１府

10 省だけでなく、主務官庁の権限に属する事務を処理することとされている都道府県知事など様々

なものがある。

　これらの官庁を、民法上の「主務官庁」とは別に、指導監督基準等においては「所管官庁」と称し

ている。所管官庁の数は、表 1-3-2 のとおりとなっている。

表１－３－２ 公益法人の所管官庁
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第 1章 公益法人制度の概要

　このような指導監督の仕組みを図示すると、図 1-3-3 のとおりとなる。

公益法人に対する指導監督等の仕組み図１－３－３

４．統一的な指導監督等を行うための仕組み

（統一的な指導監督等の推進体制）

　公益法人の設立許可及び指導監督は、前述のとおり、各主務官庁及びその権限に属する事務を処理

することとされた都道府県知事等、多数の所管官庁において行われていることから、これら所管官庁

が行う事務の統一性の確保を図る必要がある。

　このため、昭和 46 年以降、「公益法人監督事務連絡協議会」（昭和 46 年 12 月 22 日各府省庁文書課

長会議決定。各省庁課長クラス）及び「公益法人指導監督連絡会議」（昭和 60 年６月 10 日事務次官

等会議申合せ。各省庁局長クラス）が設置され、これらの連絡会議等において、統一的な指導監督等

を行うために必要な連絡調整、各種の統一的基準の策定等が行われてきた（これらの事務については、

当時の内閣総理大臣官房管理室が中心となって行ってきたところであるが、平成 13 年１月６日の中

央省庁の再編成に伴い、公益法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整が、総務省の所掌事務と

して総務省設置法〔平成 11 年法律第 91 号〕上明確に規定され、総務省大臣官房管理室がその任に当

たることとなった。）。

　現在は、全閣僚で構成する「公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議」を随時開催する等に

より、公益法人に対する指導監督の一層の適切化、公益法人による行政代行的行為等の実施の透明化

等を、各府省で統一的かつ強力に推進するという体制となっている〔平成８年７月 16 日閣議口頭了解。
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第 3節公益法人に対する指導監督等に関する制度

資料１(P.109)〕。

　また、この閣僚会議の下には、各府省官房長クラスで構成する「公益法人等の指導監督等に関する

関係閣僚会議幹事会」及び各府省担当課長クラスで構成する「公益法人等の指導監督等に関する関係

閣僚会議幹事会府省連絡会議」が置かれ、必要な調整をより機動的・効率的に実施することになって

いる〔資料２(P.110)〕。

（統一的な指導監督等の基準）

　公益法人の設立許可及び指導監督事務については、昭和 40 年代後半以降、各省庁の課長クラスあ

るいは局長クラスで構成する連絡会議等において決定された「公益法人設立許可審査基準等に関する

申し合せ」（昭和 47 年３月 23 日公益法人監督事務連絡協議会）、「公益法人の運営に関する指導監督

基準について」（昭和 61 年７月 22 日公益法人指導監督連絡会議決定）等の基準やこれらの運用に関

する指針等により、各所管官庁において統一的な取組が行われてきた。

　このほか、「公益法人の設立許可について」（平成７年３月 29 日公益法人等指導監督連絡会議決定）

により、いわゆる「官主導」の公益法人の設立抑制等が図られてきたところである〔資料３(P.111)〕。

　しかしながら、公益法人の運営に係る問題、公益法人と行政との関係に係る問題など様々な指摘が

なされ、公益法人及び所管官庁に対する批判が強くなった。

　そのような中で、平成８年７月、与党行政改革プロジェクトチームにおいて取りまとめられ、政府

に提出された「公益法人の運営等に関する提言」を踏まえ、公益法人に対する指導監督の一層の適切

化、公益法人による行政代行的行為等の透明化等を、各府省庁で統一的かつ強力に推進するため、同

年７月 16 日に「公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議」の随時開催が閣議口頭了解される

とともに、同年９月 20 日に、従来の基準等を整理・強化した新たな基準として、「公益法人の設立許

可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」が閣議決定された〔資

料４(P.112)〕。

　また、平成８年 12 月 19 日には、指導監督基準の運用に当たっての具体的かつ統一的な指針として、

「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」の申合せが行われた（公益法人等の指導監督等

に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）〔資料５(P.118)〕。

　さらに、平成９年 12 月 16 日には、指導監督基準改正の閣議決定が行われ、公益法人の「内部留保」、

「株式保有」及び「情報公開」に関する具体的基準が定められた。

　各所管官庁においては、これらの基準や運用指針等にのっとった指導監督等が行われている。

５．公益法人の会計処理

（公益法人会計基準の決定）

　公益法人会計基準は、公益法人の健全な運営に資することを目的として、公益法人の会計について

そのよるべき基準を定めたものであり、昭和 52 年３月に、公益法人監督事務連絡協議会において決

定され、53 年４月１日以降できるだけ速やかに適用することとされた。

　その後昭和 60 年９月には、協議会の役割を引き継いだ公益法人指導監督連絡会議において、運

用結果を踏まえて従前の基準を改正し、現行基準である公益法人会計基準が決定された〔資料６

(P.137)〕。
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（公益法人会計基準の概要）

　公益法人は、非営利で公益を目的としている法人であるため、その会計基準は、営利を目的とする

企業が用いる企業会計とは異なるものである。

　公益法人会計基準は、

①定款又は寄附行為に定められている目的の範囲内において立案された事業計画に沿った予算を作成

し、すべての収入及び支出をこの収支予算書に基づいて執行すること

②会計帳簿を複式簿記の原則に従って正しく記帳すること

③計算書類（収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録）は会計帳簿に基づいて収

入及び財産の状況に関する真実な内容を明瞭に表示するものであること

④会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法は毎事業年度これを継続して適用し、みだりに

変更しないこと

という一般原則のほか、収支予算書及び計算書類の科目、内容、構成、様式等について定めている。

　計算書類に関しては、営利法人（株式会社）が、商法（明治 32 年法律第 48 号）第 281 条により損

益計算書、貸借対照表及び附属明細書の作成を求められているのに対し、公益法人は、本基準により

収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録の作成が求められている。

（公益法人会計基準の適用）

　公益法人会計基準は、すべての公益法人に適用することを原則とするが、

①学校や病院を経営している法人のように、特別の法令の規定に基づいて事業を行う法人であって、

よるべき会計の基準が法令に定められているもの又は当該法令を所管する官庁から示されているも

の

②特別な形態をとり、特殊な事業を行うため、主務官庁が本基準を適用することが適当でないと判断

し、その他の一般に公正妥当と認められる会計の基準によるべきであるとしたもの

については適用しないことができるとされている。また、公益法人が行う事業のうち、一般に公正妥

当と認められる企業会計の基準を適用することがより合理的な事業については適用しないこととされ

ている。

　実際の会計処理状況については、公益法人会計基準を完全に適用している公益法人が 74.1％

（19,132 法人）、収益事業を行い、その部分に関して企業会計基準を適用している等により公益法人

会計基準を一部に適用しているものが16.9％（4,373法人）、企業会計を適用しているものが2.9％（753

法人）、その他（官庁会計等他の会計基準を適用しているもの）が 6.1％（1,567 法人）となっている

（表 1-3-4）。

　公認会計士・税理士の関与状況は、関与がないものが 58.7％（15,157 法人）、公認会計士の監査を

受けているものが 11.2％（2,881 法人）、経理業務を依頼しているものが 8.3％（2,151 法人）、指導・

相談等を受けているものが 20.0％（5,159 法人）、役員になっているものが 7.8％（2,009 法人）となっ

ている（表 1-3-5）。
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第 4節公益法人に関する税制

会計基準の適用状況別法人数表１－３－４

第４節 公益法人に関する税制

１．公益法人に対する税制

　公益法人に関する税としては、法人税、所得税、消費税等の国税及び住民税、事業税、地方消費税、

不動産取得税等の地方税がある。

（1）国税

（法人税）

　民法第 34 条の規定により設立された公益法人は、その他特別の法律により設立された学校法人、

社会福祉法人等とともに、法人税法（昭和 40 年法律第 34 号）上「公益法人等」とされており、法人

税法上の「収益事業」から生じた所得についてのみ課税される（法人税法第４条及び第７条）。その

収益事業に係る税率は、22％の軽減税率（普通法人の基本税率は 30％）が適用されている（同法第

66 条及び経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法

律〔平成 11 年法律第８号〕第 16 条）。

　公益法人等の寄付金の損金算入限度額は、収益事業から生ずる所得の 20％（学校法人、社会福祉

法人等は 50％と年 200 万円のいずれか多い額）とされており、また、収益事業部門から非収益事業

部門への支出は、寄付金とみなすものとされている（法人税法第 37 条）（表 1-4-1）。

表１－３－５ 公認会計士・税理士の関与状況別法人数
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非営利法人等の主な課税の取扱い（国税）表１－４－１

（公益法人の収支計算書の提出）

　公益法人は、収益事業を行っていることにより確定申告書を提出する場合を除き、収支計算書を原

則として事業年度終了の日の翌日から４月以内に、その主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出

することとされている。ただし、年間の収入金額が 8,000 万円以下の法人については、適用除外とさ

れている（租税特別措置法〔昭和 32 年法律第 26 号〕第 68 条の６）。

　なお、公益法人等の法人税の課税状況は、表 1-4-2 のとおりとなっている。

公益法人等の法人税の課税状況
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学校法人、社会
福祉法人、更生
保護法人は所得
の 50 ％ 又 は 年
200 万円のいず
れか多い金額

認定 NPO 法人に
ついては、所得
金額の 20％

認定 NPO 法人に
ついては、収益
事業部門から非
収益事業部門
への資産の振替
を寄付金とみな
す。

（ 資 本 等 の 金 額 の
0.25％＋所得金額の
2.5％）× 1/2
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（所得税）

　公益法人が支払を受ける利子等については一定の手続きの下、非課税とされている（所得税法〔昭

和 40 年法律第 33 号〕第 11 条）。

（消費税）

　消費税は、事業者が対価を得て行う資産の譲渡等に対して課され、その消費税相当額は最終的に消

費者に転嫁されることが予定された間接税である。そのため、公益法人についても、一般の民間企業

と同様に、その行う課税資産の譲渡等について納税義務を負うこととされている。

　消費税の納付税額の計算は、課税の累積を排除するために、原則として、「課税売上げに係る税額」

から「課税売上げに要する課税仕入れ等に係る税額」を控除する。しかし、公益法人の場合、一般の

民間企業とは異なり、その収入の中に会費、寄付金、補助金等のような対価性のない収入（特定収入）

が多く含まれているため、特定収入により賄われる課税仕入れ等の税額について、仕入税額控除の対

象から除外することとされている（消費税法〔昭和 63 年法律第 108 号〕第 60 条）。

（その他）

　印紙税は、一定の文書を課税の対象とし、文書作成者が納税義務者となる。公益法人の作成する受

取書は、営業に関しないものとして非課税となるが、その他の文書については、文書の種類に応じて

課税される。

　登録免許税は、登記、登録等を受ける際に課税される税で、登記等を受けるものが納税義務者とな

る。公益法人の設立の登記については、登録免許税の課税対象とされていない（登録免許税法〔昭和

42 年法律第 35 号〕別表一）。

　なお、公益法人が不動産を取得し、登記を受ける場合等は課税されるが、次の不動産の取得の登記

は非課税である（同法別表三）。

　①自己の設置運営する学校の校舎又はその校舎の敷地等の取得の登記

　②住宅金融公庫等の融資を受けて譲渡のために一時的に所有する建物又は土地の取得の登記

（2）地方税

（住民税）

　法人の住民税（道府県民税及び市町村民税）には、均等割と法人税割とがある。このうち、均等割

は法人の所得の有無や所得金額の多寡にかかわらず一定の税額を納付するものであり、法人税割は法

人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として税額を計算するものである（地方税法〔昭和 25 年法

律第 226 号〕第 23 条及び第 292 条）。

　公益法人に対しては、道府県民税及び市町村民税が原則として課税されるが、収益事業を行わない

法人であれば、法人税は課税されないことから、均等割だけが課税されることになる。

　また、地方税法第 25 条第１項第２号、第 296 条第１項第２号に規定されている公益法人に対しては、

その法人が収益事業を行う場合以外は、道府県民税及び市町村民税のいずれもが、法人税割、均等割

ともに非課税とされている。

　法人の道府県民税及び法人の市町村民税の税率は、表 1-4-3 のとおりである（地方税法第 51 条、

第 52 条、第 312 条及び第 314 条の６）。

　公益法人が銀行等から支払を受ける利子等については、道府県民税利子割を特別徴収されることは

なく、非課税とされている（同法第 25 条の２第２項）（表 1-4-3）。
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（事業税）

　法人の事業税は、法人の行う事業に対し、付加価値割額、資本割額、所得割額、特定信託所得割額

及び収入割額によって、事務所又は事業所所在の道府県において、その法人に課する税である（地方

税法第 72 条の２）。

　公益法人の事業の所得又は収入金額で収益事業に係るもの以外のものに対しては、事業税は非課税

とされている（同法第 72 条の５）。

　また、以下に掲げる事業に対しては、事業税は非課税とされている（同法第 72 条の４）。

　①林業

　②鉱物の掘採事業

　なお、法人の事業税の税率は、表 1-4-3 のとおりである（同法第 72 条の 24 の７）。

（地方消費税）

　地方消費税は、消費税と同じく、事業者が対価を得て行う資産の譲渡等に対して課される間接税で

あり、公益法人の取扱いについても、消費税と同様である。

（不動産取得税、固定資産税、都市計画税）

　不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産所在の道府県においてその取得者に課し、固

定資産税は、土地、家屋、償却資産の所有者に対して、その資産所在の市町村が課する税である。さ

らに、都市計画税は、市町村が都市計画法に規定する都市計画区域のうち原則として、市街化区域内

に所在する土地及び家屋に対して課する税である。

　この不動産取得税、固定資産税及び都市計画税はほぼ同じ扱いであり、公益法人が設置する幼稚園、

図書館、博物館、研究施設等で、直接その用に供する不動産等については、非課税とされている（地

非営利法人等の主な課税の取扱い（地方税）表１－４－３������ ��������������������
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（地方税法 25 条Ⅰ
②、 296条Ⅰ②に規
定されている法人以
外の公益法人等）

（地方税法 25 条
Ⅰ②、296条Ⅰ②
に規定されてい
る法人）
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方税法第 73 条の４、第 348 条第２項及び第 702 条の２第２項）。

（その他）

　特別土地保有税は、土地又はその取得に対して、当該土地の所有者又は取得者に、当該土地の所在

市町村が課する税である。特別土地保有税は、固定資産税及び不動産取得税が非課税とされる土地に

ついては、非課税とされている（地方税法第 586 条第２項第 28 号及び 29 号。なお、同法附則第 31

条において、平成 15 年度以降、新たな課税は実施しないこととされている）。

　また、事業所税は、指定都市等における都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充て

るための目的税である。事業所税は、公益法人については、その収益事業以外の事業に対して非課税

とされている（同法第 701 条の 34 第２項）。

２．公益法人に対する寄付に関する税制

　公益法人に対する寄付金のうち、次に掲げるものは寄付金控除等の優遇措置の対象とされている。

①指定寄付金：

　広く一般に募集され、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄

与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実である寄付金として、財務大臣が指定

したもの（所得税法第 78 条第２項第２号及び法人税法第 37 条第４項第２号）。

②特定公益増進法人に対する寄付金：

　公益法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく

寄与するもので、運営組織及び経理が適正であると認められること等につき主務大臣の認定を受け、

かつ、その認定を受けた日の翌日から原則２年を経過していないもの（再認定可能）に対する当該法

人の主たる目的である業務に関連する寄付金（所得税法第 78 条第２項第３号及び法人税法第 37 条第

４項第３号）。

　なお、平成 16 年４月１日現在における特定公益増進法人（民法第 34 条法人に限る。）の数は 901

である（表 1-4-4）。

特定公益増進法人数表１－４－４
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（注）「特定公益増進法人一覧」（平成 16 年 7 月財務省主税局）を基に作成。
各法人数については、社会福祉法人が平成 16 年 3 月 31 日現在、その他
の法人は平成 16 年 4 月 1 日現在
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１．公益法人改革

　公益法人に対する行政の関与の在り方の改革

　公益法人に対する行政の関与の在り方については、平成 12 年 12 月１日に閣議決定された「行政改

革大綱」〔資料９(P.145)〕において、官民の役割分担、規制改革及び財政負担の縮減・合理化の観点

から、①国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等の事務・事業、

②国から公益法人に対して交付されている補助金・委託費等について厳しい見直しを行うこととされ

た。これを受け、政府部内で必要な検討・調整をした結果、14 年３月 29 日に「公益法人に対する行

政の関与の在り方の改革実施計画」が閣議決定された〔資料 93(P.403)〕。同実施計画は、集中改革

期間に位置付けられる平成 17 年度末までの間に取り組むべき内容を示したものであり、各府省にお

いては、同実施計画に基づく改革を着実に実行しているところである（同実施計画の推進状況等詳細

については第３章第３節 (P.80) 参照）。

　公益法人制度の抜本的改革

（公益法人制度の抜本的改革について）

　民間非営利活動の促進は、21 世紀の我が国の社会を活力に満ちた社会として維持していく上で極

めて重要である。この民間非営利活動を担う代表的主体として、公益法人は、歴史的に一定の大きな

役割を果たしてきているが、一方で、主務官庁の許可主義による我が国の公益法人制度は、明治 29

年の民法制定以来 100 余年にわたり抜本的な見直しが行われておらず、様々な批判及び指摘を受ける

に至っている。

　このため、政府においては、平成 14 年 3 月 29 日に「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みに

ついて」〔資料 10(P.147)〕を閣議決定し、公益法人制度について、関連制度を含め抜本的かつ体系

的な見直しを行うこととした（図 1-5-1）。

　上記閣議決定を受けて、内閣官房は、関係府省及び民間有識者の協力の下、改革の基本的枠組み等

についての検討に着手した。そして、平成 14 年 8 月 2 日に、「公益法人制度の抜本的改革に向けて（論

点整理）」〔資料 11(P.148)〕を公表し、さらに、同年 11 月から、有識者からなる「公益法人制度の

抜本的改革に関する懇談会」〔資料 12(P.155)〕を行政改革担当大臣の下に開催し、意見の聴取を行っ

た。また、与党においても、公益法人制度の抜本的改革に向けた意見集約が図られ、15 年 5 月 30 日、

政府に対する申入れが行われた。

　このような検討過程を経て、政府は、平成 15 年 6 月 27 日、公益法人制度の抜本的改革の基本的

枠組みやスケジュール等を明らかにした「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」〔資料 13

（P.156）〕（以下「基本方針」という。）を閣議決定した。

（改革の具体化に向けた検討）

　基本方針においては、①公益性の有無に関わらず準則主義（登記）により簡便に設立できる一般的

な非営利法人制度を創設すること、②公益性を有する場合の優遇措置の在り方については、特別法

に基づく法人制度を含めた全体の体系の整合性に留意しながら、公益性の客観的で明確な判断基準の

第５節 公益法人に関する施策の動向
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公益法人改革の動きについて図１－５－１
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・ 各府省は責任をもって実施
・ 内閣官房は、 実施につき検討を要する      
　事項の調整
・ 総務省は、 実施状況を調査、 白書で公 
　表

・ 新たな非営利法人制度の創設と公益性
　を有する場合の取り扱いの検討等
・ 平成 16 年末までを目途にさらに基本
　的枠組みを具体化、 平成 17 年度末ま
　でに法制上の措置等
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法定化や独立した判断主体の在り方等を含め検討すること等の改革の基本的な方針が示されるととも

に、「有識者の協力を得つつ、関係府省との連携の下、内閣官房において上記の新たな非営利法人制

度の検討を進め、平成 16 年末までを目途にさらに基本的枠組みを具体化した上で、所管省において

税制上の措置に係る専門的検討を進めることとし、平成 17 年度末までに法制上の措置等を講ずるこ

とを目指す」こととされている。

　これを受け、改革の具体化に向けた検討を進めていくに当たり、関係府省の緊密な連携を図るため、

平成 15 年 8 月 1 日、内閣官房、総務省、法務省及び財務省の局長クラスを構成メンバーとする「公

益法人制度の抜本的改革に関する関係府省連絡協議会」が設置された〔資料 14(P.158)〕。

　また、政府における検討の参考に資するため、平成 15 年 11 月から、行政改革担当大臣の下に、有

識者からなる「公益法人制度改革に関する有識者会議」（以下「有識者会議」という。）〔資料 15（P.159）〕

が開催されている。有識者会議の下には「非営利法人ワーキング・グループ」が開催され、公益性の

有無に関わらない新たな非営利法人制度についての専門的な検討が進められている。

　有識者会議では、改革の意義、新たな非営利法人制度、公益性を取り扱う仕組みの在り方等、当面

の論点について幅広い議論を行い、平成 16 年 3 月 31 日に、その後の具体的検討に資するため、それ

までの議論を中間的に整理し、「議論の中間整理」〔資料 16(P.161)〕として公表した。

　この中間整理を踏まえ、有識者会議では、本年末までを目途に政府において更に基本的枠組みを具

体化するとの基本方針のスケジュールに沿って、具体的な検討を進めていくこととしている。

２．公益法人会計基準の見直しについて

　公益法人会計基準については、前回改正（昭和 60 年９月 17 日公益法人指導監督連絡会議決定。昭

和 62 年度から適用）から 19 年が経過し、この間、公益法人をめぐる社会的及び経済的環境は大きく

変化してきた。また、企業会計、公会計及び非営利会計の分野においても会計基準の新設・改廃等が

行われてきているところである。

　こうした状況にかんがみ、平成12年４月から、旧総理府（13年１月の省庁再編後は総務省）において、

有識者からなる「公益法人会計基準検討会」を開催して、現行基準の問題点を整理し、今後の改正の

方向性について検討を行った。また、平成 12 年 12 月に閣議決定された「行政改革大綱」においても、

公益法人会計基準の改善策の検討を行うこととされた。同検討会は、13 年 12 月、それまでの検討結

果について「公益法人会計基準の見直しに関する論点の整理（中間報告）」として公表し、国民から

の意見募集を行った。

　これらを踏まえて、平成 14 年３月、公益法人会計基準の理論及び実務の進展に即して更に充実と

改善を図るための検討を行うため、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会の下に、有

識者で構成する「公益法人会計基準検討会」を開催し、約１年をかけて検討を行った〔資料 17（P.169）〕。

　平成 15 年３月、同検討会は「公益法人会計基準（案）」を中心とする「公益法人会計基準検討会報

告書」〔資料 18(P.171)〕を取りまとめ、公表した。この報告書のポイントは以下のとおりである（図

1-5-2）。
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公益法人会計基準案について図１－５－２

①広く一般的に用いられている企業会計の手法を可能な限り導入し、公益法人のディスクロー

ジャー（財務情報の透明化）を充実させるとともに、事業の効率性も分かりやすく表示

②寄付者、会員等の資金提供者の意思に沿った事業運営状況を会計上明らかにすることにより、公

益法人の受託責任を明確化

③公益法人の自律的な運営を尊重するとともに、外部報告目的の財務諸表を簡素化

　この会計基準案については、平成 15 年６月から総務省において有識者で構成する「公益法人会計

基準案研究委員会」を開催し、適用の在り方、適用時期等について、公益法人制度の抜本的改革の動

向等を踏まえつつ、同委員会において検討が行われているところである。

３．公益法人の指導監督及びディスクロージャーの充実等

（「公益法人の指導監督体制の充実等について」の申合せ）

　一部の公益法人の不祥事を契機として、公益法人の運営の在り方やその指導監督の在り方等が厳し

く問われている状況を踏まえ、政府は、公益法人に対する厳正な指導監督を更に徹底するため、指導

監督の責任体制を確立するとともに、指導監督の前提となる法人の的確な実態把握のための立入検査

の充実等を図ることとし、平成 13 年２月９日、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事

会において「公益法人の指導監督体制の充実等について」を申し合わせた。

　その概要は以下のとおりである〔資料 19(P.172)〕。

○指導監督の責任体制の確立

　各府省に総括公益法人指導監督官等及び連絡会議を設置

○立入検査の充実

����� ����

�����

�������������������

����� �����
���������

����

������������

��������

�����������

�������

�����������
�����������

����������

������������������

����������������

��������

������
������

����������
���������

����
���������

���������������

��������������

�����������������

���������
��������
��������

����������



20

第 1章 公益法人制度の概要

　立入検査を少なくとも３年に１回実施

　立入検査実施計画を作成

　的確かつ体系的な検査を行うための検査票（チェックリスト）を作成

　立入検査の実施の結果を公表

○一定規模以上の公益法人に対する外部監査の要請

各府省は、一定規模以上の公益法人（資産額 100 億円以上若しくは負債額 50 億円以上又は収支

決算額 10 億円以上の法人）に対し、公認会計士等による監査を受けるよう要請

　各府省は、平成 13 年度から本申合せに基づく措置を講じているところであるが、13 年度から 15

年度の３年間に立入検査を実施した所管法人数は延べ 7,399 法人（国所管法人数全体（延べ 7,485 法

人）の 98.9％）となっている（詳細については第２章第２節３（P.64）参照）。また、14 年度決算ベー

スで外部監査の要請の対象となる一定規模以上の国所管法人は、1,187 法人あり、このうち外部監査

を受けた法人は要請対象法人の 67.2％に当たる 798 法人であった。

　なお、各都道府県に対しては、本申合せと同様の措置を講ずるよう要請を行っている。

（「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」の申合せ）

　平成 13 年７月 23 日に開催された行政改革推進本部における内閣総理大臣の指示を踏まえ、公益法

人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化・適正化を図るとともに、「行政改革大綱」

等に基づく公益法人改革の推進に資するための取組として、同年８月 28 日、公益法人等の指導監督

等に関する関係閣僚会議幹事会において「インターネットによる公益法人のディスクロージャーにつ

いて」を申し合わせた。

　その概要は図 1-5-3 のとおりである〔資料 20(P.174)〕。

図１－５－３ インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて
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○すべての国所管公益法人に係る措置

各府省は、所管公益法人に対し、可能な限り平成 13 年中を目途に業務・財務等に関する資料を

インターネットにより公開するよう要請

各府省は、平成 13 年 10 月末までに所管公益法人の一覧表を各府省のホームページに掲載

○国から委託・推薦等を受けている公益法人等に係る措置

各府省は、平成 13 年 10 月末までに、所管公益法人のうち、国から事務・事業の委託・推薦等を

受けている法人又は補助金・委託費等の交付を受けている法人について、業務・財務等に関する

資料等を各府省のホームページに掲載

○ディスクロージャーの状況のフォローアップ及び公益法人データベースの構築

　現在、各府省は、本申合せに基づき、所管公益法人の一覧表をホームページ上に公開しており、さ

らに総務省においては、全国の公益法人の名称、住所等の基礎的情報が検索可能な「公益法人データ

ベース」（http://www.koeki-data.org/）を同省のホームページにおいて公開している。

　また、各都道府県に対しては、本申合せと同様の措置を講ずるよう要請を行っており、各都道府県

においても国と同様の措置が進められている（平成 15 年 10 月１日時点の国及び都道府県所管公益法

人のホームページ開設状況は、第２章第２節３(P.64) 参照）。

４．公益法人の指導監督等に関する研修会等の実施

　公益法人の設立許可及び指導監督に関する事務は、既に述べたように、各主務官庁及びその権限に

属する事務を処理することとされた都道府県知事等、多くの所管官庁において行われている。また、

各所管官庁においては、一つの部局によって、所管するすべての公益法人に対する指導監督等に関す

る事務が行われているわけではなく、各公益法人が行う事業に関連の深い事務を所掌する部局が、そ

れぞれ直接の指導監督等に当たっているのが実情である。

　これら多数の所管官庁・所管部局が行う公益法人に対する指導監督等に関する事務が統一性を持っ

て実施されるよう、指導監督基準等の各種の基準や指針等が定められているところであるが、これら

の基準等が適切に運用されるためには、指導監督等に関する事務に従事する職員に対する研修等を実

施することにより、その周知徹底を図る必要がある。

　また、公益法人に対しても、指導監督基準等に適合した管理運営を促すため、公益法人の役職員を

対象とした研修、講習等を実施する必要がある。

　そのため、総務省、各都道府県等においては、各種の研修会等を実施している（表 1-5-4）。

表１－５－４ 公益法人関係研修会等一覧
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５．営利法人等への転換に関する指針の申合せ

　平成 10 年３月に公表された「法人制度研究会」（法務省民事局長が主催し、法律学者及び関係府省

庁の公益法人担当者により構成）の報告書において、公益法人の営利法人等への転換は現行法制度に

おいても基本的に可能であるとされたことを受け、同年 12 月４日の公益法人等の指導監督等に関す

る関係閣僚会議幹事会において、「公益法人の営利法人等への転換に関する指針」を申し合わせた。

　その概要は以下のとおりである〔資料 21(P.175)〕。

○営利法人等への転換の手順

①業務内容が営利法人と競合する公益法人については、指導監督基準における是正期限である平成

11 年９月までに、公益法人としてふさわしい事業内容への改善を行う。

②①の期限までに改善が行われない場合には、営利法人等への転換を行うよう文書により監督上の

措置を行う。

③②の措置を受けた公益法人は、１年以内に所管官庁に対し、転換に向けての計画を提出する（株

式会社への転換の例について、「参考」として記載している。）。

④②の措置の後３年以内に営利法人等への転換がなされない場合には、所管官庁は設立許可の取消

しも含め対処する。

○転換後の対応

①公益法人が営利法人にその業務の一部を現物出資し、その対価として取得する当該営利法人の株

式等については、その取得後速やかに処分する。

②営利法人の取締役と存続する公益法人の理事との兼職は原則として避ける。

６．休眠法人及び所管不明法人の整理に関する取組

（休眠法人及び所管不明法人の問題点）

　公益法人は、第２章で示すとおり、平成 15 年 10 月１日現在、全国で 25,825 法人存在している。

これは、基本的には、所管官庁の監督の下、現在活動している公益法人の数である。しかしながら、

これ以外の公益法人として、「休眠法人」、「所管不明法人」が存在している。

　このうち、休眠法人とは、「休眠法人の整理に関する統一的基準」〔昭和 60 年９月 17 日公益法人指

導監督連絡会議決定。資料 22(P.182)〕に定められた次のような要件等を総合的に勘案して、主務官

庁によって認定されたものである。

　引き続き３年以上事業を行っていないこと。

　理事が存在しないこと又はその任期が３年以上前に満了していること。

　各省庁への報告、届出等を引き続き３年以上怠っていること。

　一方、所管不明法人とは、先の大戦の社会的混乱等種々の理由から、各官庁においては把握されて

いないが、登記はされているものであり、そもそも民法上想定されていないものである。

　このような休眠法人及び所管不明法人の存在は、買収等により役員に就任した者による目的外事業

の実施や、税法上の優遇措置を利用した収益事業の実施など、公益法人制度の悪用を招くおそれがあ

るものであり、設立許可の取消し等の迅速かつ適切な対応が必要と考えられる。

（休眠法人の整理に関する統一的基準の策定等）

　休眠法人の整理への取組としては、休眠法人の存在を放置しておくことには上記のような弊害があ



第
�
章

23

第 5節公益法人に関する施策の動向

ることから、昭和 54 年に民法の一部改正が行われ、主務官庁は、「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以

上事業ヲ為サザル」法人について、その設立許可を取り消すことができることとなった（民法第 71

条後段）。

　また、昭和 60 年には、「休眠法人の整理に関する統一的基準」及び「休眠法人の整理に関するモデ

ル要綱」〔昭和 60 年 12 月５日公益法人指導監督連絡会議幹事会了解事項。資料 23(P.184)〕が策定

された。これらは、公益法人の実態調査、休眠法人の認定、設立許可の取消しの手続等を定めること

により、休眠法人の一層の整理促進を図ろうとするものである。

　現在、各府省では、これらの基準等に沿って、所管の休眠法人の整理に努めているところであり、

平成５年 10 月１日現在 33 法人であったものが、10 年後の 15 年 10 月１日現在では６法人と６分の

１以下にまで減少してきている。

　また、都道府県においても休眠法人の整理促進に努めているところであり、平成５年 10 月１日現

在で 387 法人であったものが、15 年 10 月１日現在では 143 法人となっている（図表 1-5-5。所管官

庁別の休眠法人数については資料 24(P.186)）。

　休眠法人は以前と比べて減少してきているが、都道府県所管の法人を中心になお相当数残っている

ことも事実であり、これらについては、早急に整理する必要がある。このような観点から、平成 14

年３月、総務省から各所管官庁に対し、所管不明法人の処理と併せて休眠法人の整理にも早急に取り

組むよう要請を行ったところであり、引き続き積極的な取組が望まれる。

図表１－５－５ 休眠法人数の推移

（所管不明法人の調査及びその整理への取組）

　所管不明法人については、その実態数を把握するため、平成７年度に、旧総理府が「所管不明公益

法人調査」を実施した。これは、全国 1,000 か所を超える登記所において、それぞれの登記所の公益
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第 1章 公益法人制度の概要

法人索引名簿と、各主務官庁が有している公益法人名簿等を対照させ、前者に記載されているにもか

かわらず、後者には記載されていないものを抜き出すというものであった。

　当該調査の結果、全国で約 1,860 の所管不明法人が存在することが明らかとなり、このうち約 1,600

法人については、平成８年１月に旧総理府から各省庁又は都道府県にその所管が割り振られた。

　その後、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議が随時開催される中で、所管不明法人の所

管の割振りの一層円滑な進展等のため、平成８年 12 月 19 日に「所管不明法人の所管確定作業の進め

方について」が公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会において了解された。

　これを受け、登記簿に記載されている各法人の目的と、各省庁の所掌事務等を考慮して所管の割振

りが行われ、平成９年 12 月までに、一通りの割振りが終了した。なお、13 年１月の中央省庁再編に

伴い、国所管の法人のうち、未処理のものについては、改めて新府省に割振りが行われた。

　その後、割り振られた所管官庁において処理を進めてきたが、所管官庁を確定して４年以上が経過

しているにもかかわらず、いまだ処理が終了していないものが半数以上存在するという状況を踏ま

え、平成 14 年３月、総務省は、各所管官庁に対し、所管不明法人の処理の促進について通知を行っ

た。この通知は、所管不明法人の多くを占めると考えられる休眠状態にある法人の処理を念頭に、原

則として、14 年内にすべての所管不明法人の処理を終了することを目標として、未処理法人について、

平成 13 年度末時点での処理段階（割振り調整中、理事確認中、設立許可取消中又は解散指導中）ご

とに、処理作業を進めるための手順とスケジュール（目標期限）を示したものである。

　本通知を踏まえ、平成 14 年末現在における処理状況を調査したところ、処理が終了・確定したも

のは 58.2％（1,092 法人）であった。これは、13 年 10 月１日現在の 45.9％（861 法人）と比べ処理

が進んだが、なお未処理の法人が 784 法人と多数あることを踏まえ、15 年２月、総務省は各所管官

庁に対し再度通知を行い、原則として、14 年度中に処理を終了するよう要請した。

　割り振られた所管官庁における平成 15 年 10 月１日現在の整理状況を調査したところ、処理が終了・

確定したものは 83.1％（1,559 法人）となっている。所管別に見ると、国所管が 92.8％、都道府県

知事部局所管が 82.9％、都道府県教育委員会所管が 73.8％となっており、14 年３月に通知を行って

から１年半の間に、大幅に処理が進んだということができる（図表 1-5-6。所管官庁別の整理等の状

況については資料 25(P.187)）。各所管官庁においては、引き続き未処理の所管不明法人の早急な処

理に取り組む必要がある。

所管不明法人の整理等の状況表１－５－６
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第 5節公益法人に関する施策の動向

７．公務員制度改革大綱に基づく措置

　平成 13 年 12 月 25 日に閣議決定された「公務員制度改革大綱」において、適正な再就職ルールの

確立を図るため、営利企業や特殊法人等への再就職とともに、公益法人への再就職についても、民間

法人としての性格を踏まえつつ見直しを行うこととされた〔資料 26(P.189)〕。

　また、上記閣議決定を受け、平成 14 年３月 29 日には、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚

会議幹事会において、当該閣議決定に基づき各府省が所管公益法人に対し指導等すべき具体的事項を

定めた「公務員制度改革大綱に基づく措置について」を申し合わせた〔資料 27(P.190)〕（公務員制

度改革大綱に基づく公益法人の役員に関する措置の推進状況等詳細については第３章第４節 (P.90)

参照）。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～公益法人コラム①～～～～～

　財団法人　大阪コミュニティ財団
　               －日本唯一のコミュニティ財団／ユニークな財産運用－
　

　財団法人大阪コミュニティ財団は、日本で唯一のコミュニティ財団であり、ユニークな財産運用に

より、大阪府及びその周辺地域を主体に全国において科学技術の振興、芸術文化の向上、国際交流の

推進等の公益事業を行う者への助成や顕彰を主体に全国学生や生徒に対する奨学金の支給等の公益事

業を展開している。

コミュニティ財団とは

　コミュニティ財団は、アメリカにおいて 20 世紀前半に考

案され普及した仕組みであり、複数の独立した基金を一括し

て管理・運営する財団である。図のようなイメージから、「マ

ンション型財団」と称されることもあり、マンションの世帯

数に相当する基金が個別に存在するため、寄付者の意思の数

だけ事業目的を持つ多目的財団であるといえる。

　こうした仕組みは、いざ社会貢献活動を行おうとするときに具体的に何をすればよいのか、単独で

財団を設立するには資金や人材の制約が大きいといった個々の戸惑いや悩みに応えることができる。

すなわち、マンションの一室に相当する基金を設定することにより、個々の社会貢献への「志」は、

管理人による全基金の一括運用を通じて公益活動として具現化されていくのである。

　

設立の経緯と目的

　日本で唯一のコミュニティ財団を産んだ大阪（大坂）という土地は、その昔から市民による社会貢

献意識が高い土地柄であった。江戸時代においては、財をなした町人や商人が橋の建設などの町のイ

ンフラ整備を担っており、鴻池氏等による新田開発、有力町人である「五同志」による懐徳堂（学問

所）の創設などは有名である。また、大正時代においても、株式仲買人であった岩本栄之助氏は、中

之島中央公会堂の建設に当時の 100 万円を寄付するなど近代都市の礎作りに貢献した。こうした風土

を受け継ぎ、大阪商工会議所は、平成２年に「米国コミュニティ財団視察団」を派遣し、我が国にお
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けるコミュニティ財団の在り方を模索した。その結果、平成３年 11 月に同会議所による１億円の拠

出を基に設立されたのが、財団法人大阪コミュニティ財団である（所管官庁は当時の通商産業省。現

在は経済産業省）。

　

財産運用の仕組み

　財団法人大阪コミュニティ財団の基金には、「永続基金」と「期間基金」の２種類がある。永続基金は、

元本を取り崩すことなく、運用収益をもって永続的に助成活動を行うための基金で、財団の基本財産

とされる。一方、期間基金は、一定期間内に元本と運用収益との全額を助成活動に使い切るための基

金で、小規模な基金でも社会貢献への「志」を活かすことができる。この使い切るという発想は、事

業の永続性を重視する現行の財団制度にはないユニークな仕組みであるといえる。

　すべての基金は、永続基金、期間基金の区別なく一括して合同運用され、その運用収益は、基金の

額に応じてあん分される。また、寄付者は、自分が寄付をした基金に自由に名前を付けることができる。

　平成 15 年度末現在で 148 の基金があり、そのうち永続基金が 91、期間基金が 57 となっている。

新たな財産活用の試み

　社会が成熟し高齢化が進む中で、社会貢献の担い手は、長引く不況に苦しんだ企業よりも、むしろ

個人という時代が到来している。これを受け、大阪コミュニティ財団では、個人による社会貢献への

「志」を最大限に活かすための新たな財産活用の在り方を検討している。具体的には、多様な寄付者

の意思とそれに対応する公益事業とのより効率的なマッチングを実現すること、つまり、個人レベル

の小規模な基金を同種の事業目的を有する大規模な基金と組み合せて活用することで永続的な社会貢

献に名を残すことができるようにすることなどである。これにより、社会の中に個人レベルで多数潜

在する社会貢献への「志」を広く受け入れ、対象となる公益事業を効率的に助成することが可能とな

るのである。

　冒頭で述べたとおり、財団法人大阪コミュニティ財団は、我が国で唯一のコミュニティ財団である。

一般に、コミュニティ財団は、多目的財団となるため主務官庁の設立許可を得にくい、他の財団と同

様に設立に際してある程度の資金的基盤を要するなど、設立の難しさが指摘されている。

　しかし、コミュニティ財団は、単独で財団を設立するほどの資金や人材はないが公益のために何か

をしたいという個々の「志」を、そのユニークな財産運用と助成先との効率的なマッチングにより活

かすことができるのである。

　コミュニティ財団という形態は、我が国における民間非営利活動の促進や寄付文化の育成という観

点から、民間非営利法人が採り得る有力な選択肢の一つであると言えるのではないだろうか。

　　　財団法人大阪コミュニティ財団のホームページ　http://www.osaka-community.or.jp

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第 1節基礎的事項

１．公益法人の数

　平成 15 年 10 月１日現在の公益法人は 25,825 法人あり、うち社団法人が 12,836 法人、財団法人が

12,989 法人となっている（図 2-1-1）。

第２章

公益法人の現況

　我が国の経済社会における民間非営利セクターによる活動の重要性は近年ますます高まっており、

その中で最も長い歴史を有し、中核を担ってきた公益法人の役割も大きなものとなっている。

　本章においては、公益法人の活動状況等の全体像を明らかにするために、第１節において、公益法

人の基礎的事項について、第２節において、個別的な事項について、それぞれ数量的に明らかにする

（公益法人の全体像については資料 28(P.191)）。

第1節 基礎的事項

公益法人数図２－１－１ ������������

����
������

����
����������

������

　すべての公益法人は、その目的・事業の内容や活動の範囲によって、各所管官庁の監督に属している。

所管官庁は、まず、国と都道府県とに区分される。さらに、国は、本省庁（民法上の主務官庁（１府 10 省）

及び内閣府の外局（防衛施設庁を除く。））と地方支分部局（金融庁、総務省、法務省〔現在のところ

所管する法人は存在しない。〕、財務省、厚生労働省及び国土交通省）とに区分され、都道府県は、都

道府県知事と都道府県教育委員会とに区分される。したがって、所管官庁は、本省庁、地方支分部局、

都道府県知事及び都道府県教育委員会の四所管類型に区分されることになる（第１章第３節 (P.5) 参

照）。
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第 2章 公益法人の現況

　なお、目的・事業の内容が、複数の官庁の所掌事務に関連する場合には、それらの官庁の「共管」

という形で指導監督等が行われることになる。このように、複数の官庁の指導監督等を受けている公

益法人があることから、所管官庁ごとの公益法人数の単純な合計数（延べ数）は、所管官庁間の共管

重複分だけ実際の公益法人数（実数）よりも多くなる。

　所管類型別の法人数（実数）は、図 2-1-2 のとおりである。全体の延べ数は 26,626 法人、実数は

25,825 法人、国所管の延べ数は 7,488 法人、実数は 7,009 法人、都道府県所管の延べ数は 19,138 法人、

実数は 18,987 法人となっている。

　所管官庁別法人数は、表 2-1-3 のとおりである。

図２－１－２ 所管類型別法人数

表２－１－３ 所管官庁別法人数
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第 1節基礎的事項
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２．公益法人数の推移

　平成８年以降の公益法人数（実数）の推移は、図 2-1-4 のとおりである。公益法人数は 10 年の

26,380 法人をピークに減少に転じ、15 年 10 月１日現在の公益法人数は前年同期の公益法人数に比べ、

全体で 218 法人（0.8％）の減少となっている。

　国所管法人は 77 法人（1.1％）減少し、３年連続で減少した。また、都道府県所管法人も 145 法人

（0.8％）減少し、平成 10 年をピークに減少傾向が続いている。

図２－１－４ 法人数の推移
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３．性格別法人数

　公益法人は、非営利（構成員に配当を行わない。）かつ公益（不特定多数の者の利益を図る。）を目

的とする法人であるが、その設立に当たっては、所管官庁の裁量が非常に広範であるため、時代及び

所管官庁によって、公益性の判断の基準が異なっていた。また、設立を許可された時点においては公

益性があると判断されていた法人であっても、現在の基準から判断すると、公益性に乏しい又は公益

性が認められない法人も少なからず存在している。
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　表 2-1-5 は、各所管官庁が、現在の公益性に関する基準から判断して、所管法人を①本来の公益法

人、②互助・共済団体等、③営利法人等転換候補及び④その他の４類型に分類したものである。

　本来の公益法人とは、その目的・事業に現在においても公益性があり、公益法人として十分な資格

を持っている法人のことである。これに該当するものが21,837法人（公益法人全体の84.6％）あった。

　互助・共済団体等とは、その目的・事業が、公益（不特定多数の者の利益を図る。）というよりは、

共益（構成員相互の利益を図る。）と考えられる法人のことであり、互助会、共済会、同窓会等があ

げられる。これに該当するものが 3,804 法人（14.7％）あった。

　営利法人等転換候補とは、その法人の公益事業が営利企業の事業と競合し、又は競合し得る状況と

なっている法人であり、30 法人（0.1％）あった。これらの法人は、公益性を高めたり、新たに公益

性の高い事業を付加する措置が講じられない法人であって、公益法人の営利法人等への転換に関する

指針（第１章第５節 (P.16) 参照）に従って、株式会社等に転換することなどが必要である。この指

針に従って平成 15 年度に営利転換を行った法人が６法人（すべて都道府県所管）ある。これらに加え、

中間法人を設立した上で解散した法人が１法人（都道府県所管の社団）ある〔資料 31(P.197)〕。

　その他とは、上記の３分類に従って、法人の性格を調査時点で分類できなかったものである。法人

の性格については、それぞれの類型に応じて指導監督方法も異なってくるため、的確に把握すること

が必要である。

４．新設法人数

　最近８年間における新設法人数は、表 2-1-6 のとおりである。近年のピークであった平成８年の

434 法人と比べると、15 年は 144 法人と３分の１程度に減少している（本文の各年とは、調査年の前

年 10 月２日から調査年 10 月１日までの１年間の動向をいう。）。

性格別法人数表２－１－５

新設法人数表２－１－６
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　平成 15 年において解散した 439 法人を、解散事由から、①自主解散、②指導による解散、③設立

許可取消、④合併・事業移転、⑤破産及び⑥その他の６類型に分類すると、以下のようになる。なお、

この分類は、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 68 条に規定されている解散事由とは異なっている。

　「自主解散」とは、定款又は寄附行為に定められた解散事由の発生（民法第 68 条第１項第１号）、

事業の成功又は成功の不能（同条同項第２号）、社団法人については社員総会の決議等（同条第２項）

のように法人が自らの意思により解散することであり、分類した中で最も多く 216 法人（49.2％）が

該当する。

　「指導による解散」とは、所管官庁の行政指導又は解散勧告等によって解散した場合であり、形式

的には自主解散と同じになる。これは９法人（2.1％）と少ない。

　「設立許可取消」とは、休眠状態の場合や目的外事業その他公益を害するような行為を行った場合に、

所管官庁が民法第 71 条に基づいて、設立許可を取り消した場合のことであり、49 法人（11.2％）であっ

た。

　「合併・事業移転」とは、民法上合併に関する規定はないが、特に地方自治体が出えん等を行って

設立したいわゆる外郭団体的公益法人の整理・統廃合等に伴い解散するような場合を実態的に見て区

分したものであり、139 法人（31.7％）であった。

　「破産」とは、破産原因（支払不能、支払停止及び債務超過に陥った場合）が発生した場合に、破

産法の規定に従い破産宣告を受け解散した場合のことであり、１法人（0.2％）であった。

　「その他」とは、社会福祉法人等への組織変更や、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）に基づく

地縁による団体等の他の法人格へ移行した場合であり、25 法人（5.7％）であった。

表２－１－７ 解散法人数������������
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５．解散法人数

　最近８年間における解散法人数は、表 2-1-7 のとおりである。平成 14 年の解散法人数である 312

法人に比べ、15 年は 439 法人と増加している。解散法人数については近年増加傾向にあるが、これは、

都道府県における行政改革の一環として、都道府県の外郭団体的公益法人の整理・統廃合等を進めて

いることや、14 年３月に総務省が所管官庁に対して所管不明法人及び休眠法人の処理促進について

の通知を行ったこと（第１章第５節 (P.16) 参照）を踏まえ、各所管官庁がこうした所管不明処理法

人等の処理に積極的に取り組んだことによるものと考えられる。
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６．設立年代別法人数

　設立年代別の公益法人数及び社団・財団の比率を示したものが、図 2-1-8 である。ここにおける設

立年ごとの法人数は、平成 15 年 10 月１日現在において活動中である法人を、設立を許可された年ご

とに集計したものであって、かつて存在していたが現在は解散、あるいは休眠化等により活動してい

ない法人は含まれていないため、各年に設立を許可された法人数とは異なる点に注意が必要である。

図２－１－８ 設立年代別法人数及び社団・財団比率
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　現在活動している法人の約７割が昭和 41 年以降の設立である。昭和 21 年以降は 10 年ごとに区分

してあるが、「昭和 20 年以前」について見ると、明治期設立が 207 法人、大正期設立が 359 法人、昭

和元年から 20 年設立が 775 法人となっている。なお、今回の調査で把握した最も設立の古い法人は、

（社）天神町報徳社〔静岡県教育委員会所管〕で明治 18 年６月 11 日（現行民法施行前である。）の設

立である。

　年代別の社団・財団の設立比率については、昭和 20 年以前に設立された法人では、財団の比率が

かなり高いのが目につく。また、「昭和 21 ～ 30 年」では社団の比率がかなり高く、反対に、「昭和

31 ～ 40 年」及び「昭和 61 年～平成７年」では、財団の比率が多少高くなっている。その他の年代では、

社団・財団の比率はほぼきっ抗している。

７．主務官庁別法人数

　都道府県知事及び都道府県教育委員会も公益法人の指導監督等を行っているが、これは、都道府県

知事その他の執行機関が、主務官庁の権限に属する事務を処理することができる旨の民法の規定（第

83 条ノ３）を受けて行っているものであり、都道府県所管法人には主務官庁が存在する。そこで、

所管類型（本省庁、地方支分部局、都道府県知事及び都道府県教育委員会）ごとに主務官庁別の公益

法人数を示したものが、表 2-1-9 である。

合 　計 割合（％）

1,341 5.2

2,977 11.5

3,067 11.9

5,191 20.1

5,796 22.4

5,642 21.8

1,811 7.0

25,825 100.0
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　なお、より正確に実態を把握するため、民法上の主務官庁ではなく国務大臣を長とする内閣府の外

局（防衛施設庁を除く。）を加えた 14 省庁別に区分している。また、国所管法人と同じように、都道

府県知事所管法人にも、目的が広範囲に及ぶ法人については、主務官庁が複数になるものがあるため、

合計数（26,956）は実際の法人数（25,825）より多くなる。

　１番多いのは厚生労働省関連法人で、7,911 法人と全体の３割程度を占めている。これは以前から

医療や雇用の問題に取り組む法人が多かったことに加え、福祉の充実や高齢者問題といった最近の

テーマに関連した法人が多いことによるものと考えられる。

　次が文部科学省関連法人で、6,885 法人（25.5％）であるが、これは民法第 34 条に挙げられてい

る五つの目的のうち「慈善」を除く「祭祀、宗教、学術、技芸」の４分野が文部科学省の所掌事務に

関連していることが大きく影響していると考えられる。

　厚生労働省と文部科学省関連の法人で全体の半数以上を占めているが、以下、国土交通省、経済産

業省、農林水産省と続いている。

８．設立目的別法人数

　設立目的を、①生活一般、②教育・学術、③政治・行政及び④産業の４分野にまず区分し、更に

小分類項目に区分したものが、図表 2-1-10 である。公益法人概況調査においては小分類の中から主

要な設立目的を二つ以内で記入することとしているため、合計数は法人数とは一致していない。ま

た、大別した４分野の法人数は、小分類項目の法人数の単純合計であり、割合欄の数値は延べ法人数

（26,626）に対する百分率である。

　この中では、「生活一般」が 14,391 法人（54.0％）と最多であり、「教育・学術」が 10,812 法人（40.6％）、

「政治・行政」が 3,133 法人（11.8％）、「産業」が 7,241 法人（27.2％）となっている。
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図表２－１－ 10 設立目的別法人数�����������������
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第 2章 公益法人の現況

　小分類項目について見ると、「保健・衛生・医療」が 3,917 法人（14.7％）と一番多いが、これは、

医師会や薬剤師会の法人の目的分野であり、そのため都道府県所管の社団の数が目立っている。次に

多いのが「教育」の 2,955 法人（11.1％）であるが、これは、各種学校や美術館、博物館、図書館等

の法人が掲げる目的であり、都道府県所管の財団が多い。３番目は「職業・労働」の 2,331 法人（8.8％）

であり、都道府県所管の社団が多くなっている。

９．事業種類別法人数

　設立目的を達成するために行う事業内容に従って分類したものが、図表 2-1-11 である。公益法人

概況調査では、設立目的一つに対して、事業内容を２種類以内で記入することとしているため、合計

数は設立目的における法人数よりも多くなっている。

　事業種類として一番多く挙げられているのは、「指導・育成」で 16,027 法人（60.2％）となってい

る。具体的には、教育・訓練、相談及び研修会・講習会といった事業であり、社団に多く見られる。

　次が「振興・奨励」で 12,966 法人（48.7％）であり、振興、助成・給付、貸与、表彰及び信用保証といっ

た金銭給付を伴うものがあるため、財団に多く見られる。

　以下、「調査・研究」の 11,737 法人（44.1％）、「普及・広報」の 8,237 法人（30.9％）と続くが、

それ以外で特徴的なのは「施設の運営」で、都道府県所管の財団に非常に多い。これは、これらの財

団が地方自治体が建設した会館・施設の管理等を行っているためと考えられる。

図表２－１－ 11 事業種類別法人数
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第 1節基礎的事項

10．社団法人における民法上の社員

　社員とは、社団法人の法人格の基礎となる構成員（個人、団体（法人）を問わない。）のことであり、

通常、会費等を払って法人運営（総会等）に参加している。

　社員数の規模別の法人数を示したものが、図表 2-1-12 である。これによると、99 会員以下の小規

模法人が 5,265 法人と４割以上を占めている（この中に社員数０の法人が 20 法人含まれているが、

民法の規定によれば、社員の欠亡は解散事由に当たる。）。次に多いのが、100 以上 499 会員以下の区

分で 4,268 法人（33.3％）であり、ここまでの区分で全体の約４分の３を占める。規模が大きくなる

につれて法人数が少なくなり、5,000 会員以上を擁する法人は 466 法人であり、このうち５万会員以

上の法人も 31 法人ある。

　１法人当たりの平均は 1,124 会員となっているが、これは一部の極めて規模の大きい法人が全体の

平均を引き上げているためであり、メジアン（注）は 150 会員である。
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（注）メジアン（中央値、中位数）とは、変数を大きさの順に並べたとき、その中央で全数を２群に等分する境界点の数値。変数が偶数

　　個のときには中央の２つの値の平均をメジアンとする。例えば 25,825 の全公益法人の資産額を大きい順に並べたときに、第 12,913

　位の公益法人の資産額がメジアンとなる。
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　なお、社員数が一番多い法人は、（社）日本看護協会〔厚生労働省所管〕（56 万会員）であり、以下、（社）

青山学院校友会〔文部科学省所管〕（28 万会員）、（社）旭川地方自家用自動車協会〔国土交通省地方

支分部局所管〕（21 万会員）となっている。

　国所管法人と都道府県所管法人とを比較してみると、活動範囲等の違いから、国所管法人の方に大

規模法人が多く（5,000 会員以上の場合、国が 275 法人、都道府県が 191 法人）、平均会員数では都

道府県所管法人の約３倍となっている。ただし、都道府県所管法人にも多くの社員を有しているもの

も少なくなく、（社）東京都小学校 PTA 協議会〔東京都教育委員会所管〕（11 万会員）が最多となっ

ている。

図表２－１－ 12 社員規模別法人数
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11．財団法人における基本財産

　基本財産とは、財団法人の法人格の基礎となる財産であり、本来、その運用益をもって公益活動を

行うべきとされているため、取り崩し等には非常に厳格な制限がかかっている。また、「公益法人の

設立許可及び指導監督基準」（資料４(P.112)。以下「指導監督基準」という。）においては、「設立目

的の達成に必要な事業活動を遂行するための設立当初の寄附財産の運用収入及び恒常的な賛助金収入

等があること。」と規定されている。

　基本財産の規模別の法人数を示したものが、図表 2-1-13 である。これによると、かなりばらつき

があることが分かり、最も多い区分が１億円以上 10 億円未満の 4,494 法人（34.6％）、次が１千万円
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第 1節基礎的事項

以上５千万円未満の 3,549 法人（27.3％）となるが、その次が 500 万円未満の 1,759 法人（13.5％）

となり、基本財産規模の小さい法人も相当数を占めている。

　少額の基本財産しか有しない財団法人が存在している理由としては、設立当初には十分な金額で

あったが、基本財産の積み増しを行わずに年月が経過した結果、現在の貨幣価値とかけ離れてしまっ

たことが考えられる。

　一方、100 億円以上の基本財産を持つものも 56 法人あった。基本財産が多い法人を順に並べると、

（財）出光美術館〔文部科学省所管〕（780 億円）、（財）平和中島財団〔文部科学省所管〕（501 億円）、

（財）笹川平和財団〔国土交通省所管〕（500 億円）となっている。このような法人が存在するために

１法人当たりの基本財産の平均は３億 8,914 万円に達しているが、メジアンは 5,350 万円となってい

る。国所管法人と都道府県所管法人とを比較してみると、その平均値は、国所管が都道府県所管の３

倍以上の差となっているが、都道府県所管の法人にも 100 億円以上の基本財産を有する法人が 13 法

人あり、（財）東京富士美術館〔東京都教育委員会所管〕（406 億円）が最大となっている。

図表２－１－ 13 基本財産規模別法人数

�������������������

����� �������
�������
������

������
������

������
� � � � �

� � � � �
�� � � � �

�� � � � �

� � � ����� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ��������� ���

� � � � � � ����� ����� ��� ����� ����� ����� ��� ��������� ���

������ ����� ��� ����� ����� ����� �����

����� ���� ��� ���� ���� ���� ���

� � � � ������ ����� ��� ����� ����� ����� ����� ��������� ���

����
����

������

����
����
������

����������

� � ��������� ���

����

�

���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������� ����������� ���������� ��������� ��������� ������

���

������

��������

����

12．賛助会員等

　近年においては、社団・財団にかかわらず何らかの会員制度を採っているところが増加してきてい

る。そこで、財団法人における会員又は社団法人における民法上の社員以外であって、定款又は寄附

行為（以下「定款等」という。）に定めのある会員（賛助会員、名誉会員、特別会員等その名称は問

わない。）を賛助会員等として調査した結果を示したものが、表 2-1-14 である。
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　全法人の約７割の法人が、賛助会員等制度を有しないか、又は、制度は有しているが実際の会員が

いないものであった。賛助会員等が１会員以上いる法人は、7,115 法人であるが、そのうちの６割以

上が 100 会員未満と小規模である。しかしながら、賛助会員等の合計は約 3,958 万会員に達している。

これは、極めて多数の賛助会員を有する法人が存在するためであり、特に（社）日本自動車連盟〔警

察庁・国土交通省共管〕は賛助会員数が 1,707 万人で、国民の８人に１人は当該法人の会員となって

いることとなる。以下、（社）実践倫理宏正会〔文部科学省所管〕の 409 万人、（財）民主音楽協会〔文

部科学省所管〕の 130 万人と続いている。

　なお、賛助会員等が１会員以上いる法人の平均会員数は 5,563 会員、メジアンは 52 会員となって

いる。

第２節 個別事項の分析

１．役職員の状況

（理事）

　理事は民法上、法人を代表するとともに業務の執行機関として位置付けられており、法人運営上重

要な役割を担っている。このため、指導監督基準においては、理事の選出方法、定数、任期、構成、

報酬等について様々な規定が設けられている。

　理事数について規模別に法人数を示したものが、表 2-2-1 である。理事の合計は 40 万 7,514 人で、

１法人当たりの平均は 15.8 人、メジアンは 13 人であり、平均値とメジアンとの乖離は小さい。最も

多いのは、10 ～ 19 人の法人の 11,962 法人（46.3％）で半数近くを占めている。また、０～９人の

法人も 7,966 法人（30.8％）と多く、３番目に多い 20 ～ 29 人の法人も合わせると全体の９割以上が

この範囲に収まっている。

　理事数が多い法人として、100 人以上のものが 65 法人となっている。理事数の多い法人を順に並

べると、（社）日本経済団体連合会〔経済産業省所管〕（555 人）、（社）関西経済連合会〔経済産業省

所管〕（302 人）、（社）経済同友会〔経済産業省所管〕（277 人）となっている。理事数が特に多い法

人については、理事会が法人にとって負担になったり、機能が形骸化することもあり、法人の事業規

模、内容等に応じ適切な数とする必要がある。

　一方、理事数が少ない法人については、２人以下の法人が 59 法人あった。理事数があまり少数で

表２－１－ 14 賛助会員等規模別法人数
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第 2節個別事項の分析

表２－２－１ 理事規模別法人数

あると法人の適正な運営を確保することが困難になり、特定の理事の専横を招くおそれがあるため、

十分に注意する必要がある。

　社団の理事数と財団の理事数とを比較すると、平均では、社団の方が財団より多い。これは、社団

においては、社員の中から理事を選出することが多いことが関連していると考えられる。

（常勤理事）

　理事は、法人の業務の執行機関として法人の運営上重要な役割を担うものであるが、大部分の理事

は、理事会等における重要な意思決定への参加という形で法人の運営にかかわっているものであり、

経常的な業務の執行には直接携わってはいない。通常、経常的な業務の執行は、常勤理事（公益法人

概況調査においては「最低でも週３日以上出勤している理事」としている。）により行われているが、

その人数について規模別に法人数を示したものが、表 2-2-2 である。

　これによると、常勤理事の合計は 20,007 人、１法人当たりの平均は 0.8 人である。また、約半数

の法人に常勤理事がいないことが分かる。常勤理事がいない法人は国所管法人では３分の１弱だが、

都道府県所管法人では６割近くに達している。これらの法人においては、日常業務の執行は事務局職

員に任せていること等が考えられる。

　０人に次いで多いのが１人の 8,735 法人（33.8％）であり、２人の 2,222 法人も合わせると全体の

約９割は常勤理事が２人以下となっている。また、財団の方が社団より常勤理事数が多い傾向があり、

理事数の場合と逆になっているのが特徴的である。常勤理事が多い法人は、（社）北海道勤労者医療

協会〔北海道知事所管〕（51 人）、（社）山梨勤労者医療協会〔山梨県知事所管〕（28 人）、（社）福岡

医療団〔福岡県知事所管〕（27 人）となっている。
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第 2章 公益法人の現況

（公務員出身理事）

　公務員出身者が公益法人の理事として業務を執行している状況をまとめたものが、図 2-2-3 である。

ここで公務員出身者とは、国所管法人の場合、原則として国の本省庁課長相当職以上を経験し、退職

後 10 年未満の間に当該公益法人の理事に就任して現在に至っている者を指す（詳細な定義について

は、公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針（資料５(P.118)。以下「運用指針」という。）

参照。）また、都道府県所管法人についても、国と同様の考え方である。）。

図表２－２－３ 公務員出身理事のいる法人数等の推移
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第 2節個別事項の分析

　まず、国所管法人の理事における国家公務員出身者は 5,889 人であり、全理事数（150,268 人）の

3.9％に当たり、前年と比べて 138 人減少している。法人数では 2,325 法人であり、法人全体（7,009

法人）の 33.2％に当たり、前年と比べて 66 法人減少している。一方、都道府県所管法人の理事にお

ける都道府県公務員出身者は 13,005 人であり、全理事数（259,929 人）の 5.0％に当たり、前年と比

べて 546 人減少している。法人数では 5,095 法人であり、法人全体（18,987 法人）の 26.8％に当たり、

前年と比べて 170 法人減少している。

　次に、国所管法人の常勤理事における国家公務員出身者は 1,563 人であり、全常勤理事数（8,768 人）

の17.8％、国家公務員出身理事の26.5％に当たり、前年と比べて69人減少している。法人数では1,059

法人であり、法人全体（7,009 法人）の 15.1％に当たり、前年と比べて 54 法人減少している。一方、

都道府県所管法人の常勤理事における都道府県公務員出身者は 3,024 人であり、全常勤理事数（11,423

人）の 26.5％、都道府県公務員出身理事の 23.3％に当たり、前年と比べて 82 人減少している。法人

数では 2,363 法人であり、法人全体（18,987 法人）の 12.4％に当たり、前年と比べて 58 法人減少し

ている。

（所管官庁出身理事）

　公務員出身理事のうち、所管官庁出身者の数を示したものが、図 2-2-4 である。これによると、国

所管法人の理事における所管官庁出身者は 4,475 人であり、全理事数（150,268 人）の 3.0％、国家

公務員出身理事の76.0％に当たり、前年と比べて148人減少している。法人数では1,919法人であり、

法人全体（7,009 法人）の 27.4％に当たり、前年と比べて 69 法人減少している。一方、都道府県所

管法人の理事における所管官庁出身者は 12,241 人であり、全理事数（259,929 人）の 4.7％、都道府

県公務員出身理事の 94.1％に当たり、前年と比べて 450 人減少している。法人数では 4,861 法人で

あり、法人全体（18,987 法人）の 25.6％に当たり、前年と比べて 134 法人減少している。

図表２－２－４ 所管官庁出身理事のいる法人数等の推移
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第 2章 公益法人の現況

　指導監督基準においては、理事構成に関して、理事現在数に占める所管官庁出身者の割合を３分の

１以下にするよう規定されている（共管の場合は全共管官庁の出身者の合計を３分の１以下とする。）。

平成 15 年 10 月１日現在において、所管官庁出身者が理事現在数の３分の１を超えている法人数とそ

の推移を示したものが、図表 2-2-5 である。この図表では、共管法人を、該当する所管官庁の「共管」

欄にそれぞれ計上している。これによると、所管する官庁出身者が理事現在数の３分の１を超えてい

る法人数は、国所管では 10 法人と前年と同数であり、都道府県所管では 441 法人と前年と比べて 82

法人減少している。国所管法人についてその理由を見てみると、理事の死亡や退任により一時的に理

事現在数が減少したことによるものがある一方で、新たに所管官庁出身者が理事として就任している

法人もあった。これらの法人については、既に改善されている法人（国所管法人における所管官庁出

身理事が理事現在数の３分の１を超えている法人のうち、16 年７月１日現在で９法人が改善済）も

あるが、残りの法人についても所管する官庁出身理事の退任等の速やかな改善措置が採られるよう、

所管官庁において適切な指導監督を行うことが必要である。

　また、指導監督基準決定直後の平成８年 10 月１日現在の法人数からの推移を見ると、指導監督基

準の決定により、理事構成の適正化が進んできたことがうかがえるが、都道府県所管法人ではいまだ

に多数の法人において、理事現在数に占める所管官庁出身者の割合が３分の１を超えている状況にあ

ることから、指導監督基準に則して引き続き更なる適正化に強力に取り組んでいくことが必要である。

図表２－２－５ 所管官庁出身理事数が３分の１を超える法人数とその推移�����������������������������������

�����

� � � � � � ����

� � � � � �� ��

������ ��� � ��� ���

� � ��� � ��� ���

������������������������

���

���

���

�� �� � �� ��

���

���
���

���

���
��� ���

���

�

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���� �� ��� ��� ��� ���� ���� ����

���

����

�

�������������������������������������������������������

�����������������������

���
��
��

��
��

��
���

��
���

��
���

��
���

��
���

��
���

��
��

��
��

��
���

��
���

��
���

��
���

��
���

��
���

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

�����������������

�������������������������

���
��
��

��
��

��
���

��
���

��
���

��
���

��
���

��
���

��
��

��
��

��
���

��
���

��
���

��
���

��
���

��
���

����� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

�����������������

���

�����

���

������

���

���

����

����

���

������

����������������������������

����������������������������������������

�����

�����

�����

�����
�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���

���

�����

� �

�����
�������������������������������

����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������

������ ������

������

������
������

������

������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

������

������

������

������

������

������

������

������

���

���

����������

� �

������������������������������

����� ����� ����� ��� ��� ����� ��� ���

�����

�����

����������
�����

�����

�����
�����

���

���

���

���

�����

�����

�����

�����

���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���

���

����������

� �

���������������������������������

����������������������������������������

�����

�����

�����

�����

�����

����������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���� �� ��� ��� ��� ��� ��� ���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

���

���

����������

� �



第
�
章

45

第 2節個別事項の分析

（同一親族・企業関係者理事）

　指導監督基準においては、所管官庁出身理事の割合の制限に加えて、同一の親族（３親等以内の親

族及びこの者と特別の関係にある者）及び特定の企業の関係者（役員、使用人、大株主等）の理事現

在数に占める割合を３分の１以下にするように規定されている。この割合が３分の１を超えている法

人数を示したものが、表 2-2-6 である。

表２－２－６ 同一親族理事の状況別法人数及び同一特定企業関係者理事の状況別法人数
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第 2章 公益法人の現況

（同一業界関係者理事）

　指導監督基準においては、所管官庁出身理事の割合の制限に加えて、同一業界関係者の理事現在数

に占める割合を２分の１以下にするよう規定されている。

　同一業界関係者の理事現在数に占める割合が２分の１を超えている法人数を示したものが、表

2-2-7 である。これによると、その法人数は 6,201 法人となっている。この中には一部互助会も含ま

れている。社団・財団の別では、社団の方が多いものの、財団でも多数存在している。なお、理事全

員が同一業界関係者である法人数は 3,658 法人となっている。

表２－２－７ 同一業界関係者理事の状況別法人数
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（監事）

　監事は、法人の会計、財産、理事の業務執行等の状況を監査するために重要な機関であり、民法上

は設置が任意とされているが、指導監督基準においては、監事を必ず設置することと規定されている。

その人数を規模別に示したものが、表 2-2-8 である。

　これによると、監事の合計は 57,068 人、平均は 2.2 人で、規模（人数）別でも２人の区分が

18,872 法人（73.1％）と７割以上を占めている。１人から３人の区分にほとんどの法人が収まって

いるが、５人以上の区分も 221 法人ある。もっとも、活動範囲が全国的なものなど、法人の規模が相

当大きい法人については、ある程度の監事数が必要となるものと考えられる。なお、監事数が最も多

い法人は、（社）埼玉県建設業協会〔埼玉県知事所管〕の 12 人となっている。

　監事のうち、常勤監事（本調査では「最低でも週３日以上出勤している監事」としている。）とし

て日常業務に携わっている者の合計は 400 人、常勤監事がいる法人数は 358 法人（全法人数の 1.4％）

となっている。

　国所管法人の監事における国家公務員出身者は 583 法人に 687 人（社団法人に 185 人、財団法人に

502 人）であり、都道府県所管法人の監事における都道府県公務員出身者は 1,985 法人に 2,413 人（社

団法人に 596 人、財団法人に 1,817 人）である。

　なお、監事制度がない法人は 46 法人である。監事制度がない法人及び監事制度があっても監事が

選任されていない法人については、早急な改善が必要である。
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第 2節個別事項の分析

（外部監事）

　公益法人のうち互助・共済団体等の法人に関しては、指導監督基準において、法人に関する抜本的

法改革が行われるまでの間は、業界関係者又は所管官庁出身者以外の者を監事とするよう、所管官庁

が強力に指導することとされている。この外部監事の導入状況について示したものが、表 2-2-9 であ

る。

　これによると、互助・共済団体等の法人のうち、外部監事を導入していない法人が約７割となって

いる。これらの法人の所管官庁においては、外部監事制度の導入に向け、引き続き強力な指導が望ま

れる。

表２－２－８ 監事規模別法人数
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表２－２－９ 外部監事導入の有無別法人数
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（現職公務員理事・監事）

　公益法人の役員には、欠格要件（民法施行法〔明治 31 年法律第 11 号〕第 27 条）はあるものの、

特段の資格要件はない。したがって、職業や国籍による役員就任への制限はない。しかしながら、現

職公務員については、法人を指導監督する立場にあることから、公益法人の役員への就任は適当でな

いものと考えられている。

　都道府県所管法人については、都道府県が直接出えんして設立した外郭団体的公益法人が多数存在

しており、その業務の実施、監督等のために、国所管法人に比べて、現在においても現職の都道府県

公務員が多数役員に就任しているのが実状である。

　現職公務員の理事及び監事への就任状況を示したものが、表 2-2-10 である。この表における現職
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公務員とは、所管官庁において職務に従事する常勤の公務員（公務員の身分を有する休職出向者及び

課長相当職以下の者を含み、国務大臣、副大臣、大臣政務官、都道府県知事、都道府県議会議員等を

除く。）を指す。

　まず、国所管法人の理事における現職国家公務員は 40 法人に 45 人、都道府県所管法人の理事にお

ける現職都道府県公務員は 2,882 法人に 6,712 人となっており、都道府県所管法人においては、所管

官庁出身理事（12,241 人）の５割以上が現職都道府県公務員ということになる。

　次に、国所管法人の監事における現職国家公務員は８法人に 10 人、都道府県所管法人の監事にお

ける現職都道府県公務員は 1,261 法人に 1,456 人となっている。

　理事と監事とを合計した役員数は、国所管法人においては 44 法人に 55 人の現職国家公務員が就任

しており、前年と比べて法人数で４法人、役員数で７人減少している。一方、都道府県所管法人にお

いては 2,984 法人に 8,168 人の現職都道府県公務員が就任しており、前年と比べて法人数で 106 法人、

役員数で 461 人減少している。

表２－２－ 10 現職公務員理事又は監事のいる法人数及び人数

表２－２－ 11 現職国会・都道府県議会議員理事のいる法人数及び人数
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（現職議員理事）

　国会又は都道府県議会との関係について、現職の国会議員及び都道府県議会議員の理事における就

任状況を示したものが、表 2-2-11 である。

　これによると、国所管法人の理事を務める現職国会議員は 430 人で、前年と比べて７人増加してい

る。法人数では 266 法人で、前年と同数である。また、都道府県所管法人の理事における現職都道府

県議会議員は 1,274 人で、前年と比べて 238 人減少している。法人数では 920 法人で、前年と比べて

148 法人減少している。
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第 2節個別事項の分析

（有給常勤役員の平均年間報酬額）

　指導監督基準では、役員の報酬等について、「当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水

準と比べて不当に高額に過ぎないものとすること。」と規定されている。公益法人の定款又は寄附行

為においては、役員は無報酬であるが、常勤の役員については有給とすることができる旨定められて

いることが多い。このような有給の役員（役員としての報酬を支給されていないが、職員としての給

与を支給されている者を含む。）に対する年間報酬の１人当たり平均額を示したものが、表 2-2-12 で

ある。

　これによると、有給役員がいる法人は 10,399 法人（全法人の 40.3％）であり、常勤役員がいる

法人数（12,587 法人）よりも少なく、無報酬の常勤役員もかなり存在していることが分かる。有給

役員がいる法人の中では、400 万円以上 800 万円未満の法人が 3,822 法人（有給役員がいる法人の

36.8％）、400 万円未満の法人が 3,307 法人（31.8％）となっており、800 万円未満の法人で、有給役

員がいる法人の７割弱を占めている。一方、平均年間報酬が 2,000 万円以上の法人も 92 法人あるが、

前年と比べて 23 法人減少している（図 2-2-13）。

　また、所管官庁出身常勤役員がいる法人に限っての有給常勤役員の平均年間報酬額を示したもの

が、表 2-2-14 である。400 万円以上 800 万円未満の法人が 1,262 法人（所管官庁出身者がいる法人

の 39.6％）と最も多くなっている。

表２－２－ 12 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

図２－２－ 13 有給常勤役員の平均年間報酬額 2,000 万円以上の法人数の推移
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（職員）

　職員は、理事の職務を助け、実際の法人の活動を担う中核的存在であり、法人管理、事業執行その

他多方面での実務を行っている。職員の中には、雇用関係にある者のほか、法人の名をもって対外的

活動を行っている顧問、参与、専門委員等が含まれている。

　職員数の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-15 である。職員の合計は 56 万 8,106 人、１法人

当たりの平均は 22.0 人、メジアンは３人であり、半数以上の法人が職員数３人以下の零細規模であ

ることが分かる。規模別には、２～９人の法人が 11,748 法人（45.5％）と半数近くを占め、次に多

いのが10～ 49人の法人の4,948法人（19.2％）である。一方、職員が１人の法人が4,528法人（17.5％）

もあり、また、職員がいない法人も 2,699 法人（10.5％）ある。このような職員がいない法人につい

ては、設立母体の企業・団体からの出向・派遣により、法人とは雇用関係にない者が事務を行ってい

る、他の企業・団体（の職員）が本務の傍らで法人の事務を行っている、行事の開催時等必要に応じ

て理事、会員等が集まって活動しているなどの状況が想定される。

　一方、50 人以上の職員がいる法人は 1,902 法人（7.4％）ある。500 人以上の職員を抱えている法

人も 137 法人あった。職員数が最も多い法人は、（社）全国社会保険協会連合会〔厚生労働省所管〕

の 22,633 人である。以下、（財）厚生年金事業振興団〔厚生労働省所管〕（8,309 人）、（社）日本自

動車連盟〔警察庁・国土交通省共管〕（3,812 人）と国所管法人が続いている（（社）全国社会保険協

会連合会及び（財）厚生年金事業振興団には、医師、看護士等の医療関係者が多数含まれている。）。

なお、都道府県所管法人では、（財）大阪福祉事業協会〔大阪府知事所管〕（2,584 人）が最多となっ

ている。

　「公益法人概況調査」では、職員のうち最低でも週３日以上出勤している者を常勤職員（パート、

アルバイト等雇用形態は問わない。）としており、その合計は 48 万 7,763 人であり、全職員数の約９

割が常勤職員となっている。

表２－２－ 14 所管官庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数

表２－２－ 15 職員規模別法人数
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第 2節個別事項の分析

（評議員）

　財団法人における評議員は、法人の重要事項について諮問を受けたり決定をしたりする役割を担う

ものである。通常、評議員会を構成し、理事の選任、予算・決算の承認等を行うことが多い。指導監

督基準では、財団法人には原則として評議員会を設け、評議員会において理事の選任及び予算・決算

等の重要事項の諮問を行うことを求めている。

　評議員の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-16 である。評議員（会）制度がある法人は

11,630 法人（45.0％）で、評議員の合計は 28 万 3,763 人、評議員（会）制度がある法人についての

平均は 24.4 人、メジアンは 15 人である。

　評議員の多い法人は、（社）日本獣医学会〔農林水産省所管〕（717 人）、（社）東京電機大学校友会〔文

部科学省所管〕（665 人）、（社）明新会〔福井県教育委員会所管〕（638 人）、であるが、いずれも社団

であり、財団では、（財）日本国際政治学会〔外務省所管〕（599 人）が最大となっている（全体では

６番目）。

　評議員の合計数を社団と財団とで比較して見ると、社団で評議員（会）制度を設けているのは 1,497

法人（社団の 11.7％）である。財団については、所管官庁が評議員（会）の設置を指導しているものの、

評議員制度を設けているのは 10,133 法人（財団の 78.0％）である。

　国所管の財団と都道府県所管の財団とを比較して見ると、国所管の財団では 97.7％（3,130 法人）

が評議員（会）制度を設けているのに比べ、都道府県所管の財団では 71.7％（7,042 法人）にとどまっ

ている。

表２－２－ 16 評議員規模別法人数
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　財団の評議員規模別の法人数は、10 ～ 19 人が 4,516 法人（制度を有している財団法人の 44.6％）、

０～９人が 2,266 法人（22.4％）、20 ～ 29 人が 1,661 法人（16.4％）であり、約８割の法人が０～

29 人の範囲に含まれることとなる。50 人以上の法人も 603 法人（6.0％）あるが、これは理事数との

関連もあると考えられる（表 2-2-16）。
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　財団法人の評議員の構成について、運用指針においては、「同一の親族、特定の企業、所管する官

庁の出身者及び同一の業界関係者の評議員に占める割合は、それぞれ評議員会を実質的に支配できな

い程度（２分の１以内）にとどめることが必要である。」とされている。財団法人の評議員のうち所

管官庁出身者が占める割合別法人数を示したのが、表 2-2-17 である。

表２－２－ 18 評議員数と理事数の関係

表２－２－ 17 財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数

�������������������

�� ���� ������ ������ ������ ������ �����

�� ������ ����� ������ ����� ����� ��� ���

������ ������ ����� ����� ����� ��� ��� ���

���� ����� ����� ��� �� �� �� �

������ ����� ����� ����� ��� �� � �

������ ����� ��� ����� ��� �� � �

������ ��� �� ��� ��� �� �� �

������ ��� �� ��� ��� �� �� �

����� ����� �� ��� ��� ��� �� ���

�
�
�
�

���

������������������������������������

� � �
����
� � �

��
����
�����

�����
������

�����
�����

����
������

���� �� ��

� � � ����� ����� ��� ��� � � � ����� �� �

������ ����� ����� ����� ��� �� �� �� ����� ��� �

������ ����� ����� ��� �� �� ��

����� ���� ���� ��� ��� ��� ���
������ ������

�����

��� �

�����������������������
� � � �
� �

����

　また、財団法人の評議員の定数、特に理事会との関係について、運用指針においては、「法人の事

業規模、内容等から見て適切なものにする必要があるが、理事会を牽制する役割からみて、理事と

同数程度以上であることが好ましい。」とされている。評議員数と理事数の関係を示したものが、表

2-2-18 である。評議員（会）制度を設けている法人については、理事と同数以上の評議員がいる場

合が多くなっている。

２．財務・会計の状況

（年間収入額）

　公益法人の年間収入は、大きく分けて、

　●会費収入（民法上の社員（社団のみに存在）及び賛助会員等（社団・財団の双方に存在）からの     

　　会費収入を指す。）

　●財産運用収入（基本財産（財団のみに存在）・運用財産（社団・財団の双方に存在）の区分を問わず、

　　財産の運用から得た収入を指す。）
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　●寄付・補助金等収入（寄付金、補助金、助成金等反対給付を伴わない性質の収入を指し、拠出元

　　は、個人、企業、公的機関等のいずれであってもよい。）

　●事業収入（事業活動を行った結果として得た収入を指す。なお、ここでいう事業は、定款又は寄

　　附行為上の目的事業である事業（指導監督上の公益事業）であっても、また、公益活動を行うた

　　めに付随的に収益を目的として行う事業（指導監督上の収益事業）のどちらであってもよい。）

等からなっている。この年間収入に、前年度からの繰越金（前期繰越収支差額）を加えたものが、当

該年度の総収入となる。なお、年間支出に次年度への繰越金（次期繰越収支差額）を加えたものが当

該年度における総支出であり、総収入額＝総支出額の関係になっている。

　年間収入額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-19 である。これによると、年間収入額の合

計は 19 兆 229 億円となっており、集計を始めた「平成９年度公益法人概況調査」の 21 兆 5,439 億円

と比べると２兆 5,210 億円、前年と比べると１兆 3,589 億円減少しており、集計を始めてから最も少

なくなった。

　年間収入額の平均は７億 3,661 万円、メジアンは 5,909 万円であり、平均とメジアンとの間には大

きな隔たりがある。規模別に見ると、１千万円以上５千万円未満の法人の 6,693 法人（25.9％）が最

多であり、以下、１億円以上５億円未満が 6,382 法人（24.7％）、１千万円未満が 5,417 法人（21.0％）

と続くことから、収入が平均を下回る法人が多いことが分かる。

　一方、平均を超える区分である 10 億円以上の法人は 2,530 法人（9.8％）に過ぎず、極めて収入額

が大きい法人の存在により、平均が引き上げられている。

　なお、100 億円以上の年間収入額がある法人は 267 法人である。年間収入額が多い法人を順に並べ

ると、（財）公庫住宅融資保証協会〔財務省・国土交通省共管〕（6,466 億円）、（財）高年齢者雇用開

発協会〔厚生労働省所管〕（5,220 億円）、（財）民間都市開発推進機構〔国土交通省所管〕（4,079 億円）

となっている。なお、都道府県所管では、（財）横浜市建築助成公社〔神奈川県知事所管〕（1,840 億円）

が最大となっている。

表２－２－ 19 年間収入額規模別法人数

　年間収入の構成状況を示したものが、図表 2-2-20 である。社団・財団の双方において事業収入が

年間収入の約６割と最も多くを占めている。事業収入を除くと、社団においては財団よりも会費収入

の割合が高く、収入面でも法人の性格を表している。また、社団・財団を問わず、寄付金収入や行政

や民間助成団体等からの補助金等収入も得ているが、これらの合計額が総額に占める割合は社団・財

団ともに約１割程度となっている。
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（年間支出額）

　公益法人の年間支出は、大きく分けて、

　●事業費（公益法人が事業遂行のために直接要する支出で管理費以外のものを指す。なお、ここで

　　いう事業費には法人の目的事業（指導監督上の公益事業）のみならず、付随的に行う収益事業（指

　　導監督上の収益事業）に支出された費用も含む。）

　●管理費（法人の各種の業務を管理するために、毎年度経常的に支出する経費を指す。）

　●固定資産取得支出（法人の各種の業務を遂行するために不可欠な什器備品等の固定資産の取得に

　　要する経費を指す。）

図表２－２－ 20 年間収入構成
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等からなっており、土地の購入や退職給与引当預金の積み立ても資金の「支出」に当たる。これら当

該年度に支出した合計が年間支出額であり、総収入額との差額が次年度への繰越金（次期繰越収支差

額）となる。

　年間支出額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-21 である。これによると、年間支出額の合

計は 19 兆 438 億円、平均は７億 3,742 万円、メジアンは 5,894 万円である。

　100 億円以上の年間支出額がある法人は 265 法人である。年間支出額が多い法人を順に並べると、

（財）公庫住宅融資保証協会〔財務省・国土交通省共管〕（6,617 億円）、（財）高年齢者雇用開発協会〔厚

生労働省所管〕（5,219 億円）、（財）民間都市開発推進機構〔国土交通省所管〕（4,079 億円）、となっ

ている。

表２－２－ 21 年間支出額規模別法人数
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　一方、年間支出額が100万円未満の法人が1,274法人（4.9％）もある。無償の役務の提供（ボランティ

ア等）もあるため、金銭的な支出規模がその法人の活動状況をそのまま示すものとは言えないが、支

出額が極めて小さい法人については、十分な活動が行われていない場合もあるものと考えられる。

　年間支出の構成状況を示したものが、図表 2-2-22 である。社団・財団の双方において事業費が約

７割程度と大きな割合を占めている。一方、管理費は約１割程度であり、ウエイトは小さい。

図表２－２－ 22 年間支出構成
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第 2章 公益法人の現況

　なお、事業費については、指導監督基準において、公益法人本来の事業（付随的に行う収益を目的

とする事業を除く。）の規模を「可能な限り総支出額の２分の１以上」にするよう規定している。こ

の要件を満たす法人は、11,235 法人（社団が 5,633 法人、財団が 5,602 法人）で全法人の 43.5％と

なっている（表 2-2-23）。また、管理費については、指導監督基準において、管理費の割合を「可能

な限り総支出額の２分の１以下」とするよう規定されているが、これを満たす法人は、23,211 法人（社

団が 11,564 法人、財団が 11,647 法人）で全法人の 89.9％となっている（表 2-2-24）。この割合を超

える法人に対しては、管理費のうち何が過大であるかを把握し、役職員の削減、事務所の見直し等に

より経費の削減を図るよう、適切な指導を行う必要がある。

表２－２－ 23 公益法人本来の事業費割合別法人数
������������������

� � � ���� ��
����

�����
�����
�����

�����
�����

�����
������

���� �����

�� ����� � �� ��� ����� ����� ��� � �� �����

�� ����� �� �� ��� ��� ����� ��� � �� �����

�� ����� � ��� ����� ����� ����� ����� � �� �����

�� ����� �� ��� ����� ����� ����� ����� �� ��� �����

������ �� ����� ����� ����� ����� ����� �� ��� ������

����� ��� ��� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ����

�� � �
� � �
� � �

������������������������

����

���

���
���

������

���������������

����������

���
�����

���
����

������
�����

�������
�������

����

����������

���
�����

���
�����

������
�����

�������
�������

����

����������

���
�����

���
����

������
�����

�������
�������

����

�����

� � � � � �
�������
�������

� � � � � � � �

�� ��������� ������� ������ ������� ���������

�� ��������� ������� ������� ��������� ���������

�� ��������� ������� ������ ������� ���������

�� ��������� ������� ������� ��������� ���������

���������� ��������� ������� ��������� ����������

���� ��� ��� ���� �����

���������� ��������� ������� ��������� �����������������

�������

�����

���

���
���

���������������

����������

���
�����

���
����

������
�����

�������
�������

����

����������

���
�����

���
�����

������
�����

�������
�������

����

����������

���
�����

���
����

������
�����

�������
�������

����



第
�
章

57

第 2節個別事項の分析

（指導監督基準上の収益事業）

　公益法人が健全な運営を維持し、公益活動を積極的に行うためには相応の収入が必要であるが、本

来の公益活動の実施に充てるために収入確保の一方法として収益事業を行うことも認められている。

したがって、収益事業は、あくまで本来の公益事業に付随して行われるべき性格のものであり、指導

監督基準では、収益事業の規模、業種、利益の使用等について定められているほか、収益事業を行う

場合には事業計画書に明記し、他の事業と区分して経理を行うことを求めている。

　一方、法人税法上も「収益事業」の規定があるが、これは、法人税法施行令（昭和 40 年政令第 97 号）

に定められた課税対象となる 33 業種を指すものであり、その目的は問わないものである。

　ここでいう収益事業とは、法人税法上のものではなく、指導監督基準上のものであり、収益事業収

入及び収益事業費の状況を示したものが、表 2-2-25 である。これによると、収益事業収入の合計は

9,254 億円であり、平均は 3,584 万円、メジアンは０である。集計を始めた「平成８年度公益法人概

況調査」と比べると１兆 1,471 億円の減少となっており、ここ７年間減少傾向が続いている。規模別

に見ると、収益事業を実施していない法人が 20,849 法人（80.7％）とほとんどを占めている。収益

事業を行っている法人の収益事業収入の規模を見ると、１千万円未満が最も多い。法人区分による比

較では、収益事業収入の規模が大きいほど、社団より財団の法人数の方が多い。また、特に国所管の

財団の平均が高いのが目立ち、極めて収益事業収入が多い少数の法人があるために平均が引き上げら

れている結果となっている。収益事業収入が多い法人を順に並べると、（財）電気通信共済会〔総務

省所管〕（569 億円）、（財）郵政弘済会〔総務省所管〕（251 億円）、（財）大阪市職員互助組合〔大阪

府知事所管〕（191 億円）となっている。

　次に収益事業に支出した費用を見ると、合計で 7,860 億円であり、単純に言えば、収入との差額で

ある 1,394 億円の利益が出たということになる。

　規模別では、収益事業費を支出していない法人が 21,412 法人（82.9％）と収益事業を実施してい

ない法人数より若干多くなっている。この差が生じた理由としては、額が少ない等の理由によって

区分経理がされていないか、収入・支出ではなく、利益をもって収益事業収入ととらえているような

場合が考えられる。収益事業費が多い法人を順に並べると、（財）電気通信共済会（503 億円）、（財）

郵政弘済会（221 億円）、（財）聖路加国際病院〔東京都知事所管〕（201 億円）となっている。

管理費割合別法人数表２－２－ 24
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第 2章 公益法人の現況

　指導監督基準では、収益事業の支出規模を「可能な限り総支出額の２分の１以下」とするよう規定

しているが、収益事業費が総支出額の２分の１を超えている場合には、もはや付随的な事業と考える

ことは困難である。これに適合していない法人は表 2-2-26 によると、589 法人存在している。指導

監督基準の適合措置期限は既に経過していることから、適合していない法人については、早急な対応

が採られるよう所管官庁において適切な指導監督を行っていくことが必要である。

表２－２－ 26 指導監督基準上の収益事業費の総支出に占める割合別法人数
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（法人税法上の収益事業）

　公益法人が法人税法上の収益事業を開始した場合には、開始した日以後２か月以内に、収益事業開

始届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。その届出を行っている法人の状況を示したもの

が、表 2-2-27 である。これによると、9,112 法人（35.3％）が法人税法上の収益事業を行っている

ことが分かる。
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表２－２－ 25 指導監督基準上の収益事業収入額規模別法人数及び収益事業費規模別法人数
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第 2節個別事項の分析

　法人税法施行令に定められた 33 業種のいずれの事業を実施しているかについて、当該法人の主要

な２業種を調査した結果を示したものが、表 2-2-28 である。これによると、最も多いものは、物品

販売業（2,472 法人）となっており、以下、請負業（2,426 法人）、不動産貸付業（1,226 法人）となっ

ている。

表２－２－ 28 法人税法上の収益事業種類別法人数

表２－２－ 27 法人税法上の収益事業届出額規模別法人数
�������������������������

� � � � �������
�������
������

�����
�����

�����
������

������

�� ����� ����� �� �� ��� ��� ��� �� ������� ���

�� ����� ����� � �� ��� ��� ��� ��� ��������� �����

�� ����� ����� �� ��� ��� ��� ��� �� ������� ���

�� ����� ����� �� ��� ��� ����� ����� ��� ��������� ���

������ ������ �� ��� ����� ����� ����� ���

����� ���� ��� ��� ��� ���� ���� ���

������ ������ �� ��� ����� ����� ����� ��� ��������� ���

����������������������������������

�����
�����
�����

��������� ���

�������

����
����
�����

������������� �����
�����
�����

����

���

���
���

�������

����������������������

��� ��� ���

� � � � � ����� ����� �����

� � � � � � � �� ��

� � � � � � �� ��

� � � � � �� �� ���

� � � � � � ��� ��� �����

� � � �� �� ��

� � � �� �� ��

� � � � �� ��

� � � � � �

� � � ����� ����� �����

� � � �� �� ��

� � � ��� ��� �����

� � � �� �� ��

� � � ��� ��� ���

� � � �� ��� ���

� � � � �� ��� ���

� � � �� �� ���

� � � ��� �� ���

� � � �� �� ��

� � � � � �

� � � � �

� � � � � � � �

� � � � �� ��

� � � � � �

� � � � � �

� � � �� ��� ���

� � � � �� �� ���

� � � � � �� ��

� � � � � ��� ��� ���

� � � � � ��� ��� ���

� � � � ��� ��� ���

� � � � � � � ��

� � � � � � � �� �� ���

� � ����� ����� ������



60

第 2章 公益法人の現況

（資産額）

　資産とは、法人の有している財貨及び債権を指し、貸借対照表においては、積極財産として資産の

部に流動資産又は固定資産として計上される。

　資産額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-29 である。これによると、資産額の合計は 119

兆 2,060 億円、平均は 46 億 1,592 万円、メジアンは１億 540 万円である。ただし、この中には、債

務保証事業を主たる事業とし、巨額の資産を計上している法人が含まれていることから、結果として

平均額が大きく引き上げられている。これらの法人は、債務保証を主な事業として行っており、保証

債務額及び保証債務見返りを貸借対照表の負債及び資産の部に両建てで計上しているが、これらは偶

発債務（現実には発生していない債務であるが、将来的に負担する可能性のあるもの。）の一種であり、

ある意味では実態を伴わない負債・資産と考えられる。

　資産額が多い法人には、こうした債務保証を主たる事業としているものが多く、資産額が多い法人

を順に並べると、（財）公庫住宅融資保証協会〔財務省・国土交通省共管〕（61 兆 7,696 億円）、（社）

日本労働者信用基金協会〔金融庁・厚生労働省共管〕（５兆 9,578 億円）、（社）しんきん保証基金〔金

融庁所管〕（３兆 389 億円）となっている。なお、都道府県所管では、（財）阪神・淡路大震災復興基

金〔兵庫県知事所管〕（9,021 億円）が最大となっている。

表２－２－ 29 資産額規模別法人数
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（負債額）

　負債とは、法人が負っている債務を指し、貸借対照表においては、消極財産として負債の部に流動

負債又は固定負債として計上される。この中には、金銭債務や役務債務（未払金、前受金）のほか、

退職給与引当金のような会計上の債務も含まれる。

　負債額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-30 である。これによると、負債額の合計は 100

兆 3,936 億円、平均は 38 億 8,746 万円、メジアンは 728 万円である。平均とメジアンとの差が大き

いのは、上記資産額の場合と同様の理由による。負債額が多い法人を順に並べると、資産額の場合と

同一の法人が並び、（財）公庫住宅融資保証協会（61 兆 4,601 億円）、（社）日本労働者信用基金協会（５兆

9,043 億円）、（社）しんきん保証基金（２兆 9,958 億円）となっている。なお、都道府県所管では、（財）

阪神・淡路大震災復興基金（9,648 億円）が最大となっている。

　資産額と同様、多くの法人の負債額は小さく、１千万円未満の法人が 13,879 法人（53.7％）、

１千万円以上５千万円未満の法人が 5,109 法人（19.8％）と約７割の法人で５千万円未満となってい

る。



第
�
章

61

第 2節個別事項の分析

（正味財産額）

　正味財産とは、資産から負債を引いた純財産のことであり、民法上登記すべき「資産の総額」とは

この正味財産の額のことである。

　正味財産額の規模別の法人数を示したものが、表 2-2-31 である。これによると、正味財産額の合

計は18兆8,124億円、平均は７億2,846万円、メジアンは7,000万円である。平均とメジアンとの差は、

資産額及び負債額の場合と比べると小さくなっている。

　規模別に見ると、５千万円未満の法人が 11,325 法人（43.9％）と約４割を占める一方で、10 億円

以上の法人も 2,901 法人（11.2％）あり、100 億円以上の正味財産を有する法人も 271 法人ある。そ

の一方で１千万円未満の法人の中にはマイナス、つまり債務超過状態にある法人も 460 法人存在して

いる。

　正味財産額が多い法人を順に並べると、（社）新金融安定化基金〔金融庁・財務省共管〕（8,132 億

円）、（財）高年齢者雇用開発協会〔厚生労働省所管〕（5,220 億円）、（財）公庫住宅融資保証協会〔財

務省・国土交通省共管〕（3,095 億円）、となっている。なお、都道府県所管では、（社）共同通信社〔東

京都知事所管〕（675 億円）が最大となっている。

表２－２－ 30 負債額規模別法人数
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表２－２－ 31 正味財産額規模別法人数
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（正味財産増減額）

　正味財産増減額とは、事業活動の遂行や資産運用による正味財産額の増減を指す。公益法人の純

財産である正味財産の前年度に比した増減額（正味財産増減額）を示したものが、表 2-2-32 である。

これによると、正味財産増減額の合計は 8,504 億円の増加、平均は 3,293 万円の増加、メジアンは

23 万円の増加となっており、実質的に資産を増やしている法人は少数にすぎないものと考えられる。

　正味財産の増加額が多い法人を順に並べると、（財）高年齢者雇用開発協会〔厚生労働省所管〕（4,021
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表２－２－ 32 正味財産増減額規模別法人数

億円）、（社）全国信用保証協会連合会〔金融庁・経済産業省共管〕（435 億円）、（社）共同通信社〔東

京都知事所管〕（376 億円）となっている。
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（内部留保の状況）

　内部留保とは、営利法人の場合、営業活動により獲得した利益のうち、株主等の法人外部の者に分

配せずに内部に留保したものであり、当該営利法人の事業拡大のために利用されるものである。した

がって、営利法人においては、内部留保が多いことは、事業活動が活発に行われていることの一つの

表れであると考えられる。

　一方、公益法人の場合、営利法人と異なり、利益の分配が禁止されていること等から、営利法人と

同様の内部留保の定義を行うことができないため、指導監督基準においては、いわゆる「内部留保」

を総資産額から①財団法人における基本財産、②公益事業を実施するために有している基金、③法人

の運営に不可欠な固定資産、④将来の特定の支払いに充てる引当資産等及び⑤負債相当額を差し引い

た額と定義している。つまり、公益法人が会費収入や事業収入等の収入から、積極的に公益事業に支

出を行った結果として残留した特定の使途のない資産（投資目的の運用資産等）を「内部留保」とし

ている。公益事業を行う非営利法人としての公益法人の性格を踏まえれば、こうした内部留保を利益

分配することができないにしても、過大に有することは適当ではないことから、その水準について、

指導監督基準においては、公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度としているところである。

　この公益法人の内部留保は、資産の総額から事業遂行に直接必要と考えられる五つの類型化された

資産額を控除することにより算出されるものであることから、貸借対照表における資産・負債の構成

によっては、内部留保を計算するとマイナス値になることがある。この場合、必ずしも債務超過に陥っ

ていることを表すものではないことに注意する必要がある。

　内部留保額の状況を示したものが、表 2-2-33 である。これによると、内部留保額の合計は－ 6,767

億円、平均は－ 2,620 万円、メジアンは 784 万円である。合計及び平均がマイナスとなっているのは、

一部の公益法人について、貸借対照表における資産・負債の構成上、内部留保額が大きくマイナスと

なっているからである。
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　内部留保額が多い法人を順に並べると、（社）大阪府市町村職員互助会〔大阪府知事所管〕（548 億円）、

（社）全国社会保険協会連合会〔厚生労働省所管〕（306 億円）、（社）共同通信社〔東京都知事所管〕（258

億円）、となっている。

　また、運用指針においては、内部留保の水準は、「一律に定めることは困難であるが、原則として、

一事業年度における事業費、管理費及び当該法人が実施する事業に不可欠な固定資産取得費（資金運

用等のための支出は含めない。）の合計額の 30％程度以下であることが望ましい。」とされている。

　この内部留保の水準は一つの指標として定められたものであり、実際には、事業内容・資産規模、

その時々の経済社会情勢の変動に伴う会員数の増減等により、妥当と考えられる内部留保の水準は、

各公益法人によっても異なると考えられる。したがって、内部留保の水準が 30％を超過することが

直ちに是正指導の対象となるものではないことに注意する必要があるが、内部留保の水準が高い公益

法人については、事業活動が低調な状況が継続していることも考えられ、積極的に公益事業が行われ

るよう所管官庁において適切な指導監督が行われることが必要である。

　内部留保の水準の状況を示したものが、表 2-2-34 である。これによると、０％以上 30％以下の水

準にある法人が、12,881 法人（49.9％）であり、０％未満の 2,941 法人（11.4％）とを合せて、全

体の６割以上の法人が、30％程度以下の水準以内にあることが分かる。

表２－２－ 33 内部留保額規模別法人数

表２－２－ 34 内部留保の水準別法人数
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３．その他

（株式保有の状況）

　指導監督基準においては、運用財産の管理運用（公開市場を通じる等ポートフォリオ運用であるこ

とが明らかな場合）又は財団法人において基本財産として寄付された場合を除いて株式（有限会社の

持分を含む。）を保有することを、原則として禁止しており、これ以外の性格の株式を保有している

場合には、平成 11 年９月末までに処分することとされている。また、株式の保有が認められる場合

であっても、公益法人が営利企業を実質的に支配することのないように、その保有の割合は２分の１

を超えてはならないとされている。

　株式の保有の状況を示したものが、表 2-2-35 である。株式を保有していない法人が 23,993 法人で、

全体の９割以上に当たる。株式を保有している 1,832 法人の中で、ポートフォリオ運用を行っている

ものが 500 法人、基本財産（財団法人のみ保有を許される。）に当たるものが 875 法人あるが、その

他の理由で保有しているものは 702 法人となっている。

　指導監督基準においては、現に株式保有を行っている公益法人で必要な努力を行ったにもかかわ

らず、処分が困難な株式等を保有しているものについて、その実態を「公益法人に関する年次報

告」で明らかにした上で、原則禁止のもと、その取扱いを更に検討することとしている。これに基

づき平成 15 年 10 月１日現在で処分が困難な株式等を保有している公益法人を調査した結果は、資料

79(P.294) のとおりである。

　なお、一企業の株式の過半数を占める株式を保有している場合及びその他の理由で保有している場

合については、今後とも各公益法人において処分の努力が望まれる。

表２－２－ 35 株式の保有状況別法人数
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　株式を保有している 1,832 法人が何社の株式を保有しているかを示したものが、表 2-2-36 である。

これによると、１社のみの株式を保有している法人が 1,066 法人（58.2％）であり、これに、２～５

社の株式を保有している法人の 553 法人（30.2％）を加えると、全体の９割近くに達している。多く

の営利企業について株式を保有している法人を順に並べると、（財）ひょうご中小企業活性化センター

〔兵庫県知事所管〕（154 社）、（財）オイスカ〔外務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省共管〕（153

社）、（社）日本福音ルーテル社団〔文部科学省所管〕（111 社）となっている。
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　当該営利企業（合名会社を除く。）が発行する株式の 20 ～ 50％を保有している（このような企業

は、一般的に関連会社と呼ばれる。）253 法人が何社について 20 ～ 50％の株式を保有しているかを示

したものが、表 2-2-37 である。１社のみの株式を保有している法人が 187 法人（73.9％）、２社の株

式を保有している法人が 40 法人（15.8％）、３～５社の株式を保有している法人が 13 法人（5.1％）

となっている。多くの営利企業について 20 ～ 50％の株式を保有している法人を順に並べると、（財）

ひょうご中小企業活性化センター〔兵庫県知事所管〕（124 社）、（財）熊本県起業化支援センター〔熊

本県知事所管〕（35 社）、（財）北海道中小企業総合支援センター〔北海道知事所管〕（29 社）となっ

ている。

表２－２－ 36 株式保有会社数別法人数

表２－２－ 37 20 ～ 50％株式保有会社数別法人数
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　当該営利企業（合名会社を除く。）が発行する株式の過半数を占める株式を保有している（このよ

うな企業は、一般的に子会社と呼ばれる。）86 法人が何社について過半数の株式を保有しているかを

示したものが、表 2-2-38 である。１社のみの株式を保有している法人が 78 法人（90.7％）、２社の

株式を保有している法人が４法人（4.7％）、３～５社の株式を保有している法人が３法人（3.5％）

となっている。多くの営利企業について過半数の株式を保有している法人を順に並べると、（財）鉄

道弘済会〔厚生労働省・国土交通省共管〕（６社）、（社）共同通信社〔東京都知事所管〕、（財）日本

海事協会〔国土交通省〕（各々４社）となっている。
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（情報公開の状況）

　公益法人の情報公開については、民法に規定がないこともあり、従来、あまり行われていなかった。

指導監督基準においては、我が国の社会経済において重要な役割を担い、相応の社会的責任を有する

公益法人が自主的に情報を開示する必要があるとの観点から、「①定款又は寄附行為、②役員名簿、

③（社団法人の場合）社員名簿、④事業報告書、⑤収支計算書、⑥正味財産増減計算書、⑦貸借対照

表、⑧財産目録、⑨事業計画書、⑩収支予算書を主たる事務所に備えて置き、原則として、一般の閲

覧に供すること。」という規定が盛り込まれ、平成 10 年１月以降に始まる事業年度（平成 10 事業年度）

から実施されている。

　情報公開の状況を示したものが、表 2-2-39 である。これによると、公開を求められる各項目の公

開率の平均は、88.0％（前年比 0.4 ポイント増）となっている。社団と財団とを比較すると、社団の

方が財団よりも公開率が高い。これは、多くの社団が会員に対して機関紙等によって決算の状況を報

告していることとも関係するものと考えられる。

表２－２－ 38 過半数株式保有会社数別法人数

表２－２－ 39 情報公開の状況
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　また、公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化・適正化を図るとともに、「行

政改革大綱」等に基づく公益法人改革の推進に資するための取組として、平成 13 年８月に「インター

ネットによる公益法人のディスクロージャーについて」（第１章第５節 (P.16) 参照）を申し合わせた。

本申合せに基づき、各府省は所管公益法人に対し、可能な限り平成 13 年内を目途に業務・財務等に

関する資料をインターネットで公開するよう要請したところである。

　平成 15 年 10 月１日時点の国所管公益法人におけるホームページ開設状況を示したものが、表

2-2-40 である。これによると、国所管公益法人のホームページ開設率は 71.4％（前年比 10.2 ポイン

ト増）であり、都道府県所管法人のホームページ開設率は 35.5％（前年比 9.2 ポイント増）となっ

ている。

　また、ホームページを開設している法人における項目別の掲載状況についてみると、国所管法人で

ホームページを開設している法人のうち、業務・財務に関する資料を掲載している法人がかなりある

ことが分かる〔資料 82(P.356)〕。

表２－２－ 40 ホームページの開設状況所管官庁別法人数
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（所管官庁への書類提出状況）

　所管官庁は、民法第 67 条第１項及び第２項により、所管法人の事業の実施状況、財務・会計の状

況等を把握し、適切な指導監督を行うための基礎資料を得るために、府省令、知事規則等により、事

業計画書、収支予算書、事業報告書、計算書類（収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財

産目録）等の提出を義務付けている。

　所管官庁への書類提出状況を示したものが、表 2-2-41 である。これらの書類は、指導監督基準に

おいて、各所管官庁が情報公開を行う対象ともなっているため、確実に提出させるよう適切な指導を

行うことが必要である。
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（立入検査の実施状況）

　所管官庁は、民法第 67 条第３項により、職権をもって調査（立入検査）を行うことができること

となっている。立入検査は、通常、公益法人の目的となっている事業の実施状況、財務内容、会計処

理状況等を、必要に応じて、実地に検査し把握するために行われるものである。

　過去３年間における立入検査の実施状況を示したものが、表 2-2-42 である。立入検査は、法人の

日常業務に接することができることから、指導監督の有効な手段の一つであり、平成 13 年２月には、

公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会において「公益法人の指導監督体制の充実等に

ついて」〔資料 19(P.172)〕が申し合わされ、少なくとも３年に１回は立入検査を実施すること等が

定められたところである。

　当該申合せに基づく平成 15 年度の国所管法人に対する立入検査の実施状況を示したものが、表

2-2-43 である。これによると、各府省が立入検査を行った法人は延べ 3,182 法人で、延べ所管法人

数全体（7,485 法人）の 42.5％となっている。このうち改善すべき点があった法人数は、954 法人（立

入検査を実施した法人の 30.0％）となっており、各府省の判断により改善すべき点があるとされた

主な指摘事項としては、以下のものが挙げられるが、これらについては、各府省から法人に対し、改

善のための指導を適切に行っているところである。

　また、平成 13 年度から 15 年度の間に各府省が立入検査を行った法人は延べ 7,399 法人で、延べ所

管法人数全体（7,485 法人）の 98.9％となっている。

【主な指摘事項】

　登記記載事項の変更手続きが行われていない。

　事務処理等に関する規程が整備されていない。

　公益事業の規模が総支出額の２分の１に満たない。

　計算書類において必要な注記が設けられていない。

　内部留保の水準が高い。

　各府省においては、本申合せに基づき、今後とも計画的かつ効果的な立入検査を行っていくことが

必要である。
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表２－２－ 41 所管官庁への書類提出状況
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表２－２－ 42 立入検査の実施状況

表２－２－ 43 平成 15 年度における国所管公益法人に対する立入検査の実施状況
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　財団法人　妻
つま

籠
ご

を愛する会
　　　　　　　　－地域・住民が中心となった町並み保存の先駆的法人－
　

　長野県木曽川沿いの山中に、時代を遡ったような町並み「妻籠宿」がある。今や全国で行われてい

る町並み保存であるが、ここ妻籠宿は地域や住民のたゆまない努力による町並み保存の先駆的な存在

であり、現在その保存活動の中心となっているのが「財団法人妻籠を愛する会」である。

設立の経緯と目的

　昭和 30 年代当時、長野県木曽郡南木曽町妻籠地区は過疎化による地区の衰退や、高度経済成長に

よる町の貴重な文化遺産の存亡の危機にあった。これらに歯止めをかけるべく、地元ＰＴＡによる妻

籠宿場資料の収集活動を契機として、昭和 40 年に「妻籠資料保存会」が発足し、宿場資料の展示な

どの活動を行ってきた。一方、行政サイドでも、地元南木曽町が主体となり、妻籠宿保存地区保存条

例を制定（昭和 48 年）するなど、保存事業を進めてきた。「妻籠資料保存会」は、昭和 43 年、発展

改組し、住民団体として妻籠の全住民で組織された「妻籠を愛する会」が設立された。また、昭和

46 年には住民の総意による「妻籠宿を守る住民憲章」が制定され、「売らない」「貸さない」「こわさ

ない」の三原則の下、保存をすべてに優先させることとした。これは、町並み保存という地域振興策

が一過性の観光ブームに終わるのではなく、50 年、100 年といった長いスパンの中で保存優先の理念

を立てたものであった。その後、国の「重要伝統的建造物群保存地区」制度が発足するなど制度的な

整備も整ったことや、住民個々の財力だけに頼るのではなく、地域全体の支援や全国の支援による恒

久的な保存体制が必要であるとの判断から、公益法人形態による運営を行うこととし、町当局とも相

諮って、昭和 58 年に町や住民の寄付により「財団法人妻籠宿保存財団」が設立され（所管官庁は長

野県教育委員会）、平成２年に「財団法人 妻籠を愛する会」と名称変更を経て現在に至っている。ち

なみに、妻籠宿における町並み保存活動は、昭和 50 年の文化財保護法の改正による「重要伝統的建

造物群保存地区」制度発足のきっかけにもなったものであり、妻籠宿は、昭和 51 年に重要伝統的建

造物群保存地区の第１号の選定を受けている。

町並み保存と法人の活動

　妻籠宿の町並み保存活動は、住民、行政、識者の三者が一体と

なったものであるが、そこに居住する住民の賛同が必要不可欠で

ある。都会居住者は懐古指向が強い反面、地方居住者は「新しい

もの」を取り入れたいという意識が強く、「古いもの」を保存す

るのは、住民の理解と結束に並々ならぬ努力を要した。保存の形

態も、博物館的な「凍結保存」ではなく、住民がそこに暮らしな

がら保存するという「動態保存」の形態を採っており、そこに居住する住民自ら保存事業の推進を図っ

ていくというものである。ちなみに、保存地区の住民は、建物の小規模な修繕等は自らで行うが、こ

れは技術等の伝承という意味合いも持っている。

　現在、町並み保存のために、県、町、法人それぞれの協力の下、空き屋や付近の山林の買取りや借

上げ等を積極的に行っており、町並みを一体的に保存する活動を行っている。

妻籠の町並み
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　ユニークな事柄としては、妻籠宿では、過去に長らくの間「喫茶店論争」があった。これは、喫茶

店の遊戯施設等が街の景観を壊すのではないかという危惧から喫茶店の設置を認めるかどうかという

論争であった。約 10 年間にわたる論争の結果、喫茶店形態の営業は認めないが、一般の飲食施設（食

堂等）において、コーヒー等を供するのは可能という結論に落ち着いた。また、妻籠宿では、例えば

宿泊施設等では客室にテレビも置かず消灯時間を設けるといったことや、景観維持の観点から電柱を

一本も設置しないなど、徹底した保存活動が行われている。反面、住民の快適な生活環境の維持のた

めに、町並みを壊さない配慮の下、下水道の完備がなされたりもしている。また、町並み保存地区は

ほとんどが木造建築のため、住民の防火意識が高い。定期的な防火訓練を実施するとともに、防火設

備の充実にも努めている。例えば、消火栓を２、３軒に１か所設置したり、高齢者等も難なく使用で

きるように防火設備の改善に努めたりと工夫を凝らしている。

　町並み保存事業は、現在一段落し、ソフト面での活動に積極的に努めている。例えば、建物の修繕、

文化財防火訓練、休耕田の景観整備、草花の手入れの実施を行ったり、普及事業として、広報誌の発

行、講座の開催、メディア対応、また、交流事業として、全国町並み保存連盟への参加、諸外国の地

域づくり担当者との交流など、幅広い活動を行っている。今後も、ソフト面での事業を推進していく

こととし、例えば、町並み保存地区における草花の植栽などにより「花の香りある町づくり」や、国

内のみならず諸外国にも呼び掛けて植林や清掃の実施等を推進していくこととしている。

　

　以上のように、本法人は、地域や住民と一体となった町並み保存を行っているが、少ない財産基盤

や人数で活動しているのが現状である。こうした中でも地道な活動により、今まで多くの実績を残し

てきたのは、町並み保存という公益活動が単なる一過性のものではなく、確かな目的を持った上で徹

底した保存活動を、地域や住民と協力しながら計画的・継続的に実施してきた証であるといえよう。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第3章

　公益法人は、公益に資する活動を行うために民間の発意により、民法（明治 29 年法律第 89 号）の

規定に基づき設立される法人であることから、これらの法人の目的及び事業内容は多種多様なものと

なっている。

　一方、公益法人の中には、特定の法令等に基づく行政からの委託等により、行政に代わって事務・

事業を行っている法人や、行政から補助金・委託費等の交付を受けて事業を行っている法人が存在す

るが、このような公益法人については、行政との関係やその在り方が適正なものとなっていることが

必要である（図 3-0-1）。

　本章においては、これらの公益法人と行政とのかかわりを明らかにするため、まず第１節及び第２

節において、公益法人が行う行政代行的行為等及び公益法人に対する補助金・委託費等の交付の状況

を概観し、第３節から第５節までにおいて、平成 12 年 12 月に閣議決定された「行政改革大綱」等に

基づき推進されている公益法人改革の推進状況、すなわち「公益法人に対する行政の関与の在り方の

改革実施計画」（平成 14 年３月 29 日閣議決定）及び「公務員制度改革大綱に基づく措置について」（平

成 14 年３月 29 日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）の推進状況を明らか

にするほか、いわゆる「官主導」の公益法人の設立を抑制するため決定された「公益法人の設立許可

について」（平成７年３月 29 日公益法人等指導監督連絡会議決定）の実施状況について述べる。

公益法人と行政とのかかわり

図３－０－１ 公益法人と行政とのかかわりの状況
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第1節 行政委託型法人等の状況

　公益法人の行う行政代行的行為等については、平成８年９月に閣議決定された「公益法人に対する

検査等の委託等に関する基準」を踏まえ、平成９年度から、公益法人概況調査と併せて「行政代行的

行為等に関する状況調べ」を実施することにより、公益法人と行政との関係を把握しているところで

ある。本節では、本状況調べを基に、行政委託型法人等の数、行政委託型法人等が行う事務・事業

の内容及び制度が作られた年次など行政代行的行為等の実態を概観する〔詳細な資料は、資料 85 ～

87(P.362 ～ P.397)〕。

１．行政委託型法人等の定義

　「行政委託型法人等」とは、特定の法令等により、各官庁から制度的に事務・事業の委託等、推薦等（以

下この節において「委託・推薦等」という。）を受けている公益法人の総称である（ここでいう「行

政委託型法人等」には、国から補助金・委託費等の交付を受けている公益法人は含まれない。）。

　行政委託型法人等が実施する事務・事業は、公益法人に対する行政の関与の形態に応じ、「委託等」

と「推薦等」の２つに分けてとらえることができる。また、これらは、その性格に応じ「検査等」と

「検査等以外」に分けてとらえることができる。

　「委託等」とは、事務・事業の内容等を法令等で定め、特定の法人を何らかの形で指定し、制度的

にその事務を行わせているもののことであり、「推薦等」とは、法人が独自に行っている事務・事業

を奨励等するために、制度的に官庁が関与（認定、公認等）を行うことである。したがって、両者は

性質の異なったものと考えられる。

　「検査等」とは、あるものが有する能力、性能、技術等を調査・判定したり、また、その結果につ

いて評価・承認したりするような業務を意味し、例えば検査検定、試験などの業務が該当する。「検

査等以外」は、例えば研究、促進啓発、指導助言などの業務が該当する。

　以上を整理すると、行政委託型法人等への行政の関与の形態は、次の①から④までに分類すること

ができる。

　①検査等の委託等

　②検査等以外の委託等

　③検査等の推薦等

　④検査等以外の推薦等

　また、上記の①及び③については、検査等の委託・推薦等を受ける場合に必要な要件を定めた「公

益法人に対する検査等の委託等に関する基準」（平成８年９月 20 日閣議決定）及び「公益法人に対す

る行政の関与の在り方の改革実施計画」（平成 14 年３月 29 日閣議決定）における「公益法人に対す

る国の関与等を透明化・合理化するための措置」（透明化・合理化ルール）が適用される（詳細につ

いては第３節参照）。

２．行政委託型法人等の数

　各府省から委託・推薦等に係る指定を受けている国所管の行政委託型法人等の数は、表 3-1-1 のと
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表３－１－１ 国所管の行政委託型法人等の数

おり 513 法人となっている。このうち、委託等を受けているものが 362 法人、推薦等を受けているも

のが 192 法人となっている。さらに、これらを検査等、検査等以外の別に分けると、委託等について

はそれぞれ 257 法人、126 法人、推薦等についてはそれぞれ 187 法人、５法人となっており、行政委

託型法人等の約８割は検査等の委託・推薦等を受けている法人である。

　次に、所管府省別に行政委託型法人等の数を見ると、多い順に、厚生労働省が 172 法人、国土交通

省が 158 法人、文部科学省が 81 法人となっている。また、所管法人数に占める行政委託型法人等の

数の割合を見ると、高い順に、厚生労働省 13.9％、国土交通省 13.3％、環境省 10.9％となっている。
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表３－１－２ 行政委託型法人等が実施する事務・事業

３．行政委託型法人等が行う事務・事業の内容

　行政委託型法人等が各府省から委託・推薦等を受けて行う事務・事業の内容を、その性格によって

区分すると、表 3-1-2 のようになる（行政委託型法人等が実施すべきものとして各指定条項で定めら

れている事務・事業については、資料 85(P.362)）。

　委託等で最も多い事務・事業は⑤検査検定で、指定条項数は55〔指定条項数の合計216（表3-1-4参照）

の 25.5％〕となっており、以下、①試験が 47（21.8％）、②講習研修が 31（14.4％）となっている。

　推薦等では、③講習研修が指定条項数 60〔指定条項数の合計 114（表 3-1-4 参照）の 52.6％〕となっ

ており、以下、②審査証明が 19（16.7％）、①試験が 15（13.2％）となっている。
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４．制度が作られた年次

　行政委託型法人等への委託・推薦等に係る指定条項が施行された時期を年次ごとに見ると、図

3-1-3 のとおりとなる。昭和 50 年代後半以降、数が増加しているが、これは第２次臨時行政調査会

最終答申（昭和 58 年３月）において、行政事務の簡素化等を推進する観点から、民間団体への委託

や民間指定検査機関等の活用を図るべきとの提言がなされたこと等を踏まえ、行政事務の代行機能を

担う民間機関として、公益法人が積極的に活用されるようになったためと考えられる。

　この答申が提出された昭和 58 年以降とそれ以前とを比較すると、58 年以降が全体の 74.8％を占め

ている。
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５．指定条項数と根拠法令等の種別

　検査等の委託・推薦等を受ける行政委託型法人等の指定に係る根拠法令等については、「公益法人

に対する検査等の委託等に関する基準」及び「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」

における「公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置」（透明化・合理化ルール）

によって、検査等の委託等については法律で、検査等の推薦等については法令で定めることとされて

いる。

　今回の調査で挙げられた行政委託型法人等への委託・推薦等に係る指定条項数は表 3-1-4 のとおり、

全部で 330 となっている。このうち、委託等が 216、推薦等が 114 となっており、これらを検査等、

検査等以外別に分けると、委託等についてはそれぞれ 137、79、推薦等についてはそれぞれ 108、６

となっている。

図３－１－３ 行政委託型法人等に対する年次別指定条項施行数��������������������������
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第 1節行政委託型法人等の状況

表３－１－４ 府省別行政委託型法人等への委託・推薦等に係る指定条項数
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　また、府省別に整理した委託・推薦等に係る指定条項数は、多い順に、国土交通省 119、厚生労働

省 86、経済産業省 57 となっている。

　また、指定に係る根拠法令等の種別は、表 3-1-5 のとおりであり、法律が 75.2％、府省令が

22.7％などの割合となっている。

　さらに、委託等と推薦等に分けて見ると、委託等では法律が 93.1％、府省令が 5.1％などの割合と

なっているのに対し、推薦等では府省令が 56.1％、法律が 41.2％などの割合となっている。

表３－１－５ 委託・推薦等を受ける行政委託型法人等の指定に係る根拠法令等の種別
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６．都道府県から委託・推薦等を受けている行政委託型法人等

　行政委託型法人等の中には、国だけでなく、各都道府県から事務・事業の委託・推薦等を受けてい

るものも存在する。このような各都道府県から委託・推薦等を受けている行政委託型法人等が実施す

る事務・事業には、法律等に基づくものと条例等に基づくものがある。前者については、さらに、各

都道府県が共通して同一の国所管公益法人に委託・推薦等を行う場合と各都道府県が自ら所管する法

人等に委託・推薦等を行う場合がある。

　都道府県から委託・推薦等を受けている行政委託型法人等のうち自ら所管する公益法人の数につい

ては、表 3-1-6 のとおりであり、大阪府及び福岡県の 42 法人が最多となっている。

　事務・事業の内容は、施設・設備等の管理運営が最も多くなっており、国とは異なった傾向が見ら

れる（行政委託型法人等が実施すべきものとして各指定条項によって規定している事務・事業につい

ては、資料 87(P.374)）。

表３－１－６ 都道府県が指定する都道府県所管行政委託型法人等の数
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第 2節公益法人に対する補助金・委託費等

表３－２－１ 各府省から国所管公益法人に対する補助金・委託費等の状況

公益法人に対する補助金・委託費等第2節

１．国所管の公益法人に対する補助金・委託費等

　補助金・委託費等は、予算においてすべての交付先・交付額が決まっているものではない。執行段

階における交付先等の決定の結果、公益法人に交付されるもの等が相当存在することから、予算にお

いてはその全体像を把握することは困難である。そのため、平成 14 年度決算ベースにおける各府省

から国所管の公益法人に対する補助金・委託費等の状況を調査したところ、表 3-2-1 のとおりの結果

となった（各府省別の補助金・委託費等の状況については、〔資料 88(P.398) 及び 89(P.399)〕）。

　各府省から補助金等（補助金、負担金、交付金、補給金等をいう。以下この節において「補助金等」

という。）の交付を受けている公益法人は、533 法人あり、国所管の公益法人の 7.6％となっている。

また、これらの法人に対する補助金等の交付額は 8,028 億円となっている。これは、平成 13 年度と

比較すると 4,128 億円（105.8％）増と大幅に増加しているが、雇用保険受給者の早期再就職支援の

ための基金造成の補助を行ったこと等によるものである。

　補助金等を所管府省別に見ると〔資料 88(P.398)〕、補助金等の交付を受けている所管法人数が最

も多い府省は厚生労働省の 125 法人であり、以下、文部科学省（120 法人）、農林水産省（115 法人）

となっている。一方、所管法人が交付を受けている補助金等の額の合計が最も多い府省は厚生労働省

（5,704 億円）となっており、先に述べた基金造成のための補助を中心に（財）高年齢者雇用開発協

会に 4,940 億円が交付されている。以下、経済産業省（1,358 億円）、農林水産省（496 億円）となっ

ている。

　また、交付額別法人数を見ると、10 億円以上の補助金等の交付を受けている公益法人が 50 法人あ

る（法人名及び交付額については、資料 90(P.400)）。一方、交付額が 1,000 万円未満の法人が 111

法人ある。

　各府省から委託費の交付を受けている公益法人は、683 法人あり、国所管の公益法人の 9.7％となっ

ている。また、これらの法人に対する委託費の交付額は 1,702 億円となっている。これは、平成 13

年度と比較すると 254 億円（13.0％）減少している。

　委託費を所管府省別に見ると〔資料 89(P.399)〕、委託費の交付を受けている所管法人数が最も多

い府省は厚生労働省（201 法人）となっており、以下、経済産業省（177 法人）、農林水産省（117 法

人）と続いている。一方、所管法人が交付を受けている委託費の額の合計が最も多い府省は経済産業

省（767 億円）となっており、以下、厚生労働省（625 億円）、文部科学省（234 億円）となっている。
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表３－２－２ 各都道府県から所管公益法人に対する補助金・委託費等の状況

　また、委託額別法人数を見ると、委託額が 10 億円以上の公益法人が 36 法人ある（法人名及び交付

額については、資料 91(P.401)）。一方、交付額が 1,000 万円未満の法人が 158 法人ある。

２．都道府県所管の公益法人に対する補助金・委託費等

　全公益法人のうち約７割を都道府県所管の公益法人が占めているが、これらの中には、所管する都

道府県から補助金・委託費等が交付されているものがある。全都道府県分を合計すると、補助金等の

交付額は 3,509 億円、交付法人数は 4,421 法人となっている。また、委託費の交付額は 5,017 億円、

交付法人数は3,053法人となっている（表3-2-2。都道府県別の状況については、資料92(P.402)。なお、

本資料は、公益法人を所管している都道府県からの補助金・委託費等を調査したものであり、市町村

等からのものは含まれていない。）。

第3節 「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」の推進状況

1.　実施計画の策定に至る経緯

（行政改革大綱の概要）

　平成 12 年８月４日の行政改革推進本部において、中央省庁等改革等の推進に併せて、更に今後、

規制改革、地方分権、特殊法人等の新たな改革に取り組むため、「行政改革大綱」の策定について、

内閣総理大臣から指示がなされた。その際、公益法人については、指定法人及び国から補助・委託等

を受ける法人を中心として業務の見直し等の検討を行うこととされた。この指示を受けた検討を踏ま

え、平成 12 年 12 月１日に「行政改革大綱」が閣議決定され、その中に公益法人改革に関する項目も

盛り込まれた。

　具体的には、公益法人に対する行政の関与について、官民の役割分担、規制改革及び財政負担の縮

減・合理化の観点から、

　①国から公益法人が委託等、推薦等（以下この節において「委託・推薦等」という。）を受けて行っ

　　ている検査・認定・資格付与等の事務・事業

②国から公益法人に対して交付されている補助金・委託費等

について厳しい見直しを行い、平成 13 年度末を目途に実施計画を策定した上で、17 年度末までので

きる限り早い時期に実行することとされた。このほか、国からの委託・推薦等又は補助金等に係る事

業内容の公開や外部からの業績評価を進めるとともに、指定法人の情報公開の在り方や公益法人会計
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基準の改善策等について検討を行うこととされた。また、都道府県所管公益法人についても、国は、

地方公共団体に対し①及び②に係る改革と同様の措置を講ずるよう要請することとされた〔（資料９

(P.145)〕。

（実施計画の策定に至る経緯）

　「行政改革大綱」の策定を受け、平成 13 年１月６日には、内閣官房に行政改革推進事務局が設置さ

れ、特殊法人等改革及び公務員制度改革と併せて、上記①及び②に係る公益法人改革に取り組むこと

とされた。

　行政改革推進事務局では、平成 13 年４月 13 日に検討の事務的な指針である「行政委託型公益法人

等改革の視点と課題」を公表した。さらに、同年７月 23 日に開催された行政改革推進本部に、個別・

具体的な事務・事業の検討を行うに当たっての基本的な方針である「行政委託型公益法人等改革を具

体化するための方針」を報告し、了承された。その後、同方針に従って行政改革推進事務局が中心と

なり関係府省と必要な検討・調整を行った結果、14 年３月 28 日に「公益法人に対する行政の関与の

在り方の改革実施計画」（以下「実施計画」という。）が行政改革推進本部において報告、決定され、

翌 29 日に閣議決定された（実施計画のポイントは図 3-3-1、全文は資料 93(P.403)）。

２．実施計画の推進状況の概要

（実施計画のフォローアップ）

　実施計画は、国から公益法人が委託・推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等の事務・

事業及び国からの公益法人への補助金・委託費等（以下「補助金等」という。）について、集中改革

期間に位置付けられる平成 17 年度末までに取り組むべき内容を示しているほか、公益法人に対する

国の関与等を透明化・合理化するための措置を定めている。これらの実施計画に盛り込まれた事項は、

各府省が責任をもって実施することとされているが、実施計画の実施につき検討を要する事項に関し

ては、内閣官房が必要に応じ調整の任に当たることとされている。また、総務省は、関係府省の協力

を得て、実施計画の実施状況の概要について毎年度の「公益法人に関する年次報告」等において公表

するなど、本計画のフォローアップに当たることとされている。これを受け、総務省においては、以

下のとおり、平成 15 年度における実施計画の推進状況の調査を行ったところである。

（推進状況の概要）

　実施計画の推進状況については、原則として平成 15 年度末時点において、大別して①委託等に係

る事務・事業、②推薦等に係る事務・事業、③補助金等及び④国の関与等を透明化・合理化するため

の措置の４つの項目を調査したところであるが、その結果の概要は下記のとおりである。なお、実施

計画上に示された措置と実際に採られた措置が異なる場合があり、これらについては措置済として取

り扱うこととしている。

　また、各項目に係る実施計画の基本的考え方及び推進状況の詳細は本節の３から６までを、実施計

画の別表に掲載されている個別事項の措置状況については資料 93(P.403) を参照されたい。

　委託等に係る事務・事業については、表 3-3-2 にあるとおり、実施計画において措置を講ずること

とした制度が 83 制度（対象法人は 229 法人）ある。また、平成 15 年度中に新たに措置を講ずること

としたものはなかった（対象法人は、平成 15 年度中に新たに対象となった３法人と、昨年度対象になっ

た未措置の３法人を合わせ、６法人が加わる）。これらのうち、必要な措置を講じたものは 68 制度（対

象法人は 189 法人）あり、全体で 81.9％が措置済となっている。
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図３－３－１ 実施計画のポイント
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表３－３－２ 実施計画の推進状況（委託・推薦等）

　推薦等に係る事務・事業については、実施計画において措置を講ずることとした制度が 107 制度（対

象法人は 200 法人）ある。また、平成 15 年度中に新たに措置を講ずることとしたものはなく、昨年

度対象となった未措置の５制度（対象法人は、平成 15 年度中に新たに対象となった１法人と、昨年

度対象となった未措置の２法人を合わせ、３法人）が加わる。これらのうち、必要な措置を講じたも

のは 75 制度（対象法人は 88 法人）あり、全体で 67.0％が措置済となっている。
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　補助金等の見直しについては、表 3-3-3 にあるとおり、実施計画において措置を講ずることとした

項目（注）が 332 件（対象法人は 183 法人）あるほか、平成 14 年度決算において新たに措置を講ず

（注）措置を講ずることとした「項目」数の合計は、「補助金等の数」を単位とする「第三者分配型補助金等」及び「役員報酬に対する助  

　　成に係る補助金等」と、「法人数」を単位とする「補助金依存型公益法人」とを足し合わせたものである。
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ることとしたものが 29 件（対象法人は 18 法人）と、13 年度決算において対象となり、未措置であっ

たものが１件（対象法人は１法人）ある。これらのうち、必要な措置を講じたものは 263 件（対象法

人は 145 法人）あり、全体から、引き続き第三者分配型補助金等や、補助金依存型公益法人となるこ

とに特段の理由がある例外事項（65 件）を除いたもののうち、88.6％が措置済となっている。

　国の関与等を透明化・合理化するための措置のうち、検査等の委託・推薦等に関する事項の推進状

況を見ると、事務・事業を所管する府省が講ずべき事項の措置状況については、対象となる事務・事

業 216 件のうち、すべての事項について必要な措置を講じている事務・事業は 192 件（88.9％）であ

る。また、法人が講ずべき事項の措置状況については、対象となる事務・事業 216 件のうち、すべて

の事項について必要な措置を講じているものは 182 件（84.3％）である。

　国の関与等を透明化・合理化するための措置のうち、公益法人向け補助金等全般に対する措置の推

進状況を見ると、対象となる 950 法人のうち、府省が講ずべきすべての事項について必要な措置が講

じられている法人は 726 法人（76.4％）である。

表３－３－３ 実施計画の推進状況（補助金等）
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３．委託等に係る事務・事業の改革

　実施計画に定められた措置のうち、委託等に係る事務・事業については、「検査・検定等」、「資格

付与等」及び「登録その他の事務・事業」のそれぞれについて、改革の基本的考え方と具体的措置内

容を明らかにしているが、その概要と推進状況は以下のとおりである。

（検査・検定等）

　委託等に係る事務・事業のうち、検査・検定等の事務・事業については、事業者の自己確認・自主

保安を基本とする制度に移行することを基本原則とし、国際ルールや消費者保護の観点から直ちに自

己確認・自主保安によることが必ずしも適当でないときは、登録機関により実施することとされた。

登録機関とは、法令等により明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁量の余地のない形で国に

より登録された公正・中立な第三者機関をいう。自己確認・自主保安及び登録機関による実施は、い

ずれも従来政府責任において実施していた検査・検定等の事務・事業を、事業者責任において実施す
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ることとするものであり、改革後の国の役割を、当該事務・事業の実施に当たって問題が生じた場合

への対応等の事後チェックとするものである。

　一方、国民の生命、財産の保護、国際的責務の履行等の観点から、事業者の自己確認・自主保安又

は登録機関による実施により難い事務・事業については、国又は独立行政法人において実施すること

を原則とし、やむを得ない理由により、引き続き公益法人に国の代行機関として検査・検定等を行わ

せる場合であっても、安全性の確保等の観点から、政府責任を維持する措置（一定の能力を有する者

であれば、行政の裁量の余地なく登録されることとする、登録機関による実施に準じた措置）につい

て検討することとされた。

　実施計画により措置を講ずることとした検査・検定等の事務・事業は、45 制度（対象法人は 70 法

人）である。また平成 15 年度中に新たに措置を講ずることとしたものはなかった（対象法人は、平

成 15 年度中に新たに対象となった３法人と、昨年度対象となった未措置の３法人を合わせ、６法人

が加わる。）。これらのうち、必要な措置を講じたものは 37 制度（対象法人は 36 法人）あり、全体の

82.2％の制度が措置済となっている。

（資格付与等）

　委託等に係る事務・事業のうち、公益法人が国の委託等を受けて行う試験、講習その他の資格付与

等の事務・事業については、国家資格としての社会的必要性等について検証の上、廃止、独立行政法

人による実施等を検討することとされ、引き続き公益法人が国の委託等を受けて事務・事業を行うも

のについては、規制改革の観点から、その在り方の検討を進めるものとされた。

　実施計画により措置を講ずることとした事務・事業は、26 制度（対象法人は 158 法人）である（平

成 15 年度中に新たに措置を講ずることとしたものはなかった。）。このうち、必要な措置を講じたも

のは 20 制度（対象法人は 153 法人）あり、76.9％の制度が措置済となっている。

（登録その他の事務・事業）

　委託等に係る事務・事業のうち、公益法人が国の委託等を受けて行う登録、交付等の事務・事業に

ついては、事務・事業の性格を勘案の上、検査・検定等や資格付与等の見直しに準じた措置を講ずる

こととされた。

　実施計画により措置を講ずることとした事務・事業は、12 制度（対象法人は 11 法人）である（平

成 15 年度中に新たに措置を講ずることとしたものはなかった。）。このうち、必要な措置を講じたも

のは 11 制度（対象法人は 10 法人）あり、全体の 91.7％の制度が措置済となっている。

４．推薦等に係る事務・事業の改革

　実施計画に定められた措置のうち、推薦等に係る事務・事業については、「技能審査等」及び「制度・

仕組みの一部として組み込まれた推薦等」のそれぞれについて、改革の基本的考え方と具体的措置内

容を明らかにしているが、その概要と推進状況は以下のとおりである。

（技能審査等）

　公益法人が独自に行う技能審査等の事務・事業に対する大臣認定その他の推薦等（いわゆる「お墨

付き」）については、当該事務・事業が法律で定められた国の事務・事業ではないこと、民間におい

て実施されている各種技能審査等の間における差別化を必要以上に助長するおそれがあること等の観
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点から、一律に廃止することとされた。

　実施計画により廃止することとされた事務・事業は、10 制度（対象法人は 86 法人）である（平成

15年度中に新たに措置を講ずることとしたものはなかった。）。このうち、必要な措置を講じたものは、

２制度（対象法人は１法人）あり、全体の 20.0％の制度が措置済となっている。

（制度・仕組みの一部として組み込まれた推薦等）

　公益法人が独自に行う講習が国家資格付与の要件として認定されている等国の制度・仕組みの一部

として組み込まれている推薦等に係る事務・事業については、当該制度・仕組みそのものの検証と併

せ、検査・検定等及び資格付与等の事務・事業の見直しに準じた措置を講ずることとされた。

　実施計画により措置を講ずることとした事務・事業は、97 制度（対象法人は 118 法人）である。また、

平成 15 年度中に新たに措置を講ずることとしたものはなく、昨年度対象となった未措置の５制度（対

象法人は、平成 15 年度中に新たに対象となった１法人と、昨年度対象となった未措置の２法人を合

わせ、３法人）が加わる。これらのうち、必要な措置を講じたものは 73 制度（対象法人は 87 法人）

あり、全体の 71.6％の制度が措置済となっている。

5.　補助金等の見直し

　実施計画に定められた措置のうち、補助金等の見直しについては、「第三者分配型補助金等」、「補

助金依存型公益法人」及び「役員報酬に対する助成」のそれぞれについて、改革の基本的考え方と具

体的措置内容を明らかにしているが、その概要と推進状況は以下のとおりである。

（第三者分配型補助金等）

　平成 12 年度に国から公益法人に交付された補助金等のうち、第三者分配型補助金等（交付先の公

益法人において当該補助金等の５割以上を他の法人等の第三者に分配・交付するものをいう。）につ

いては、事務・事業の必要性等を検証した上で、当該補助金等の廃止、国からの直接交付又は独立行

政法人からの交付、交付先公益法人が事務・事業を直接行うこと等による分配・交付比率の５割未満

への改善等の措置を講ずることにより、第三者分配型補助金等の解消を図ることとされた。また、第

三者分配型補助金等となることにつき特段の理由のあると認められる補助金等（例外事項）について

は、その理由を公表することとされた。

　実施計画において措置を講ずることとした第三者分配型補助金等が 209 件（交付対象法人は 116 法

人）あるほか、平成 14 年度決算において新たに第三者分配型補助金等となったものが 25 件（交付対

象法人は 15 法人）と、13 年度決算において対象となり、未措置であったものが１件（対象法人は、

１法人）ある。これらのうち必要な措置を講じたものは 182 件（交付対象法人は 98 法人）あり、措

置を講ずることとしたもの全体から例外事項（36 件）を除いた 91.5％が措置済となっている。

（補助金依存型公益法人）

　平成 12 年度に国から交付された補助金等が年間収入の３分の２以上を占める公益法人（以下「補

助金依存型公益法人」という。）については、当該法人に交付される補助金等の必要性等を検証し、

補助金等の廃止、補助金等交付対象事業の国又は独立行政法人による実施等の措置を講ずることによ

り、補助金依存型公益法人の解消を図ることとされた。さらに、これらの措置によっても、なお補助

金依存型公益法人である場合については、補助金依存状態の解消のための改善計画を策定するものと
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し、また、補助金依存型公益法人となることに特段の理由のある公益法人（例外事項）については、

その理由を公表することとされた。

　実施計画において措置を講ずることとした補助金依存型公益法人が 87 法人あるほか、平成 14 年度

決算において新たに補助金依存型公益法人となったものが４法人ある。これらのうち、必要な措置が

講じられた法人は 46 法人であり、措置を講ずることとしたもの全体から例外事項（27 法人）を除い

た 71.9％が措置済となっている。

（役員報酬に対する助成）

　公益法人の役員報酬に対する国の助成は、民間の法人の運営に国が実質的に関与することになりか

ねないことから、公益法人に対する補助金等による役員報酬助成は、特段の理由のあるものを除き、

一律に廃止するとともに、今後これを行わないこととされた。

　実施計画において措置を講ずることとした補助金等は、33 件（交付対象法人は 28 法人）である（平

成 14 年度決算において新たに役員報酬に対する助成を行ったものはなかった。）。このうち、必要な

措置を講じたものは 31 件（交付対象法人は 25 法人）であり、措置を講ずることとしたもの全体の

93.9％が措置済となっている。

６．国の関与等を透明化・合理化するための措置

（透明化・合理化ルールの策定）

　実施計画に基づく見直しにより、公益法人に対する行政の関与は大きく見直されることとなる一方、

国の委託・推薦等を受けて事務・事業を行う公益法人、国からの補助金等の交付を受ける公益法人な

ど国と関係のある公益法人は引き続き一定数存在することとなる。このため、実施計画においては、

これらの公益法人について、「公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置」（以下

「透明化・合理化ルール」という。）を適用することとし、行政及び公益法人の双方におけるより一層

の透明性、効率性及び厳格性の確保を図ることとされた。透明化・合理化ルールは、①検査等の委託・

推薦等に関する事項と②補助金等の交付等に関する事項の２つに分けられるが、その概要と推進状況

は以下のとおりである。

　なお、平成８年９月 20 日に閣議決定された「公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」（以

下「検査委託基準」という。）は、基本的に「透明化・合理化ルール」の検査等の委託・推薦等に関

する事項と同様の内容となっていることから、検査委託基準の措置状況についても、以下の透明化・

合理化ルールの推進状況の中で明らかになっている。

（検査等の委託・推薦等に関する事項）

　透明化・合理化ルールの検査等の委託・推薦等に係る事項は、当該検査等に係る事務・事業を所管

する府省が講ずべき事項と、当該検査等に係る事務・事業を実施する法人が講ずべき事項とに分けら

れるが、このうち、府省が講ずべき措置の概要は以下のとおりである。

　事務・事業の内容を法令で明確に定める。

　法人の指定・登録基準を法令で明確に定めるとともに、指定・登録基準及び指定・登録された法

　　人に係る事項をインターネットで公開する。

　委託等に係る事務・事業の検査料等は、委託等を行う府省が決定し、その積算根拠と併せてイン

　　ターネットで公開する。
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　事務・事業について定期的な見直し・検討を行う。

　このほか、検査委託基準においては、委託・推薦等を受ける公益法人は、法令によって指定されて

いることを求めているところである。

　これらの事務・事業を所管する府省が講ずべき措置の状況を委託等、推薦等の別に見ると、委託

等に係る事務・事業 103 件のうち、必要な措置がすべて講じられている事務・事業は 91 件（88.3％）

である。一方、一部の措置のみが講じられている事務・事業が 12 件（11.7％）であった。さらに、

当該事務・事業について、平成 15 年度に政策評価を実施したものが 12 件あった。

　推薦等に係る事務・事業 113 件のうち、必要な措置がすべて講じられている事務・事業は 101 件

（89.4％）である。一方、一部の措置のみが講じられている事務・事業が 12 件（10.6％）であった。

さらに、当該事務・事業について平成 15 年度に政策評価を実施したものが７件あった。

　委託・推薦等の事務・事業における定期的な見直し・検討の状況を見ると、すべての事務・事業に

おいて、実施計画の趣旨にのっとり、関係法令の整備等による見直しやその検討など所要の措置が講

じられている。

　次に、法人が講ずべき措置の概要は以下のとおりである。

　中立公正な運営の確保（委託等を行う府省の出身者と委託等された事務・事業に関わる業界の関

　　係者の合計が、法人の役員現在数の２分の１を上回らないこと。公正な運営を担保するため、推

　　薦等された事務・事業を行う法人が必要な措置を採り、明らかになっていること等）

　会計処理の明確化及び透明化（特に、委託等された事務・事業については、検査料等の収支内訳

　　を記載した書類を作成し、インターネットで公開すること）

　事務・事業の実施の透明化

　このほか、検査委託基準において、推薦等された検査等の料金については、当該公益法人が過大な

収益を得るようなものではないことを求めているところである。

　これら法人が講ずべき措置の状況を委託等、推薦等の別に見ると、法人が委託等を受けている事務・

事業 103 件のうち、法人において必要な措置がすべて講じられているものは 80 件（77.7％）である。

一方、一部の措置のみが講じられているものが 23 件（22.3％）であった。また、法人が推薦等を受

けている事務・事業 113 件のうち、法人において必要な措置がすべて講じられているものが 102 件

（90.3％）である。一方、一部の措置のみが講じられているものが 11 件（9.7％）であった。

透明化・合理化ルールの進捗状況（委託・推薦等）表３－３－４
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（補助金等の交付等に関する事項）

　透明化・合理化ルールの補助金等の交付等に関する事項は、実施計画の対象事項に対する措置、公

益法人向け補助金等全般に対する措置及び新規発生防止のための措置の３つに分けられる。

　まず第一に、実施計画の対象事項に対する措置の概要は以下のとおりである。
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　法人の所管府省は、補助金等の見直しにより、実施計画の対象とされた事項について、その実施

　　状況をホームページに掲載する。

　「第三者分配型」「補助金依存型」の状態がやむを得ないこととされたもの（以下「例外事項」

　　という。）について、定期的な検証を行う。

　「第三者分配型」で例外事項とされた助成・給付事業に係る補助金等について、各府省は交付先

　　の公益法人が助成・給付事業の内容、助成基準等をインターネットで公表するよう指導する。

　これらの措置状況を見ると、実施計画で措置を講ずることとした 332 件（例外事項に該当するもの

も含む。）に、平成 14 年度決算において新たに措置を講ずることとした 29 件と、13 年度決算におい

て対象となり、未措置であった１件を加えた全 362 件のうち、308 件（85.1％）について、上記のす

べての措置が講じられている。一方、一部の措置のみが講じられているものが 35 件（9.7％）であった。

また、「第三者分配型」で例外事項とされた助成・給付事業に係る補助金等の交付を受けている法人は、

14 年度決算において新たに対象となった法人を加えて、28 法人あり、このうち必要な事項がすべて

講じられている法人は 12 法人（42.9％）である。

　第二に、実施計画において措置を講ずることとしているか否かにかかわらず、国から補助金等の交

付を受けている公益法人については、公益法人向け補助金等全般に対する措置として、以下の事項を

講ずることとされている。

　法人を所管する府省は、補助金等に係る事業概要、主な使途、交付先選定理由、法人が作成した

　　補助金等支出明細書等をホームページに掲載する。

　補助金等の交付を受ける法人は、補助金等支出明細書等を作成し、計算書類等と併せて当該法人

　　の事務所に備え付けるとともに、インターネットにより公表する。

　これらの措置状況を見ると、各府省が措置すべきホームページへの掲載については、補助金等の交

付を受けている 950 法人のうち、すべての事項について必要な措置が講じられている法人は 726 法人

（76.4％）である。一方、一部の措置のみが講じられている法人は 220 法人（23.2％）であった。また、

法人が措置すべき補助金等支出明細書の作成、公開等については、950 法人のうち、すべての事項に

ついて必要な措置が講じられている法人は 494 法人（52.0％）である。一方、一部の措置のみが講じ

られている法人は 427 法人（44.9％）であった。

　第三に、各府省は、予算及びその執行段階において、「第三者分配型」又は「補助金依存型」の補

助金等が新規に発生することを防止するための措置を講ずることとされている。また、新規に「第三

者分配型」又は「補助金依存型」となったものがある場合には、その理由等を所管府省のホームペー

ジに掲載することとされている。

　平成 14 年度決算ベースにおいて、新規に「第三者分配型」又は「補助金依存型」となった 29 件に、

13 年度決算において対象となり、未措置であった１件を加えた 30 件のうち、24 件については、法人

を所管する府省において、その理由等をホームページに掲載する等の措置を講じている。

表３－３－５ 透明化・合理化ルールの進捗状況（補助金等）
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１．経緯

　平成 13 年 12 月 25 日に閣議決定された「公務員制度改革大綱」において、適正な再就職ルールの

確立を図るため、営利企業や特殊法人等への再就職とともに、公益法人への再就職についても、民間

法人としての性格を踏まえつつ、以下の方針に従い見直しを行うこととされた〔資料 26(P.189)〕。

　①役員報酬に対する国の助成を廃止する。

　②退職公務員の役員就任状況について適切な情報開示に努める。

　③補助金等を受ける等の公益法人については、役員の報酬規程・退職金規程を定め、公開する。

　④国と特に密接な関係を持つ公益法人に対し、役員の報酬・退職金につき、現在の指導監督基準に

　　加え、新たに公務員の水準と比べても不当に高額に過ぎないよう指導するとともに、公的部門に

　　おける高齢役員に関する対応状況を踏まえ、役員の退職年齢について適切な内部規程を整備する

　　よう要請する。

　上記閣議決定のうち①については、実施計画に具体的な措置内容が盛り込まれ、②から④までにつ

いては、平成 14 年３月 29 日、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会において、上記

閣議決定に基づき各府省が所管公益法人に対し指導等すべき具体的事項を定めた「公務員制度改革大

綱に基づく措置について」を申し合わせ、平成 14 年度から公益法人に対する指導等を行うこととさ

れた〔資料 27(P.190)〕。

２．「公務員制度改革大綱に基づく措置について」の推進状況

　政府は、平成 15 年度における「公務員制度改革大綱に基づく措置について」（以下「申合せ」とい

う。）の推進状況について、平成 15 年 11 月１日現在で調査し、16 年３月にその結果を公表した。全

体としては、大部分の法人において、申合せに沿った措置が講じられていたが、一方で、少数ではあ

るが、申合せに沿った措置が講じられていない法人も存在した。これらについては、公務員制度改革

大綱及び申合せの趣旨を踏まえ、引き続き各府省において適切な指導が行われるよう徹底を図ってい

くこととしている。調査結果の概要は以下のとおりである（法人数は共管による重複を除いた実数で

ある。）〔資料 95(P.473)〕。

（退職公務員の役員就任状況に関する情報開示）

　申合せ記１では、各府省は、所管公益法人に対し、役員名簿に、国家公務員出身者である役員につ

いてはその最終官職を付記するよう指導することとされている。

　その実施状況を見ると、対象法人（2,913 法人）のうち、2,724 法人（対象法人全体の 93.5％）に

おいて退職公務員の役員就任状況を開示している。

（役員の報酬・退職金規程の整備・公開）

　申合せ記２では、各府省は、国から補助金等を受けている等の公益法人（注１）に対し、役員の報

酬・退職金に関する規程を定め、一般の閲覧に供するとともに、インターネットにより公開するよう

指導することとされている。また、各府省においても、これらを閲覧に供し、ホームページに掲載す

第4節 「公務員制度改革大綱」に基づく公益法人の役員に関する措置の推進状況
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ることとされている。

　その実施状況を見ると、対象法人（1,192 法人）中、具体的支給水準が明らかな役員報酬規程の整

備については 1,072 法人（対象法人全体の 89.9％）、具体的支給水準が明らかな退職金規程の整備に

ついては 1,081 法人（対象法人全体の 90.7％）において申合せに沿った対応が採られている。また、

役員報酬規程を定めている 1,128 法人のうち、規程を公開している法人は 1,039 法人（対象法人全体

の 87.2％）、退職金に関する規程を定めている 1,115 法人のうち規程を公開している法人は 998 法人

（対象法人全体の 83.7％）であった。このほか、各府省においても、申合せに沿って、規程の閲覧及

びホームページへの掲載を行ったが、一部の法人の規程がホームページに掲載されていない場合も見

られたことから、速やかに必要な措置を採ることとしたところである。

（役員の報酬・退職金の水準及び在任年齢に関する措置の状況）

　申合せ記３では、各府省は、国と特に密接な関係を持つ公益法人（注２）に対し、常勤の役員の報酬・

退職金等については、民間だけでなく、国家公務員の給与・退職手当の水準と比べても不当に高額に

過ぎないよう指導することとされている。また、役員の在任年齢について、従来の特殊法人役員に加え、

独立行政法人についても決定（「特殊法人の役員の給与・退職金等について」（平成 14 年３月 15 日閣

議決定）により、原則 65 歳まで（ただし、理事長等は 70 歳まで）とされた。）がなされたことを踏まえ、

適切な規程を整備するよう要請することとされた。

　まず、役員の報酬・退職金の水準を見ると、役員の平均年間報酬額については、申合せ記３の対象

法人（478 法人）のうち、有給役員がいる法人は 341 法人（対象法人全体の 71.3％）であり、平均額

が 1,200 万円以上 1,600 万円未満の法人が 114 法人（対象法人全体の 23.8％）と最も多く、有給役

員のいない法人及び 1,200 万円未満の法人で、対象法人の約６割を占めていた。役員の平均退職金額

については、退職金額の算出が可能な法人（473 法人。以下「算出可能法人」という。）のうち、仮

に常勤役員が４年で退職した場合に支給される退職金の平均額を見ると、退職金の支給のない法人が

155 法人（算出可能法人全体の 32.8％）と最も多く、退職金の支給のない法人及び 800 万円未満の法

人で、算出可能法人の約７割を占めている。一方、申合せを踏まえ、報酬・退職金等を適正な水準に

引き下げる等の改善を行った法人及び改善を検討中の法人は 31 法人であった。

　次に、在任年齢に関する規程の整備状況を見ると、在任年齢に関する規程を整備している法人及び

整備を検討中の法人は 372 法人あり、対象法人（478 法人）の 77.8％において、所管府省の要請を受

けて申合せに沿った対応が採られている。規程上の在任年齢の上限を見ると、常勤の理事長等につい

ては 70 歳以下とするものが、常勤の理事については 65 歳以下とするものが、最も多かった。

( 注１）国から補助金等を受けている等の公益法人とは、平成 14 年度決算ベースにおいて国から補助金・委託費等の交付を受けている所 

管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人を指す。

( 注２）国と特に密接な関係を持つ公益法人とは、平成 14 年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の２分の１以上を第三者に

交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の３分の２以上を占める所管公益法人及び国から検

査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人を指す。
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第 3章 公益法人と行政とのかかわり

　平成７年３月に、いわゆる「官主導」の公益法人の設立を抑制するため、「公益法人の設立許可に

ついて」が公益法人等指導監督連絡会議において決定された〔資料３(P.111)〕。

　その主な内容は以下のとおりである。

　①基本財産の造成等のため、許認可対象企業等に対し、強制的なものと解されるような寄付のあっ

　　せん等は自粛する。

　②国等からの委託事業を主たる事業とすることを予定している公益法人に対する設立許可は、真に

　　やむを得ない場合を除き厳に抑制する。

　③公務員経験者を常勤役員として受け入れるよう要請することは厳に抑制する。

　また、「平成 15 年度公益法人概況調査」の一環として、平成 14 年 10 月２日以降、15 年 10 月１日

までの１年間に国が設立を許可をした公益法人について、本決定の実施状況に関する調査を実施した。

　設立を許可された 19 法人についての本決定の実施状況は表 3-5-1 のとおりである。

第５節 「公益法人の設立許可について」の実施状況

表３－５－１ 「公益法人の設立許可について」の実施状況について
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第 5節「公益法人の設立許可について」の実施状況

　まず、基本財産の造成等に関する状況として、許認可対象企業等から基本財産の出えんがある公益

法人はなかった。また、許認可対象企業等が社員となっている公益法人は５法人、賛助会員等となっ

ている公益法人は２法人となっており、本決定のいずれかの事項に該当する公益法人は５法人となっ

ている。ただし、これらの法人は、広く社員等を募っていることから、そのごく一部に許認可対象企

業が含まれたものや、許認可対象企業等が自主的に社員となったもの等であった。

　また、国又は特殊法人等から委託される事業を主たる事業とする公益法人（国又は特殊法人等から

委託される事業の割合が全事業の 50％を超えている公益法人）はなかった。

　公務員経験者が常勤役員へ就任している公益法人は１法人であり、就任者は３名となっている。こ

れらの者は、当該法人の事業目的達成のため、必要な知識・経験を有していることから就任した者で

あった。

アメリカ（ユタ州）産の恐竜（ジュラ紀）
　　　（斎藤報恩会自然史博物館蔵）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～公益法人コラム③～～～～～

　財団法人　斎藤報恩会
　　　　　　　－日本における助成財団の先達と旧東北帝国大学の発展－

設立の経緯

　財団法人斎藤報恩会の創設者は、東北で有数の大地主であった斎藤家九代目の斎藤善右衛門翁で

あった。善右衛門翁は、東北地方のみならず全国各地で事業を展開し、斎藤家に更なる財をもたらし

た。そして、「財産は神仏よりの供託物にして私有物にあらず」との固い信念の下、財団を設立する

以前から広く東北各県において育英資金を提供するなどの公益事業を行っていた。

　財団設立のきっかけは、「こうした公益事業を個別に点々と行うのではなく、体系的・効率的に行

う方法はないものか」と善右衛門翁が当時の東北帝国大学（現在の東北大学）総長に相談したことに

あった。こうして、財団法人斎藤報恩会は、大正 12 年に当時の文部省の許可により設立された（現

在は文部科学省所管）。

旧東北帝国大学への貢献

　財団法人斎藤報恩会は、設立当初から旧東北帝国大学との関わりが強く、研究費助成等の大部分は

同大学に対してなされた。その成果の一例を挙げると、現在、世界中の家々でテレビ放送の受信用ア

ンテナとして広く用いられている「八木・宇田アンテナ」は、大正 14 年に同大学においてアンテナ

の研究に従事した八木秀次博士と宇田新太郎博士によって発明されたが、同報恩会は、この研究開発

に対して８年間にわたり合計 21 万７千円（当時の１万円は現在の１千万円程度に相当）の助成を行っ

た。また、同大学図書館の中でも特に有名な狩野文庫（２万円）やカムデルゲ版西蔵大蔵経（１万円）

などの購入にも同報恩会は助成を行った。さらに、東北大学地質古生物学教室に保存されている貴重

な外国産の化石標本の大半も同報恩会の助成により整備されたもので

ある。

　こうした学術研究の発展への貢献に加え、一般市民に対する学術の

普及などを目的として、財団法人斎藤報恩会は、昭和８年に斎藤報恩

会自然史博物館を設立した。同博物館は、東京上野の国立科学博物館

に次ぐ日本で二番目の自然史に関する博物館で、一般市民の科学教育

センターとして大きな役割を果たした。
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　研究助成や自然史博物館の設立など、同報恩会の積極的な活動は、旧東北帝国大学生物学科の教授

で、斎藤報恩会自然史博物館の初代博物館長を勤めた畑井新喜司氏の努力によるところが大きい。ア

メリカで学び国際的な生物学者であった同氏の影響により、同報恩会の活動は、設立当初から非常に

国際的であった。例えば、事業報告書は日英両言語で作成され、助成した研究の成果は研究公報とし

て毎年英語で取りまとめられていた。この他にも、海外の約150か所の大学や研究所と文献交流を行っ

たり、アメリカのロックフェラー財団と連携し人類生物学研究を行っていた。

戦後の事業展開

　第二次世界大戦の影響は、戦前から存続する他の多くの財団に対するのと同様に財団法人斎藤報恩

会にも及んだ。同報恩会は、インフレによる基本財産や基金の実質価値の暴落に苦しみながらも事業

を再開したが、その規模は戦前に比べてかなり縮小してしまった。

　現在は、研究助成事業は、年間約 250 万円、５～６件程度実施し、研究成果は引き続き研究公報に

より毎年英文で発行している。

　また、自然史博物館は、昭和 20 年夏の仙台空襲により展示中の全資料、大部分の図書が失われ、

休館を余儀なくされてしまったが、26 年に小規模な展示を行って開館するに至った。同博物館に保

管されている生物のホルマリン標本や剥製、図書館に保管されている東北地方にまつわる古文書や絵

図、海外の文献の中には貴重なものが数多く存在しているが、それらの適切な維持・管理や追加収集

は、厳しい財政事情により残念ながら難しい状況にある。

事業継続の意志

　財団法人斎藤報恩会の寄附行為には、次のように規定されている。「本財団法人ハ時勢ノ変遷其他

如何ナル事由アルモ財団ノ目的ヲ遂行シ得ル限リハ幾百世ヲ経ルモ絶対ニ解散セサルモノトス」（第

31 条）。

　近年、民間非営利セクターの役割に対する要請が多様化するなかで、公益法人もこれらに的確に対

応していくことが求められている。財団法人斎藤報恩会は、寄附行為にある「財団の存続、事業の継

続」という創設者の強い意志を受け継ぎ、第二次世界大戦の痛手や昨今の低金利時代を乗り越えてき

た。そして、新たな時代の要請への対応を模索しつつも、かつて旧東北帝国大学の発展に多大な貢献

を行ったように、日本における助成財団の先達として、設立当初から行ってきた研究助成などの活動

を続けてきている。

　新たな時代の要請と先人の意志－これらのバランスをいかに図っていくかということが、特に長い

歴史を有する公益法人の運営に際しては要諦であると言えるのではないだろうか。

　　　財団法人斎藤報恩会のホームページ　http://www.saitoho-on.com/index.html

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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第 1節公益信託制度の概要

１．公益信託の定義

　公益信託とは、委託者が祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他一定の公益目的のため、受託者に対

してその財産を移転し、受託者をしてその公益目的に従ってその財産を管理又は処分させ、もってそ

の公益目的を実現しようとする制度である〔信託法（大正 11 年法律第 62 号）第１条及び第 66 条（以

下本節において、特に記載のないものは信託法の条項を指す。）〕。

２．公益信託の特色

　公益信託とは、上記のとおり、一定の公益目的のためになされる信託であるが、その公益目的とし

て規定上例示されている内容は公益法人と同じであり、また、その実際の社会的機能も公益法人、特

に財団法人と類似している。

　しかし、公益法人においては、法人という新たな法主体を創設し、これが公益目的のために自律的

活動を行うものであるのに対し、公益信託においては、拠出された財産（信託財産）が既存の法主体

である受託者に名義上帰属し、設定された公益目的のため受託者の固有財産とは別に管理・運用され

ていくものであって、両者の法律的構造は異なる。

　また、公益法人においては、永続的又は相当長期間にわたってその存続が予定されているのに対し、

公益信託においては、信託の制度上、設定期間が比較的短期のものも可能であるなど、より弾力的な

運用が可能である。

３．公益信託の仕組み

　公益信託は、委託者が受託者との間で一定の公益目的のために財産を信託する信託契約を締結する

ことにより、又は委託者の遺言により、信託の法律関係をつくり（第１条及び第２条）、これについ

て受託者が主務官庁の許可を受けることによって成立する（第 68 条）。

　公益信託は主務官庁の監督に属し（第 67 条）、受託者は信託行為の定めるところに従って、自己の

名で信託財産を管理又は処分して公益事業を営む。信託財産は受託者に移転されるが、受託者の固有

財産とは区別される（第 15 条から第 18 条まで及び第 28 条）。

　受託者は、その事務処理について善管注意義務（第 20 条）等を負い、信託義務違反に対しては損

失てん補をしなければならない（第 27 条及び第 29 条）。

公益信託制度について

第４章

第1節 公益信託制度の概要
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第 4章 公益信託制度について

４．公益信託に対する統一的な指導監督等の基準

　公益信託に対する適正な指導監督等を行うための現行の統一的基準としては、平成６年９月 13 日

に公益法人等指導監督連絡会議で決定された「公益信託の引受け許可審査基準等について」〔資料 96

（P.475）〕 があり、所管官庁においては、この基準にのっとった指導監督等が行われている。

５．公益信託の運営

　公益信託の一般的な運営を示したものが、図 4-1-1 である。これを基に説明すると、おおむね以下

のとおりである。

図４－１－１ 公益信託の運営

公益目的執行
日 常 的 運 営
財 産 管 理

委　託　者
（個人・法人等）

受　託　者
（信託銀行等）

主　務　官　庁

信託管理人 運営委員会等

助
成
先

助
成
先

助
成
先

助
成
先

①
コ
ン
サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン

④
公
益
信
託
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約
の
締
結

⑧
助
成
金

　

の
給
付

⑦助成先の推薦と重要事
　項に関する助言、勧告

（受　益　者）

⑥信託法上の権限行使、
　重要事項の承認

　
　

請

　

申
②　
　

可

　

許
③
　
　

督

　

監
⑤

【出典】(社)信託協会「公益信託－その制度のあらまし－」

　①委託者（個人・法人等）と受託者（信託銀行等）との間で、公益目的の具体的な選定、その目

的達成のための方法、公益信託契約書の内容等について打合せを行う。

　②受託者は、公益信託の引受けの許可につき、主務官庁に申請する。
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第 1節公益信託制度の概要

　③主務官庁は、これを審査の上、許可する。

　④許可を受けた後、委託者と受託者との間で、｢公益信託契約」を締結する。

　⑤主務官庁は、財団法人に対するものと同様の監督のほか、公益信託の事務処理につき、検査等を

行うことができる。

　⑥信託管理人は、不特定多数の受益者のいわば代表者として、受託者の職務のうち重要な事項につ

いて承認を与える。

　⑦運営委員会等は、公益目的の円滑な遂行のため、受託者の諮問により、助成先の推薦及び公益信

託の事業の遂行について助言・勧告を行う。

　⑧受託者は、運営委員会等の助言・勧告に基づき、その公益信託の目的に沿った助成先への助成金

の給付を行う。

　なお、上記以外にも、受託者は次のような信託事務を行う。

　事業計画・収支予算の作成

　助成金給付のための基礎資料の収集・管理

　助成金給付先の募集、受付及び選考

　信託管理人・運営委員会に関する事務

　主務官庁への諸届事務

　信託事務及び財産状況の公告

　委託者への報告

　パンフレット・年次報告書の作成

　授賞式等の挙行に係る事務

６．公益信託の税制

　公益信託に財産を拠出した場合の税制としては以下のものがある。

　法人が、特定公益信託（注１）の信託財産とするために支出した金銭は寄付金とみなされる（法人

税法第 37 条第６項）。

　さらに、個人又は法人が、認定特定公益信託（注２）の信託財産とするために支出した金銭は、特

定公益増進法人に対する寄付金と同様に、寄付金控除等の優遇措置の対象とされる（所得税法第 78

条第３項又は法人税法第 37 条第６項）。

（注１）特定公益信託とは、公益信託のうち、信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと等一

　　　定の事項が信託行為において明らかであり、かつ受託者が信託銀行等であることの要件を満たすことにつき、主務大臣の証明を受

　　　けたものをいう。

（注２）認定特定公益信託とは、特定公益信託のうち、その信託の目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公 

　　　益の増進に著しく寄与する一定のものであり、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることについて主務大臣の認定を

　　　受け、かつ、その認定を受けた日の翌日から５年を経過していないものをいう。
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第 4章 公益信託制度について

図表４－２－１ 信託財産規模別信託数

第2節 公益信託の現況

１．信託数及び信託財産

　公益信託は、信託法が制定された当初から長い間実用化されていなかったが昭和 52 年５月に第１

号（２件同時）が発足して以来、昨今の公益活動に対する一般の関心の高まりや、ニーズの拡大・多

様化によって、厳しい経済情勢にもかかわらず、信託数は伸び続けてきた。しかし、平成 15 年 10 月

１日現在の信託数は 578 件、信託財産は約 721 億円で昨年よりそれぞれ３件、約 11 億円減少した（図

表 4-2-1）。また、平成 14 年 10 月２日から 15 年 10 月１日までの１年間における新規信託数は７件、

当該信託財産は約 17 億円となっている。
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第 2節公益信託の現況

２．信託目的別信託数

　信託目的別信託数を示したものが、図表 4-2-2 であり、奨学金支給、教育振興及び国際協力・国際

交流促進が上位を占めている。また、個々の信託目的における国所管と都道府県所管の占める割合を

見てみると、国際協力・国際交流促進、人文科学研究助成、自然科学研究助成については国所管の割

合が高く、緑化推進、教育振興及び都市環境の整備・保全については都道府県所管の割合が高くなっ

ている。

　なお、それぞれの信託目的の内容は、次のとおりである。

　①奨学金支給

　　　小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学又は大学院等の生徒又は学生に対する奨学金

　　の支給又は貸与を目的とするもの

　②自然科学研究助成

　　　自然科学の研究に対する助成又は顕彰を目的とするもの

　③人文科学研究助成

　　　人文科学の研究に対する助成又は顕彰を目的とするもの

　④教育振興

　　　学校教育、障害者教育又は社会教育の振興活動に対する助成又は顕彰を目的とするもの

　⑤社会福祉

　　　社会福祉活動に対する助成を目的とするもの

　⑥芸術・文化振興

　　　芸術・文化振興活動に対する助成又は顕彰を目的とするもの

　⑦文化財の保存活用

　　　文化財の保全及び活用に関する活動に対する助成を目的とするもの

　⑧動植物の保護繁殖

　　　動植物の保護繁殖に関する活動に対する助成又は顕彰を目的とするもの

　⑨自然環境の保全

　　　自然環境等の整備・保全活動に対する助成又は顕彰を目的とするもの

　⑩緑化推進

　　　国土の緑化活動に対する助成又は顕彰を目的とするもの

　⑪都市環境の整備・保全

　　　都市環境の整備・保全活動に対する助成又は顕彰を目的とするもの

　⑫国際協力・国際交流促進

　　　海外の経済又は技術協力の推進活動に対する助成、教育、学術、文化等の国際交流活動に対す

　　る助成を目的とするもの

　⑬その他

　　　上記以外を信託目的とするもの
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図表４－２－２ 信託目的別信託数
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第 2節公益信託の現況

図表４－２－４

表４－２－３ 主務官庁別信託数

授益行為状況別信託数（累計）

３．主務官庁別信託数

　公益信託の主務官庁別の信託数を示したものが、表 4-2-3 である。
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４．授益行為の状況

　授益行為（助成金等の支給、物品の配布といった資金又は物品の給付を指す。）の状況を示したも

のが、図表 4-2-4 である。これによると、個人を対象としているものが、全体件数 80,812 件のうち

55,137 件（68.2％）、合計金額 280 億円のうち 137 億円（49.0％）となっており、件数及び金額とも

に最も多くを占めていることが分かる。
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～公益法人コラム④～～～～～

　財団法人　日本国際交流センター（ＪＣＩＥ）
　　　　　　　　　　－若手職員が活躍する国際交流事業の推進・展開－

財団のあらまし

　財団法人日本国際交流センター（昭和 45 年設立、昭和 48 年財団法人化。所管官庁は外務省。）では、

グローバルな知的交流・政策研究・政策対話の推進と民間非営利セクターの強化や国際共同事業の拡

大を目的として、以下の３領域を有機的にリンクさせた活動を行っている。

　①グローバル・シンクネット

　国内外のシンクタンクや研究機関の恒常的なネットワークを基盤に、世界から人材を得て先駆

的な政策課題に関わる共同研究、対話、情報交流、人材育成、出版などを国際的に展開している。

　②シビル・ネット

　シビル・ソサエティと呼ばれる NGO、財団、シンクタンクなどの民間非営利セクターの強化や

発展を図るため、国内基盤やフィランソロピーの拡充、地域や自治体などの交流や協力の推進、

企業フィランソロピーの促進、アジア太平洋地域のネットワークの拡大などを実施している。

　③政治・議会交流事業

　日米議員交流プログラム、米国議会スタッフ交流プログラム、日米青年政治指導者交流プログ

ラム及び、日豪若手政治家交流プログラムを継続的に実施し、政策決定に携わる政治家や議会関

係者の国際的な信頼関係を基盤とした人的ネットワークの形成を目指している。また、上記①及

び②での検討課題を政策課題として反映させることの重要性にかんがみ、本プログラムの議会関

係者からは、①及び②の活動に対しても積極的な参加を得ている。

若手職員の声

　財団法人日本国際交流センターでは、若手の育成を重視しており、20 ～ 30 歳代の職員が半数程度

を占めている。また、企業の奨学制度を通じての学生インターンや学生アルバイトが常時２、３名ほ

ど働いている。以下では、当財団の若手職員３名の声を紹介する。

　○プログラム・オフィサーＡ男さん（政治・議会交流事業を担当）

　「13 歳から海外にて就学しており、日本という国を極めて客観的に見ることのできる環境で育

ちました。大学及び大学院において共に国際関係論を学び、自分の価値観と当センターの価値観

や方向性が一致したため、当センターに就職することになりました。当センターでは、自由な雰

囲気の中、ほとんどのプログラムは担当者の裁量に任されています。その反面、極めて高い責任

を持つことになりますが、米国や豪州との交流プログラムをきっかけに知り合った政治家の方々

が、プログラム終了後も親睦を深め、国際社会における日米間又は、日豪間の関係向上のために

活躍している姿を拝見すると、自分も国際社会の安定に貢献していることを感じ、ますます精進

しなければと思いつつ日々活動しています。今後は、米国、豪州のみならず、特に日本と東アジ

ア諸国との交流を実施したいと思います。」

　○プログラム・オフィサーＢ子さん（グローバル・シンクネット担当）

　「大学時代から NGO、特に開発 NGO の活動に関心を持ち、大学４年の夏から始めた当センター
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でのアルバイトを通して、NGO（草の根、コミュニティ・レベル）と政府とをつなぐためにも、

当センターのように民間の立場で政策対話の場を設けることの重要性を理解するようになり、就

職を決めました。2002 年度から『アジアの明日を創る知的対話』を担当し、いろいろなセクター

の方を巻き込みながら事業を実施できたこと、また、組織内外の方々と問題意識を共有する形で

事業を展開できたことにやり甲斐を感じました。また、『アジア・欧州対話：ジェンダーをめぐ

る課題』では、当センターの人脈を活かし、これまでジェンダーに関心のなかった方々を巻き込

むことでジェンダーの主流化に多少は貢献できると分かった時からやり甲斐を感じています。働

いていて手応えを感じるのは、助成金を得られる、参加者を得られる、参加者が満足する、といっ

た外部の人々からの評価、実施した事業から新たな問題を抽出し次の事業に結びつけるという好

循環が生まれた時です。こうした現場感覚を公益法人の評価にも組み入れて行けたらよいと思い

ます。」

　○アシスタント・プログラム・オフィサーＣ美さん（シビル・ネット部門担当）　

　「大学４年の時に企業主催のインターンシッププログラムを通して、インターンとして当セン

ターで活動したのをきっかけに、まさしく自分がやりたい職業はここにあるという実感の下、当

センターの一員となりました。現在は、米国企業による日本における NPO 助成プログラムの運営

（プログラム作り、選考、助成金配分及び、事業報告）に携わっています。プログラムを通して、

日本の市民社会のダイナミズムや課題、まだ認識されていない社会的問題を目にしています。助

成先の団体の発展、事業の実施による社会的課題の改善などの成果を見ることで励まされ、やり

甲斐を感じています。また、日本の NPO、フィランソロピー、市民社会の現状を海外に伝える英

文ニュースレター『シビル・ソサエティ・モニター』（年４回発行）の作成に携わっており、日

本の市民社会の今を伝える数少ない情報源として重宝しているという国内外からの声に励まされ

ています。今後も、当センターの持つネットワーク、リソースを最大限に活かした活動を展開し

ていきたいと思います。」

　日本の民間非営利セクターにおいて、若い力が結集し様々な分野で活躍できるような環境が整えば、

公益の更なる増進につながるものである。公益法人制度は、そうした民間非営利セクターの活性化の

一翼を担うべきであり、財団法人日本国際交流センターの例を見てもわかるように、実際にそうした

役割を担っていると言えるだろう。

　　　財団法人日本国際交流センターのホームページ　http://www.jcie.or.jp/japan/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



105

目次

付属資料目次

〔第１章関係〕

資料１ 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議の開催について（平成８年

 ７月 16 日閣議口頭了解） ………………………………………………………………………109

資料２ 公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会府省連絡会議の開催

 について（平成 13 年２月５日内閣官房副長官補決裁） ……………………………………110

資料３ 公益法人の設立許可について（平成７年３月 29 日公益法人等指導監督連絡

 会議決定） …………………………………………………………………………………………111

資料４ 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等

 の委託等に関する基準」について（平成８年９月 20 日閣議決定） ………………………112

資料５ 「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について（平成８年

 12 月 19 日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ） ………………118

資料６ 公益法人会計基準（昭和 60 年９月 17 日公益法人指導監督連絡会議決定） ………………137

資料７ 会計基準の適用状況別法人数 …………………………………………………………………141

資料８ 公認会計士・税理士の関与状況別法人数 ……………………………………………………143

資料９ 行政改革大綱（抜粋）（平成 12 年 12 月１日閣議決定） ……………………………………145

資料 10 公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて（平成 14 年３月 29 日閣

 議決定） ……………………………………………………………………………………………147

資料 11 公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）（平成 14 年８月２日行政改革

 推進本部報告） ……………………………………………………………………………………148

資料 12 公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会の開催について ………………………………155

資料 13 公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針（平成 15 年６月 27 日閣議決定） …………156

資料 14 公益法人制度の抜本的改革に関する関係府省連絡協議会の設置について（平

 成 15 年８月１日関係省庁申合せ） ……………………………………………………………158

資料 15 公益法人制度改革に関する有識者会議の開催について ……………………………………159

資料 16 議論の中間整理（平成 16 年３月 31 日公益法人制度改革に関する有識者会議） …………161

資料 17 公益法人会計基準の検討について（平成 14 年３月 29 日公益法人等の指導監

 督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ） ……………………………………………………169

資料 18 公益法人会計基準（案）の概要 ………………………………………………………………171

資料 19 公益法人の指導監督体制の充実等について（平成 13 年２月９日公益法人等

 の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ） …………………………………………172

資料 20 インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて（平成 13 年

 ８月 28 日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ） ………………174

資料 21 「公益法人の営利法人等への転換に関する指針」について（平成 10 年 12 月

 ４日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ） ………………………175

資料 22 休眠法人の整理に関する統一的基準（昭和 60 年９月 17 日公益法人指導監督

 連絡会議決定） ……………………………………………………………………………………182

資料 23 休眠法人の整理に関するモデル要綱（昭和 60 年 12 月５日公益法人指導監督

 連絡会議幹事会了解事項） ………………………………………………………………………184

資料 24 休眠法人数 ………………………………………………………………………………………186

資料 25 所管不明法人の整理等の状況 …………………………………………………………………187



106

資料 26 公務員制度改革大綱（抄）（平成 13 年 12 月 25 日閣議決定） ………………………………189

資料 27 公務員制度改革大綱に基づく措置について（平成 14 年３月 29 日公益法人等

 の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ） …………………………………………190

〔第２章関係〕

資料 28 公益法人の全体像 ………………………………………………………………………………191

資料 29 公益法人数の推移 ………………………………………………………………………………193

資料 30 性格別法人数 ……………………………………………………………………………………195

資料 31 営利法人等への転換状況等について …………………………………………………………197

資料 32 新設法人数 ………………………………………………………………………………………198

資料 33 新設法人の名称一覧 ……………………………………………………………………………199

資料 34 解散法人数 ………………………………………………………………………………………202

資料 35 主務官庁別都道府県知事所管法人数 …………………………………………………………203

資料 36 社員規模別法人数 ………………………………………………………………………………205

資料 37 個人社員規模別法人数 …………………………………………………………………………207

資料 38 団体社員規模別法人数 …………………………………………………………………………209

資料 39 基本財産規模別法人数 …………………………………………………………………………211

資料 40 賛助会員等規模別法人数 ………………………………………………………………………213

資料 41 理事規模別法人数  ………………………………………………………………………………215

資料 42 常勤理事規模別法人数 …………………………………………………………………………217

資料 43 公務員出身理事のいる法人数及び人数の推移 ………………………………………………219

資料 44 所管官庁出身理事のいる法人数及び人数の推移 ……………………………………………221

資料 45 所管官庁出身理事数が３分の１を超える法人 ………………………………………………223

資料 46 所管官庁出身理事数が３分の１を超える法人数の推移 ……………………………………231

資料 47 同一親族理事の状況別法人数 …………………………………………………………………233

資料 48 同一特定企業関係者理事の状況別法人数 ……………………………………………………234

資料 49 同一業界関係者理事の状況別法人数 …………………………………………………………235

資料 50 監事規模別法人数 ………………………………………………………………………………236

資料 51 常勤監事規模別法人数 …………………………………………………………………………238

資料 52 外部監事導入の有無別法人数 …………………………………………………………………240

資料 53 現職公務員理事又は監事のいる法人数及び人数 ……………………………………………242

資料 54 現職国会・都道府県議会議員理事のいる法人数及び人数 …………………………………244

資料 55 有給常勤役員の平均年間報酬額規模別法人数 ………………………………………………246

資料 56 所管官庁出身常勤役員がいる法人における有給常勤役員の平均年間報酬額

 規模別法人数 ……………………………………………………………………………………248

資料 57 職員規模別法人数 ………………………………………………………………………………250

資料 58 常勤職員規模別法人数 …………………………………………………………………………252

資料 59 評議員規模別法人数 ……………………………………………………………………………254

資料 60 財団法人の評議員のうち所管官庁出身者が占める割合別法人数 …………………………256

資料 61 年間収入額規模別法人数 ………………………………………………………………………258

資料 62 年間支出額規模別法人数 ………………………………………………………………………260

資料 63 公益法人本来の事業費の総支出に占める割合別法人数 ……………………………………262



107

目次

資料 64 管理費の総支出に占める割合別法人数 ………………………………………………………264

資料 65 指導監督基準上の収益事業収入額規模別法人数 ……………………………………………266

資料 66 指導監督基準上の収益事業費規模別法人数 …………………………………………………268

資料 67 指導監督基準上の収益事業費の総支出に占める割合別法人数 ……………………………270

資料 68 法人税法上の収益事業届出額規模別法人数 …………………………………………………272

資料 69 資産額規模別法人数 ……………………………………………………………………………274

資料 70 負債額規模別法人数 ……………………………………………………………………………276

資料 71 正味財産額規模別法人数 ………………………………………………………………………278

資料 72 正味財産増減額規模別法人数 …………………………………………………………………280

資料 73 内部留保額規模別法人数 ………………………………………………………………………282

資料 74 内部留保の水準別法人数 ………………………………………………………………………284

資料 75 株式の保有状況別法人数 ………………………………………………………………………286

資料 76 株式保有会社数別法人数 ………………………………………………………………………288

資料 77 20 ～ 50％株式保有会社数別法人数 ……………………………………………………………290

資料 78 過半数株式保有会社数別法人数 ………………………………………………………………292

資料 79 処分困難な株式等を保有している公益法人 …………………………………………………294

資料 80 情報公開の状況 …………………………………………………………………………………352

資料 81 ホームページ開設状況所管官庁別法人数 ……………………………………………………354

資料 82 ホームページの項目別掲載状況 ………………………………………………………………356

資料 83 所管官庁への書類提出状況 ……………………………………………………………………358

資料 84 立入検査の実施状況 ……………………………………………………………………………360

〔第３章関係〕

資料 85 行政委託型法人等一覧（府省別） ………………………………………………………………362

資料 86 行政委託型法人等の指定に係る根拠法令等の種別（府省別） ………………………………373

資料 87 行政委託型法人等一覧（都道府県） ……………………………………………………………374

資料 88 国所管公益法人に対する補助金等の状況 ……………………………………………………398

資料 89 国所管公益法人に対する委託費の状況 ………………………………………………………399

資料 90 10 億円以上の補助金等を受けた国所管公益法人 ……………………………………………400

資料 91 10 億円以上の委託費を受けた国所管公益法人 ………………………………………………401

資料 92 都道府県所管公益法人に対する補助金・委託費等の状況 …………………………………402

資料 93 公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画（平成 14 年３月 29 日閣議決定） 403

資料 94 国の関与等を透明化・合理化するための措置の推進状況 …………………………………470

資料 95 公務員制度改革大綱に基づく公益法人の役員に関する措置の推進状況（概要） …………473

〔第４章関係〕

資料 96 公益信託の引受け許可審査基準等について（平成６年９月 13 日公益法人等

 指導監督連絡会議決定） …………………………………………………………………………475

資料 97 信託財産規模別信託数 …………………………………………………………………………477

資料 98 信託目的別信託数 ………………………………………………………………………………479

資料 99 主務官庁（省庁）別信託数 ……………………………………………………………………481

資料 100 授益行為状況別信託数 …………………………………………………………………………483



108

〔その他〕

資料 101 公益法人行政の歩み ……………………………………………………………………………485

資料 102 諸外国の非営利法人制度 ………………………………………………………………………487



第
�
章
関
連

109

資料１　公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議の開催について

１．公益法人に対する指導監督の一層の適切化、公益法人による行政代行的行為の実施の透明化等を、

各府省庁で統一的かつ強力に推進するため、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議（以下

「会議」という ｡）を随時開催する。

２．会議の構成員は、全閣僚とする。

　　会議には、必要に応じ、その他関係者の出席を求めることができる。

３．会議は内閣総理大臣が主宰する。

４．会議は、その協議に必要な専門的事項について意見を求めるため、学識経験者等の参集を求める

ことができる。

５．会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で内閣総理大臣が指名した官職にある者とする。

６．会議の庶務は、総務省及び法務省の協力を得て、内閣官房において処理する。

（参　考）

公益法人等の指導監督等に関する

関係閣僚会議　幹事

　内閣官房副長官補

　総務省大臣官房審議官

　法務省民事局長

　内閣府大臣官房長

　警察庁長官官房長

　防衛庁長官官房長

　金融庁総務企画局長

　総務省大臣官房長

　法務省大臣官房長

　外務省大臣官房長

　財務省大臣官房長

　文部科学省大臣官房長

　厚生労働省大臣官房長

　農林水産省大臣官房長

　経済産業省大臣官房長

　国土交通省大臣官房長

　環境省大臣官房長

平成８年７月16日

閣 議 口 頭 了 解

改正　平成12年12月26日
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付属資料

資料２　公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会府省連絡
会議の開催について　　　　　　　　　　　　　　　

１．公益法人に対する指導監督の一層の適切化等を総合的かつ効率的に推進するため、公益法人等の

指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会府省連絡会議を随時開催する。

２．府省連絡会議の構成員は、別紙のとおりとする。

　府省連絡会議には、必要に応じ、その他関係者の出席を求めることができる。

３．府省連絡会議は内閣官房内閣参事官を議長とする。

４．府省連絡会議の庶務は、総務省大臣官房管理室及び法務省民事局の協力を得て、内閣官房におい

て処理する。

（別　紙）

　内閣官房内閣参事官

　総務省大臣官房管理室長

　総務省大臣官房参事官

　総務省大臣官房管理室公益法人行政推進室長

　法務省民事局参事官

　内閣府大臣官房企画調整課長

　警察庁長官官房総務課長

　防衛庁長官官房文書課長

　金融庁総務企画局総務課長

　総務省大臣官房総務課長

　法務省大臣官房秘書課長

　外務省大臣官房総務課長

　財務省大臣官房文書課長

　文部科学省大臣官房総務課長

　厚生労働省大臣官房総務課長

　農林水産省大臣官房文書課長

　経済産業省大臣官房政策評価広報課長

　国土交通省大臣官房総務課長

　環境省大臣官房総務課長

平成 13 年２月５日

内閣官房副長官補決裁
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資料３　公益法人の設立許可について

１．今後、公益法人の設立の許可を行う際には、公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せの徹

底を図るとともに、下記の要領によるものとする。

（1）公益法人の設立に当たって、基本財産の造成又は事業費等の確保のため、許認可の対象となる

業界団体、企業に対し強制的なものであると解されるような寄附の斡旋及び協力要請を行うこと

は自粛するものとする。

（2）国又は特殊法人等から委託される事業を主たる事業とすることを予定している新規の公益法人

に対する設立許可は、真にやむを得ない場合を除き厳に抑制するものとする。

（3）新設される公益法人の許可に際して、公務員経験者を常勤役員として受け入れるよう要請する

ことは厳に抑制するものとする。

２．公益法人の透明性を確保し、そのより一層適正な運営を期するため、公益法人等指導監督連絡会

議の庶務を担当する総理府は、毎年、公益法人に関し、新設・解散件数、指定法人としての指定件

数、役職員及び事業の全体の状況等を取りまとめ、閣議に報告するものとする。

平 成 ７ 年 ３ 月 29 日

公益法人等指導監督連絡会議決定
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付属資料

資料４　｢公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対
する検査等の委託等に関する基準」について　　　　

１．政府としては、公益法人行政の統一的推進及び公益法人の指導監督の適正化等を図るため、公益

法人等指導監督連絡会議を開催し、｢ 公益法人設立許可審査基準等に関する申し合せ ｣、｢ 公益法

人の運営に関する指導監督基準」等を決定し、これらの基準に基づき、公益法人に対する指導監督

等を行ってきたところである。

２．公益法人は、我が国の経済社会において重要な役割を担うに至っており、今後ともその活動の適

切な発展を図ることが重要であり、公益法人に対する適正な指導監督等を強力に推進していくため、

これまでの基準を整理・強化し、別紙１のとおり、｢ 公益法人の設立許可及び指導監督基準」を定

める。

３．また、公益法人の中には行政代行的行為等を行っているものがあり、これらの透明化を図るため、

別紙２のとおり、｢公益法人に対する検査等の委託等に関する基準」を定める。

４．政府は、これらの基準に基づき、公益法人に対する指導監督等を行っていくとともに、公益法人

の実態及びこれらの基準の実施状況等を明らかにするため、毎年度「公益法人に関する年次報告」（仮

称）を作成することとする。

（別紙１）

公益法人の設立許可及び指導監督基準

１．目　的

　公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、次のよ

うなものは、公益法人として適当でない。

（1）同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの

（2）特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とす

るもの

（3）後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの

２．事　業

（1）公益法人の事業（付随的に行う収益を目的とする事業を除く ｡）は、次の事項のすべてに適合

していなければならない。また、これらの事項に適合する事業の規模は、可能な限り総支出額の

平成８年９月20日

閣 議 決 定

改正　平成９年12月16日
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２分の１以上であるようにする。

①当該法人の目的に照らし、適切な内容の事業であること。

②事業内容が、定款又は寄附行為上具体的に明確にされていること。

③営利企業として行うことが適当と認められる性格、内容の事業を主とするものでないこと。

（2）事業内容が、社会経済情勢の変化により、営利企業の事業と競合し、又は競合しうる状況となっ

ている場合には、公益法人としてふさわしいと認められる事業内容への改善等に向けて次の措置

を講ずる。

①事業の運営等について、対価を引き下げる、不特定多数の者を対象とする等により公益性を高

めること。

②新たに公益性の高い事業を付加すること。

（3）上記（2）の措置が講じられない場合においては、営利法人等への転換を行うこと。

（4）｢ 営利法人等への転換」に係る必要な制度が整った後、所管官庁が上記（3）について監督上

の措置を行い、その後３年以内に必要な措置がとられない場合は、設立許可の取消を含め対処す

る。

（5）対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、支出の均衡を図り、

当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。

（6）公益法人が収益事業（付随的に収益を目的として行う事業をいう。以下同じ｡）を行う場合にあっ

ては、当該事業は次の事項のすべてに適合していなければならない。また、公益事業の推進に資

するものでなくてはならない。

①規　模

　収益事業の支出規模は、公益事業の適正な発展のため、主として公益事業費を賄うのに必要

な程度でかつ当該公益法人の実態から見て適正なものとし、可能な限り総支出額の２分の１以

下にとどめること。

②業　種

　収益事業の業種としては、公益法人としての社会的信用を傷つけるものではないこと。

③利益の使用

　収益事業の利益は、当該法人の健全な運営のための資金等に必要な額を除き公益事業のため

に使用することとし、公益事業のために使用する額は可能な限り利益の２分の１以上とするこ

と。

３．名　称

　公益法人の名称は、法人の目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なものでなければなら

ず、次のような名称は適当でない。

（1）国又は地方公共団体の機関等と誤認させるおそれのある名称

（2）既存の法人又はその付属機関と誤認させるおそれのある名称

（3）当該法人の活動範囲とかけはなれた名称

４．機　関

　公益法人の機関は、当該法人の健全かつ継続的な管理運営を可能とするとの観点から、少なくと

も次の事項に適合していなければならない。
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（1）理事及び理事会

①理事の定数は、法人の事業規模、事業内容等法人の実態からみて適正な数とし、上限と下限の

幅が大きすぎないこと。

②社団法人の理事は、総会で選任すること。

財団法人の理事は、原則として評議員会で選任すること。

③理事の任期は、原則として２年を基準とすること。

④理事の任期の満了又は辞任に伴う後任理事の選任については、速やかに行うものとし、後任の

理事が選任されるまでの間、なお職務を行う義務があることを定めること。

⑤理事のうち、同一の親族（３親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者 )、特定の企業

の関係者（役員、使用人、大株主等 )、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理事

現在数の３分の１以下とすること。

　また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の２分の１以下とすること。

⑥常勤の理事の報酬及び退職金等は、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比

べて不当に高額に過ぎないものとすること。

⑦理事会については、理事の多数の意思が適正に反映されるように、その成立要件及び議決要件

等を定めること。

（2）監　事

①監事は、法人の会計、財産、理事の業務執行等の状況を監査するために重要な機関であること

から、必ず１名以上置くこと。

②監事は理事を兼ねないこと。

③監事に関し、前記（1）－②～④、⑥を準用すること。

（3）社団法人の総会

①社団法人の総会については、社員の多数の意思が適正に反映されるように、その成立要件及び

議決要件等を定めること。

②社員が多数又は全国に散在する等の場合であっても、社員の意思が正当に反映されるような措

置をとること。

（4）評議員及び評議員会

①財団法人には、原則として、評議員を置き、また、理事及び監事の選任機関並びに当該法人の

重要事項の諮問機関として評議員会を置くこと。

②評議員は、理事会で選任すること。

③評議員は、原則として理事又は監事を兼ねないこと。やむを得ず評議員が理事を兼ねる場合に

おいても、その割合は、評議員会を実質的に支配するに至らない程度にとどめること。

④評議員及び評議員会に関し、前記（1）－①、③、④、⑦を準用するとともに、同一の親族、特

定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が占める割合は、評議員会を実質的に

支配するに至らない程度にとどめること。

（5）事務局及び職員

　当該法人の事務を処理するため、事業の規模、内容等を考慮して事務局を設置し、所要の職員

（可能な限り常勤職員）を置くこと。

５．財務及び会計

　公益法人は、設立目的の達成等のため、健全な事業活動を継続するに必要な確固とした財政的基
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礎を有するとともに、適切な会計処理がなされなければならない。したがって、その財務及び会計

については、以下の事項に適合させるよう適切に処理しなければならない。

（1）原則として公益法人会計基準に従い、適切な会計処理を行うこと。

（2）社団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための会費収入及び財産の

運用収入等があること。

（3）財団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための設立当初の寄附財産

の運用収入及び恒常的な賛助金収入等があること。

（4）基本財産の管理運用は、寄附者が寄附する際にその管理運用方法を指定した場合を除き、固定

資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値が生ずる方法で行うこと。

（5）運用財産の管理運用は、当該法人の健全な運営に必要な資産（現金、建物等）を除き、元本が

回収できる可能性が高くかつなるべく高い運用益が得られる方法で行うこと。

（6）公益法人が長期借入（返済期限が１年以上の借入をいう ｡）を行う場合にあっては、確実な返

済計画を策定する等公益活動に支障をもたらすことのないよう十分留意するとともに、収支予算

書に明記し、理事会及び総会の承認を得る等の措置をとるとともに、所管官庁への届出等を行う

こと。

（7）いわゆる「内部留保」については、公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度とすること。

　なお、ここでいう「内部留保」とは、総資産額から、次の項目等を除したものとする。

①財団法人における基本財産

②公益事業を実施するために有している基金

③法人の運営に不可欠な固定資産

④将来の特定の支払いに充てる引当資産等

⑤負債相当額

（8）管理費の総支出額に占める割合は過大なものとならないようにし、可能な限り２分の１以下と

すること。また、人件費の管理費に占める割合についても、過大なものとならないようにすること。

６．株式の保有等

（1）公益法人は、原則として、以下の場合を除き、営利企業の株式保有等を行ってはならない。

①上記５－（5）における財産の管理運用である場合。ただし、公開市場を通じる等ポートフォリ

オ運用であることが明らかな場合に限る。

②財団法人において、基本財産として寄附された場合

（2）上記（1）により株式を保有する場合であっても、当該営利企業の全株式の２分の１を超える

株式の保有を行ってはならない。

（3）上記（1）の理由により株式保有等を行っている場合（全株式の 20％以上を保有している場合

に限る ｡）については、毎事業年度の事業報告書に当該営利企業の概要を記載すること。

７．情報公開

（1）公益法人は、次の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一

般の閲覧に供すること。

①定款又は寄附行為

②役員名簿
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③（社団法人の場合）社員名簿

④事業報告書

⑤収支計算書

⑥正味財産増減計算書

⑦貸借対照表

⑧財産目録

⑨事業計画書

⑩収支予算書

（2）所管官庁においては、（1）に規定する資料を備えて置き、これらについて閲覧の請求があった

場合には、原則として、これを閲覧させるものとする。

８．経過措置等

（1）所管官庁は、本基準に適合しない公益法人に対しては、原則として３年以内に本基準に適合す

るように指導する。

　ただし、既に設立されている法人で、法人格を取得する手段が民法第 34 条によることに限ら

れたため、公益法人となっている業界団体等に関しては、真にやむを得ない事項については、法

人に関する抜本的法改革を待って対応することとする。それまでの間は、所管官庁においては、

当該業界関係者又は所管する官庁の出身者以外の者を、可及的速やかに監事とすることにより、

公正さを担保するとともに、それぞれの定款等により定められた業務を適切に行うよう強力に指

導するものとする。

（2）本基準６の株式の保有等において認められている理由以外の理由により、現在株式の保有等を

行っている公益法人は、原則として、平成 11 年９月末までにこれを処分すること。

（3）仮に、上記（2）で定められた期限までに処分できない場合であっても、その後も処分するた

めの努力を続けること。

（4）現に株式保有等を行っている公益法人で、必要な努力を行ったにもかかわらず処分が困難な株

式等を保有しているものの取扱については、原則禁止のもと、更に検討する。

　その際、処分が困難な株式等を保有しているものについては、当該公益法人の名称、保有して

いる株式等、保有している理由等を、毎年度「公益法人に関する年次報告」に記載することによ

り、その実態を明らかにする。

　また、各公益法人においても、その毎事業年度の事業報告書に当該営利企業の概要を記載する

こと。

（5）本基準７の情報公開については、平成 10 年１月以降に始まる新事業年度から本基準に適合し

た形で情報公開を行うこと。

（6）２－（3）のうち「営利法人等への転換」については、関係省庁において検討がなされ、必要な

制度が整った後に実施されるものとする。

（別紙２）

公益法人に対する検査等の委託等に関する基準

１．検査等の公益法人への委託等
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　各官庁が、不特定又は多数の者に対する検査・認定・資格付与等（以下「検査等」という ｡）の

事務を公益法人に委託等を行う場合、以下の要件がすべて整っていることを要するものとする。

（1）委託等を行う事務の基本的内容及び事務の委託等を行うことのできる公益法人の基準が法律で

定められていること。

（2）検査等の基準が客観的に明確であり、委託等を受ける公益法人の裁量の余地がないこと。

（3）委託等を受ける公益法人は、法律又はこれに基づく政令（当面の間、法律に基づく省令を含む ｡）

（以下「法令」という ｡）によって指定されていること。

（4）委託等された事務に関わる公益法人の役職員については、公務員に準じた規律に服することが

定められていること。

（5）委託等を行う官庁の出身者と委託等された検査等に関わる業界の関係者の合計が、理事現在数

の２分の１を上回らないこと。

（6）検査料・認定料・資格登録料等の料金については、委託等を行う官庁が決定すること。

２．検査等の推薦等

　各官庁が、特に公益法人が独自に行っている検査等の推薦・認定等（以下「推薦等」という ｡）

を行う必要がある場合、以下の要件がすべて整っていることを要するものとする。

（1）推薦等が法令に基づくものであること。

（2）推薦等を行う制度の内容及び検査等の基準が客観的に明確となっていること。

（3）推薦等された検査等及びこれを行う公益法人は、法令によって指定されていること。

（4）推薦等された検査等の事務に関わる公益法人の役職員については、その検査等を適正に行うた

めに必要な職務規定が定められていること。

（5）推薦等された検査等が公正に行われることを担保するために、その検査等を行う公益法人が必

要な措置をとっており、その措置が明らかになっていること。

（6）推薦等された検査等の料金については、当該公益法人が過大な収益を得るようなものではない

こと。

３．行政の関与等

（1）公益法人が行う検査等に対して各官庁が関与を行うものは、上記１. 又は２. の要件を満たす

ものに限るものとする。

（2）上記１. 又は２. の要件が満たされていないものについては、行政が関与していると認識され

るような表現を公益法人が使用することを禁止する。

（3）上記１. 又は２. の要件が満たされていないものについては、各官庁及び特殊法人等が、公益

法人が行っている検査等の結果を、融資や許認可等の際の条件とすることを禁止する。

４．経過措置

　各官庁は、上記１. ～３. について必要な措置を、平成 12 年度末までに行うものとする。
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　公益法人の設立許可及び指導監督については、｢ 公益法人の設立許可及び指導監督基準」（平成８

年９月 20 日閣議決定）に基づき実施されているものであるが、本基準の運用に当たっての具体的、

統一的な指針として、別紙のとおり「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」を申し合わ

せる。

　各官庁においては、本指針に基づき、整合性、統一性をとりつつ、公益法人の設立許可及び指導監

督を一層適正に行うものとする。また、本指針に触れていないものについても、｢ 公益法人の設立許

可及び指導監督基準」及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」の趣旨に従い、各公

益法人が行う事業の健全性・継続性を十分考慮しつつ、公益法人に対する指導監督等を行うものとす

る。

（別　紙）

公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針

（基　準）

資料５　｢公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」について

平 成 ８ 年 12 月 19 日

公益法人等の指導監督等に関する

関 係 閣 僚 会 議 幹 事 会 申 合 せ

改正　平成９年12月16日

同  10年12月４日

同  12年12月26日

１．目　的

　公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、次のよ

うなものは、公益法人として適当でない。

（1）同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの

（2）特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とす

るもの

（3）後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの

（運用指針）

（1）公益性について厳密に定義づけることは困難であるため、本基準においては、十分な公益性が認

められないものを例示している。

　本文中、公益性の一応の定義として「不特定多数の者の利益」と規定しているが、これは厳密に

不特定かつ多数の者の利益でなくてはならないとの意味ではなく、受益対象者が当該公益法人の構

成員等特定の者に限定されている事業を主目的とするものは、公益法人としては不適当という意味
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２．事　業

（1）公益法人の事業（付随的に行う収益を目的とする事業を除く ｡）は、次の事項のすべてに適合

していなければならない。また、これらの事項に適合する事業の規模は、可能な限り総支出額の

２分の１以上であるようにする。

①　当該法人の目的に照らし、適切な内容の事業であること。

②　事業内容が、定款又は寄附行為上具体的に明確にされていること。

③　営利企業として行うことが適当と認められる性格、内容の事業を主とするものでないこと。

である。

（2）公益法人は、本文（1）、（2）については、これを従たる目的とすることは認められるが、本文（3）

については、これを従たる目的とすることも認められない。

（3）本文（2）については、法人の構成員となること自体は特定の者に限定されていても、不特定多

数の者の利益を実現することを目的としている限りにおいては、公益法人として認められる。ただ

し、そのような場合であっても、本基準４. の理事の構成等の要件を満たす必要がある。

（4）本基準については、既存の公益法人にも適用される。したがって、既存の公益法人であって、本

基準からすると、公益法人の目的として適当でないものを目的とするもの（例えば、本文（1）～（3）

に該当するものを目的としているもの）に対しては、各官庁が本基準に適合するよう指導すること

となる。ただし、既存の公益法人の中で、本基準に適合するような目的に変更することが不可能な

場合には、本基準８. 経過措置に示した要件を満たすことにより、当面その存在は認められる。

（基　準）

（運用指針）

（1）公益法人の行う公益活動は、教育、芸術、環境保護、福祉、国際関係など極めて多岐にわたって

いる。

　公益法人の行う事業の範囲及び種類は、定款又は寄附行為に示されているところであるが、定款

又は寄附行為に列挙されている事業すべてが、公益法人が本来行うべき事業として適切なものでは

なく、特定の者の福利厚生等共益的な性格の事業や付随的な収益事業が含まれていることがある。

しかしながら、特定の者の福利厚生等共益的な性格の事業は、公益法人の主たる目的として行うこ

とは適当でない（本基準１. 参照）。また、付随的な収益事業は、公益法人本来の事業ではない。

（2）社会、経済の変化、法人の成熟等に応じ、目的を達成するため、新たな事業を行う必要が生じる

場合も考えられる。判例によれば、公益法人の場合には行為能力の範囲を営利法人の場合よりも厳

格に解し、定款又は寄附行為に具体的に示された事業以外の事業を行ってはならないこととされ

ている。また、法人がその目的以外の事業を行った場合は、設立許可取消の原因にもなる（民法第

71 条）。したがって、既存の公益法人が、新しい事業を行おうとする場合には、当該事業が目的の

範囲内のものかどうかを確認し、必要に応じて定款又は寄附行為に新しい事業を追加するよう指導

する必要がある。

（3）本文（1）－①～③を満たすような事業の割合は、公益法人の趣旨から、大きければ大きいほどよ

いが、管理費等運営に必要な経費の面から一定の制約がある。

　公益法人の当期支出合計額は、収支計算書において公益事業費のほか、管理費、固定資産購入支

出、収益事業費等に区分され、総収入額との差額は、次年度に繰り越される。このうち、管理費は、

事務所の維持管理費、（管理部門の）役員及び職員の報酬、給与等法人の内部に還元される性格の
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強い支出であることから、できる限り抑制する必要がある。また、基本財産以外の固定資産の購入

のための支出も、本文（1）－①～③を満たす事業に対する支出が不十分である場合には、抑制され

るべきである。

　したがって、公益法人の事業として適切と考えられる本文（1）－①～③のような事業の規模は、

管理費が公益事業の実施に不可欠な場合を除いて、可能な限り総支出額（支出合計額＋次期繰越収

支差額。以下同じ ｡）の２分の１以上である必要がある（なお、この例外と考えられるものとしては、

基本財産充実のための一時的な支出があった場合等が考えられる ｡）。

（4）本文（1）－①～③を満たす事業の規模が総支出額の２分の１未満の公益法人については、当該法

人の実態を踏まえつつ、このような事業を拡大（又は、このような事業以外への支出を削減）する

ように指導する必要がある。

（5）本文（1）－②について、｢ 事業内容が……具体的に明確にされていること ｡」とは、主たる、あ

るいは近い将来行うことが予定されている事業内容が具体的に明確にされていることという意味で

あり、当該法人が行う事業が細部にわたって全て網羅されている必要はない。

（6）本文（1）－③について、社会通念上、営利企業として行うことが適当と考えられる性格、内容の

事業を主とすることは公益法人として妥当ではない。

（基　準）

（2）事業内容が、社会経済情勢の変化により、営利企業の事業と競合し、又は競合しうる状況となっ

ている場合には、公益法人としてふさわしいと認められる事業内容への改善等に向けて次の措置

を講ずる。

①　事業の運営等について、対価を引き下げる、不特定多数の者を対象とする等により公益性を

高めること。

②　新たに公益性の高い事業を付加すること。

（3）上記（2）の措置が講じられない場合においては、営利法人等への転換を行うこと。

（4）｢ 営利法人等への転換 ｣ に係る必要な制度が整った後、所管官庁が上記（3）について監督上

の措置を行い、その後３年以内に必要な措置がとられない場合は、設立許可の取消を含め対処す

る。

（運用指針）

（1）｢ 公益」の内容については、時代とともに変化するものと考えられる。したがって、公益法人の

設立当時には公益目的として社会的に評価されていた事業でも、社会経済情勢の変化により、その

ような事業が営利企業の事業として成立するものとなり、営利企業による同種の事業が著しく普及

したり、また、営利企業の事業として成立するものと考えられるため、多くの営利企業がその事業

への参入を求めている状況になることがある。このような場合においては、公益法人の事業内容が、

営利企業の事業と競合、又は競合しうる状況となっていると考えられる。

（2）公益法人の目的事業が営利事業と競合等している場合には、

①　目的は公益的であるが、事業の種類、内容、実施方法等が営利事業と競合等する状況になって

いる場合

②　目的そのものが公益目的と評価されなくなった場合

　の２種類があると考えられる。

（3）本運用指針（2）－①の場合には、事業の運営等に当たり、（対価を伴う公益事業の場合においては）
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対価を引き下げたり、サービスの内容を社会的な弱者に有利な方向に変える等により、当該事業の

公益性を高める必要がある。なお、対価の引下げについては、その事業の受益対象を拡大するため

のものであることが必要であり、かつ営利企業と不公正な価格競争を引き起こすものであってはな

らない。

（4）本運用指針（2）－②の場合には、公益性の向上は困難であり、社団法人においては、目的を変更

するか新たな公益性の高い事業を付加する必要があり、また財団法人においては、公益法人として

の任務が終了したと見なすべきである。

（5）本文（2）の措置が講じられない場合には、所管官庁は、営利法人、組合等の他の法人格等への

転換を行うよう指導する。この営利法人等への転換は、｢ 公益法人の営利法人等への転換に関する

指針」（平成 10 年 12 月４日公益法人等の指導監督に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）によるも

のとする。

（6）所管官庁が本文（3）について必要な措置を行い、その後３年以内に営利法人等への転換がなさ

れない場合には、所管官庁は設立許可の取消を含め対処するものとする。

（7）公益法人の事業内容が営利企業の事業と競合等する場合の所管官庁の対応としては、自主的な解

散を指導することも考えられる。このような指導は、本文（2）～（4）の各時点に関わらず、行え

るものとする。

（基　準）

（5）対価を伴う公益事業については、対価の引下げ、対象の拡大等により収入、支出の均衡を図り、

当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益を生じないようにすること。

（運用指針）

（1）公益法人の運営は、社団法人であれば会費収入、財団法人であれば基本財産からの財産運用収入

により賄われることが望ましい。しかしながら、物価水準や金利等の社会経済情勢の変化や、会員

数の増減等の法人に関する状況の変化に伴い、このような収入だけでは公益事業を継続して行うこ

とが困難となる場合がある。

（2）このような場合があることを考えると、公益法人が行う本来の公益事業についても、受益者に対

して公益事業に要する費用の負担を求めることもやむを得ない。しかしながら、受益者に対して対

価を求める場合であっても、その事業の収入、支出は均衡することが望ましく、仮に利益が生じる

場合であっても、当該法人の健全な運営に必要な額にとどめなければならない。

（3）仮に、当該法人の健全な運営に必要な額以上の利益が生じている場合には、対価の引下げ、受益

対象の拡大等を図ることにより、収入、支出の均衡を図らねばならない。

（基　準）

（6）公益法人が収益事業（付随的に収益を目的として行う事業をいう。以下同じ｡）を行う場合にあっ

ては、当該事業は次の事項のすべてに適合していなければならない。また、公益事業の推進に資

するものでなくてはならない。

①　規　模

　収益事業の支出規模は、公益事業の適正な発展のため、主として公益事業費を賄うのに必要

な程度でかつ当該公益法人の実態から見て適正なものとし、可能な限り総支出額の２分の１以
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下にとどめること。

②　業　種

　収益事業の業種としては、公益法人としての社会的信用を傷つけるものではないこと。

③　利益の使用

　収益事業の利益は、当該法人の健全な運営のための資金等に必要な額を除き公益事業のため

に使用することとし、公益事業のために使用する額は可能な限り利益の２分の１以上とするこ

と。

（運用指針）

（1）公益法人は、その制度の趣旨から、公益活動を積極的に行わなければならないが、法人の健全な

運営を維持し、十分な公益活動を行うための収入も確保する必要がある。この収入を確保する一つ

の方法として、収益事業を行うことが考えられる。

（2）法人税法施行令第５条第１項においては、公益目的、付随的目的の如何にかかわらず、収益事業

として 33 業種が定められているが、本基準で示している収益事業とは、収益を目的として付随的

に行う事業である。したがって、両者の概念は同一のものではない。

（3）付随的に行う収益事業については、そもそも法人の目的以外の事業であり、行ってはならないと

する考えもあるが、公益法人の目的を実現するための事業という趣旨を広く解釈すれば、法人運営

の実態から見て、あくまで付随的な活動として行うことは認められている（法務省における有権解

釈昭和 35 年 10 月７日付民事甲第 2531 号）ところである。

（4）ただし、公益法人は、公益を目的として主務官庁から設立許可されているものであり、またそれ

故一定の社会的信用を得るとともに、税制面等で種々の優遇措置が講ぜられるものであることから、

おのずからその範囲には制約がある。

　また、収益事業を行う場合には、事業計画書に明らかにするとともに、区分経理を行い、その事

業による支出、収入を明確にする必要がある。

①　公益法人の行う収益事業については、公益目的を実現するための付随的な活動として認められ

るものであるから、その規模は過大なものであってはならず、その支出規模は可能な限り総支出

額の２分の１以下にとどめるべきである。

　これは、公益法人の実態から見て、収益事業に比重がかかりすぎれば、公益事業の実施に必要

な財産、資金、要員、施設等を圧迫するおそれがあり、更に収益事業経営が悪化すれば、公益法

人の運営自体が困難になる危険性をはらんでいるためである。また、収益事業はあくまで付随的

な事業であるが、それに対する支出規模が総支出額の２分の１を超えている場合には、もはや付

随的な事業と考えることは困難なものと思われる。

　したがって、長期の借入を行ってまで収益事業を行うことは適当でなく、長期的投資よりも利

益率の低い収益事業を行うことも好ましくない。また、収益事業として行っている事業が恒常的

に赤字となる場合には、その事業を中止すべきである。

②　収益事業の業種については、公益法人としての社会的信用を損なうものであってはならない。

これは、付随的に行う収益事業であっても、公益法人が社会的信用を損なう事業を行った場合に

は、公益法人全体の社会的信用を傷つけ、公益活動を行う上で大きな障害となるおそれがあるた

めである。

　また、将来の公益活動を阻害するおそれがあるため、リスクの大きい収益事業を行ってはなら

ない。

　収益事業の業種として適当でないものとしては、次のようなものがある。
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ⅰ）風俗関連営業

ⅱ）高利の融資事業

ⅲ）経営が投機的に行われる事業

③　収益事業からの収入については、当該法人の健全な運営のための資金等に必要な額を除き、公

益事業のために積極的に用いられなければならない。

　公益法人が収益事業を行うことが認められるのは、あくまで公益目的を実現するための手段で

あるから、収益事業からの利益の大部分を収益事業の拡張のために投資したり、収益事業活動の

一環として運用することは適当ではない。また、収益事業からの利益は、法人の健全な運営に必

要な額以上を管理費や資産拡大のために充当すべきではなく、公益事業のために積極的に用いる

必要があり、公益事業のために使用する額は可能な限り２分の１以上とする必要がある。

　ところで、収益事業は通常、特別会計とし、その利益は収益事業のために用いられる部分を除

き、一般会計への繰入金として移替えられるが、この額のうちどの程度が公益事業に用いられた

かを判断するのは困難である。したがって、例えば、前年度と比較して収益事業の利益の増加が

あった場合、その増加額に見合って公益事業費が拡大しているか、あるいは公益事業用の資産に

変えられているか等の諸事情を見て、公益事業のために用いられているかどうかを判断する必要

がある。

④　このほか、収益事業が公益事業を阻害することがないよう、収益事業の実態に応じ、適切な指

導を行う必要がある。

（基　準）

３．名　称

　公益法人の名称は、法人の目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なものでなければなら

ず、次のような名称は適当でない。

（1）国又は地方公共団体の機関等と誤認させるおそれのある名称

（2）既存の法人又はその付属機関と誤認させるおそれのある名称

（3）当該法人の活動範囲とかけはなれた名称

（運用指針）

（1）本文（1）について、国又は地方公共団体の機関等とは、国又は地方公共団体が設置する研究所、

試験所等の施設、公社・公団等の特殊法人、国又は地方公共団体が主体となって設立した公益法人、

その他国又は地方公共団体と密接不可分の関係にあるものをいう。したがって、およそ国又は地方

公共団体等と何等の関係のない公益法人に「○○公社（公団）」等の名称をつけることは適当でない。

（2）既存の法人の中で、本文で示したような誤認が生じるおそれのある名称の法人が存在する場合

には、そのような誤認が生じることのないよう、所管官庁は必要な指導を行うものとする。

（基　準）

４．機　関

　公益法人の機関は、当該法人の健全かつ継続的な管理運営を可能とするとの観点から、少なくと

も次の事項に適合していなければならない。

（1）理事及び理事会
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①　理事の定数は、法人の事業規模、事業内容等法人の実態からみて適正な数とし、上限と下限

の幅が大きすぎないこと。

②　社団法人の理事は、総会で選任すること。

　財団法人の理事は、原則として評議員会で選任すること。

③　理事の任期は、原則として２年を基準とすること。

④　理事の任期の満了又は辞任に伴う後任理事の選任については、速やかに行うものとし、後任

の理事が選任されるまでの間、なお職務を行う義務があることを定めること。

⑤　理事のうち、同一の親族（３親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者）、特定の企

業の関係者 （役員、使用人、大株主等）、所管する官庁の出身者が占める割合は、それぞれ理

事現在数の３分の１以下とすること。

　また、同一の業界の関係者が占める割合は、理事現在数の２分の１以下とすること。

⑥　常勤の理事の報酬及び退職金等は、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と

比べて不当に高額に過ぎないものとすること。

⑦　理事会については、理事の多数の意思が適正に反映されるように、その成立要件及び議決要

件等を定めること。

（運用指針）

（1）理事は、民法上の代表機関であり、また、事業及び管理事務等の業務の執行機関であると定めら

れている。更に、理事の業務は、定款、寄附行為、社員総会等で定められた法人の事業及び管理事

務すべてに及ぶ。また、理事会は、理事の意思決定を行い、法人としての意思統一を行う重要な場

である。したがって、理事の定数、任期、構成、報酬、理事会の成立要件及び議決要件は、業務の

執行が公正に行われるよう適切に定める必要がある。

　なお、必要に応じて会長、理事長、専務理事、常務理事等を置き、定款、寄附行為の定めにより

総会や理事会の決定によって代表権、職務権限を明確にする等により適切な執行体制を確保するこ

とも必要である。

　理事の選任等については、以下に示す方法によることとし、現在他の方法によっている法人に対

しては、この趣旨に沿うように定款・寄附行為を変更する等の指導を行う必要がある。

（2）理事の定数

　理事の定数は、法人の事業規模から見て余りに少数であれば、法人の適正な運営を確保すること

が困難になるおそれがある。一方、余りに多数であれば、理事会の運営が法人にとって負担になる。

いずれの場合においても、理事会の機能が形骸化し、特定の理事の専横を招くおそれがある。また、

事業内容によっては、理事の間で職務の分担が必要であったり、一定の有識者等を理事に加える等

の配慮が必要な場合もある。このため、理事の定数は法人の事業規模、内容等に応じ、また同種の

公益法人の例等から判断して適切な数とする必要がある。

　また、理事の定数に関する定款、寄附行為等における規定については、その上限と下限が余り開

きすぎていると、成立要件及び議決要件がその時々で変わる等、理事会の運営上支障をもたらすお

それがあるので適当ではない。

　〔適当な例〕　６人以上 10 人以内　　　25 人以上 30 人以内

（3）理事の選任

　理事の選任を、理事会が行う場合には、公正さを確保できなくなる可能性があるため、理事会を

牽制する機能を有する第三者的機関が行うこととする必要がある。このため、社団法人では総会、

財団法人では原則として評議員会が理事の選任を行う（｢ 原則として」の例外としては、公正な第
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三者機関の承認を得る等、理事選任の公正さが他の方法により確保されている場合等が考えられる

｡）ようにすべきである。

（4）理事の任期

　理事の業務運営の適正を確保するためには、任期を設けて選任機関に信・不信任の機会を与える

必要がある。理事の任期については、長すぎる場合は、特定者との利害関係が深まりがちであるこ

とに加え、第三者的機関の不断のチェックを免れ、理事会の独善を招くおそれがある。一方、短す

ぎる場合は、業務運営の安定性を保てなくなるおそれがある。そこで、理事の任期は原則として２

年を基準とすべきである。

　なお、理事の任期の満了及び辞任後に直ちに後任が選任されずに職務の遂行が中断し、法人の運

営に支障が生ずるのを避けるため、後任の理事が選任されるまでの間、前任の理事は、なお職務を

行う義務がある旨についても定めておく必要があると考えられる。

（5）理事の構成

　理事のうち、同一の親族（３親等以内の親族及びこの者と特別の関係にある者）、特定の企業の

関係者（役員、使用人、大株主等）が、理事会を実質的に支配しうる程度の大きな役割を占めてい

る場合には、法人の運営がこれらの者の利益、又はこれらの者と関係を有する特定の団体等の利益

のために行われるおそれがある。そこで、このような特別の関係にある者の数は、理事会を実質的

に支配できないと予想される程度にとどめる必要があるため、それぞれ理事現在数の３分の１以下

とする必要がある。

　所管する官庁の出身者についても、これらの者が公益法人の理事の多数を占めることにより、当

該公益法人が所管する官庁と一体となって活動し、実質的な行政機関として機能するおそれがある

ため、一定の割合以下にとどめる必要がある。

　ここでいう「所管する官庁の出身者」とは、以下の要件をすべて満たす者を指す ｡　

①　本省庁課長相当職以上（教育職、研究職、医療職は除く ｡）を経験

②　その者のいわゆる「親元省庁」が当該法人を所管する官庁（官庁の組織変更があった場合は、

変更前の官庁組織等の状況も考慮する ｡）

③　退職後 10 年未満の間に当該法人の理事に就任（公務員を退職後５年以上を経ており、この間、

当該公益法人の職員に就いていた者を除く ｡）

　官房付等で退職した者の場合は、前職で判断することとし、外局、施設等機関、特別の機関、地

方支分部局等を含む。複数の官庁の共管の法人の場合は、共管している官庁の出身者の合計が理事

現在数の３分の１以下としなければならない。なお、現職公務員については、公益法人に対する指

導監督等を行うという本来の職務を考えると、公益法人の理事に就任することは望ましくないが、

仮に就任している場合は、これを「官庁の出身者」に含めて考えるものとする。

　また、同一の業界の関係者が理事の多数を占めている場合には、そのような法人は、積極的に不

特定多数の者の利益の実現ではなく、その業界のみの利益や親睦を目指すものとなるおそれがある

ことから、同一の業界の関係者が理事現在数の２分の１以下とする必要がある。

　ここでいう「同一の業界の関係者」は、同一の産業に属する、継続して商業、工業、金融業その

他の事業を行う者を指す（個人事業主を含む ｡）。同一の産業か否かについては、日本標準産業分

類における中分類を一つの参考資料とし、それぞれの実態を踏まえ、所管官庁が判断する。なお、

企業等を退職した者についても、退職後 10 年未満の間に理事に就任した場合には、当該企業が属

する業界の関係者に含まれる。

　公務員出身者については、原則として業界の関係者には含まれない。また、公益法人等の業務に

専ら従事する役職員が当該法人以外の公益法人の理事に就任する場合については、それらの法人等
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の行う事業によりその属する産業を定めるものとし、非常勤等の公益法人等の役員については、原

則として本来行っている事業等により判断するものとする。なお、大学教授等（研究、教育のみに

従事している場合に限る ｡）については、学識者として理事に任命される限りにおいては、業界の

関係者には含まれないものとする。

（6）理事の報酬

　常勤の理事の報酬が、当該公益法人の資産、収支の状況から見てあまり多額になると、公益法人

として行うことの許されない利益配分と見られるおそれがあり、公益事業を圧迫する可能性もある。

また、公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目指すものであるため、税制上の優遇

を受けているものであり、そのような法人に属する理事の報酬が、社会的批判を受けるような高額

なものであってはならない。したがって、常勤の理事の報酬の単価及びその合計額は、このような

事態を招くような不当に高額又は多額なものであってはならない。

　なお、非常勤理事に対して旅費、日当等何らかの報酬が支払われる場合も同様である。

（7）理事会

　理事会は、理事が協議し、法人としての意思を決定する場として非常に重要な役割を有するため、

その成立要件及び議決要件は、理事多数の意思が適切に反映されるものでなければならない。これ

らは、議決する案件の種類等に応じたものである必要があり、一律とする必要はないが、特に定款

又は寄附行為に定める事項を除き、最低でも過半数以上とする必要がある。

　また、理事会の招集権は、会長又は理事長等に委ねられていることも多いが、これらの者の独断で、

理事会が適切に招集されないおそれもあるため、理事会の招集権者が会議を招集しない場合又は欠

けた場合（職務を遂行できない場合も含む ｡）には、一定人数以上の理事から会議開催の請求があっ

たときは、招集権者又はその代行者が会議を招集しなければならないこととする必要があろう。

　なお、理事の人数が多く全国に散在している等のため理事会の頻繁な開催が困難な場合には、特

定の理事による常任理事会を設置して、理事会の議決事項を審議させること又は定款の変更、解散、

収支予算、決算報告、役員等の変更等の最重要事項を除く経常的な事項を処理させることも可能と

考えられる。

（基　準）

（運用指針）

　監事は民法上任意に置けることとされているが、法人の業務、財産の運用、会計の処理等の監査

を行うことにより、法人の業務の適正化を図るために重要な機関であることから、必ず置くように

すべきである。

　この場合、監事は、客観的な立場で、法人の業務執行状況等の状況を監査する必要があるため、

理事を兼ねることは許されず、また、原則として総会、評議員会等の第三者的な機関で選任される

ことを要する（｢ 原則として」の例外として、財団法人において、公正な第三者の承認を得る等、

監事選任の公正さが他の方法により確保されている場合等が考えられる ｡）。

（2）監事

①　監事は、法人の会計、財産、理事の業務執行等の状況を監査するために重要な機関であるこ

とから、必ず１名以上置くこと。

②　監事は理事を兼ねないこと。

③　監事に関し、前記（1）－②～④、⑥を準用すること。



第
�
章
関
連

127

（3）社団法人の総会

①　社団法人の総会については、社員の多数の意思が適正に反映されるように、その成立要件及

び議決要件等を定めること。

②　社員が多数又は全国に散在する等の場合であっても、社員の意思が正当に反映されるような

措置をとること。

（運用指針）

（1）社団法人は、社員によって構成される人的結合体であるから、社員は社団法人の基礎であり、そ

の社員の総意を反映する場である社員総会は、社団法人の最高意思決定機関（民法第 53 条、63 条）

として最も重要な機関である。このため、定款の変更、解散、理事の選任のほか、予算・決算等の

重要事項が、民法又は監督規則等により総会の決議事項とされており、総会は、理事等の執行機関

をチェックするとともに、法人の基本的な運営方針を確立する役割を担っている。

（2）そのため、総会については、社員の多数の意思が適切に反映されるように、成立要件、議決要件

を適正に定め、その厳正な運営を行う必要がある。したがって、仮に社員が多数又は全国に散在す

る等事実上社員全員が出席しての総会が事実上困難な場合においても、出席できない社員の意思が

正当に反映されるような措置をとる必要がある。

（3）社員総会成立のための定足数及び議決数については民法上規定がなく、法人の事情、議決案件の

種類等に応じて定款に自由に規定することができるが、最低でも過半数以上とする必要がある。た

だし、定款の変更又は法人の解散の場合は、定款に定めのない限り議決数は４分の３以上でなけれ

ばならない（民法第 38 条、69 条）。

（基　準）

　また、理事の場合と同様の理由から、任期は原則として２年を基準とし、その報酬及び退職金等は、

当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額なものであってはならな

いものとする必要がある。

（基　準）

（4）評議員及び評議員会

①　財団法人には、原則として、評議員を置き、また、理事及び監事の選任機関並びに当該法人の

重要事項の諮問機関として評議員会を置くこと。

②　評議員は、理事会で選任すること。

③　評議員は、原則として理事又は監事を兼ねないこと。やむを得ず評議員が理事を兼ねる場合に

おいても、その割合は、評議員会を実質的に支配するに至らない程度にとどめること。

④　評議員及び評議員会に関し、前記（1）―①、③、④、⑦を準用するとともに、同一の親族、

特定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者が占める割合は、評議員会を実質的に

支配するに至らない程度にとどめること。

（運用指針）

（1）財団法人は、社団法人と異なり、意思決定機関である社員総会を持たないため、理事の職務権限

が大きく、事業運営上、独断専行が生じやすい。そこで、民法上規定がないが、財団法人に理事等
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の執行機関を客観的立場から牽制し、業務執行の公正、法人運営の適正を図る機関として評議員及

び評議員会を設置する必要がある。

　評議員会には、理事等の業務執行の適正化を図る役割を果たすため、理事の選任機能や重要事項

の諮問機能を持たせる必要があるが、これに加え、理事の監督、重要事項の決定等を行わせること

も可能である。

（2）評議員会は、このように理事会から独立した機関として理事等の執行機関を牽制する役割が求め

られているため、評議員が理事又は監事を兼ねることは適当ではない。評議員が理事を兼ねなけれ

ばならない特別の事情がある場合でも、評議員会を実質的に支配できない程度の割合にとどめる必

要がある。

　また、評議員会と理事会の相互牽制の観点から、評議員は理事会で選任することとする必要があ

る。

（3）評議員の定数については、理事と同様、法人の事業規模、内容等から見て適切なものにする必要

があるが、理事会を牽制する役割からみて、理事と同数程度以上であることが好ましい。

（4）評議員の任期については、理事の場合と同様の理由から、原則として２年を基準とする必要があ

る。また、同一の親族、特定の企業、所管する官庁の出身者及び同一の業界関係者の評議員に占め

る割合は、それぞれ評議員会を実質的に支配できない程度（２分の１以内）にとどめることが必要

である。

（基　準）

（運用指針）

（1）公益法人の意思決定機関、又は業務の執行機関として理事及び理事会が置かれているが、業務の

遂行に伴う日常的な事務を処理するため、事務局を設置することが必要である。

（2）事務局は、当該法人の事業の規模、内容等から見て、これを実施するために必要な程度の組織及

び職員（事務局長１名の外に可能な限り常勤職員）を有している必要があり、これらの事務処理を

行うために必要な事務所等の施設、物品等を確保する必要がある。

（基　準）

（5）事務局及び職員

　当該法人の事務を処理するため、事業の規模、内容等を考慮して事務局を設置し、所要の職員

（可能な限り常勤職員）を置くこと。

５．財務及び会計

　公益法人は、設立目的の達成等のため、健全な事業活動を継続するに必要な確固とした財政的基

礎を有するとともに、適切な会計処理がなされなければならない。したがって、その財務及び会計

については、以下の事項に適合させるよう適切に処理しなければならない。

（1）原則として公益法人会計基準に従い、適切な会計処理を行うこと。

（運用指針）

（1）公益法人の健全かつ適切な会計処理の確保を目的として昭和 52 年３月に公益法人監督事務連絡

協議会により、公益法人会計基準が決定されたが、昭和 60 年 10 月、連絡会議において改正が行わ
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（2）社団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための会費収入及び財産の

運用収入等があること。

（3）財団法人にあっては、設立目的の達成に必要な事業活動を遂行するための設立当初の寄附財産

の運用収入及び恒常的な賛助金収入等があること。

（運用指針）

（1）公益法人の財政的基礎は、社団にあっては会費に、財団にあっては寄附財産に置かれなければな

らないことを前提としており、これらによる相当程度の収入を有すべきである。

（2）ただし、恒常的な賛助金等毎年安定して得られる収入がある場合は、これを含めた資金全体で、

設立目的の達成に必要な事業活動ができるものと考えられる。

（基　準）

れ、昭和 62 年度から実施している。

（2）そこで、会計基準自体に定める例外を除き、すべての公益法人においてこの会計基準を適用し、

会計処理の適正を期すよう指導する必要がある。

（基　準）

（4）基本財産の管理運用は、寄附者が寄附する際にその管理運用方法を指定した場合を除き、固定

資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値が生ずる方法で行うこと。

（運用指針）

（1）財団法人の基本財産は、財団法人の人格の基礎であり、公益活動を行うための収入の基本となる

重要な財産であることから、その管理運用に当たっては、これが減少することは厳に避ける必要が

あるとともに、さらに、公益事業のために資する価値を生ずるように活用しなければならない。

（2）したがって、基本財産の管理運用は、安全、確実な方法、すなわち元本が確実に回収できるほか、

固定資産としての常識的な運用益が得られ、又は利用価値を生ずる方法で行う必要があり、次のよ

うな財産又は方法で管理運用することは、原則として適当でない。

　①　価値の変動が著しい財産……株式、株式投資信託、金、外貨建債券等

　②　客観的評価が困難な財産……美術品、骨董品等

　③　減価する財産……建築物、建造物等減価償却資産

　④　利子又は利用価値を生じない財産……現金、当座預金、事務所用施設

　⑤　換金の容易な財産……普通預金、預入期間の短い定期預金等の流動資産

　⑥　回収が困難になるおそれのある方法……融資

（3）ただし、博物館の運営を事業とする法人等が、美術品、骨董品等の財産を保全する必要があるこ

とから、基本財産とする場合などは、好ましいものと考えられるなど、所管官庁が指導を行うに当

たっては、当該公益法人の目的等も十分考慮する必要がある。

（基　準）
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（運用指針）

（1）公益法人が手持又は通常の収入では賄えない支出を行う場合、資金の借入を行う必要がある。そ

のような借入には、一時的なつなぎ資金のための借入以外に、長期の借入（返済期限が１年以上の

借入）を行う場合もあり得る。このような長期借入は、事業の拡張や経営の建て直し等、公益法人

の運営上、重要な事態にかかることが多く、またその額の如何によっては、法人の命運を左右しか

ねないため、十分注意を払って行う必要がある。

（2）このため、公益法人が長期借入を行うに際しては、年度当初に収支予算書に明記し、理事会及び

総会等の承認を得なければならないが、その際、

①　確実な返済計画はあるか

②　借入先及び利息は適切か

③　長期借入金の使途及び額は適切か

④　その他、公益活動に支障をもたらすものでないか

　等について、十分な検討が必要と考えられる。

（3）所管官庁においては、収支予算書に長期借入金収入が計上されている場合には、上記（2）①～

④の事項について、十分な状況把握に努める必要がある。

　また、当初予算に計上されておらず、年度途中に長期借入を行う必要が生じた場合や、当初予算

に計上しているものであっても年度当初には、借入先、利子率等借入の詳細が決定していない場合

（5）運用財産の管理運用は、当該法人の健全な運営に必要な資産（現金、建物等）を除き、元本が

回収できる可能性が高くかつなるべく高い運用益が得られる方法で行うこと。

（運用指針）

（1）基本財産以外の資産、すなわち、運用財産の管理運用に当たっても、安全、確実な方法で行うこ

とが望ましい。しかしながら、その時々の経済・金融情勢にかんがみ、一定のリスクはあるが、高

い運用益の得られる可能性のある方法で管理運用し、公益事業の安定的・積極的な遂行に資するこ

とが望まれる。そこで、運用財産のうち、日常的経費の支出に必要な現金、事務所用施設等、当該

法人の当面の運営に必要な資産を除いては、元本が回収できる可能性が高くかつなるべく高い運用

益が得られる方法で管理することが望ましい。

（2）運用財産については、株式投資又は株式を含む投資信託等による管理運用も認められる。ただし、

子会社の保有のための株式の保有等は認められないものであり、株式の取得は、公開市場を通して

のもの等に限られる（株式の保有等については、本基準６. 参照）。

（3）公益法人の財産（基本財産、運用財産双方）については、価値の変動の激しい財産、客観的評価

が困難な財産等価値の不安定な財産又は過大な負担付財産が財産の相当部分を占めないようにする

必要がある。

（基　準）

（6）公益法人が長期借入（返済期限が１年以上の借入をいう ｡）を行う場合にあっては、確実な返

済計画を策定する等公益活動に支障をもたらすことのないよう十分留意するとともに、収支予算

書に明記し、理事会及び総会の承認を得る等の措置をとるとともに、所管官庁への届出等を行う

こと。
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（7）いわゆる「内部留保」については、公益事業の適切かつ継続的な実施に必要な程度とすること。

　なお、ここでいう「内部留保」とは、総資産額から、次の項目等を除したものとする。

①　財団法人における基本財産

②　公益事業を実施するために有している基金

③　法人の運営に不可欠な固定資産

④　将来の特定の支払いに充てる引当資産等

⑤　負債相当額

（運用指針）

（1）公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする、非営利の法人であり、本来単

年度の収支において、大幅な黒字を有するものではない。しかしながら、物価水準や金利等の社会

経済情勢の変化や、会員数の増減等の法人に関する状況の変化等を考慮すると、公益事業を適切、

継続的に行うためには、ある程度のいわゆる「内部留保」を有することは必要である。

（2）しかしながら、公益法人は、その事業目的、非営利性等から税制上の優遇等が認められているも

のであり、有することができる「内部留保」についても、その規模は一定の範囲内にとどめるべき

である。

　公益法人の内部留保の水準としては、過去の収入の変動等を考慮しつつ、社会経済情勢の変化等

が生じた場合であっても、当該法人が実施している公益事業を、当面支障なく実施できる程度にと

どめることを目途とするべきである。その水準は、当該法人の財務状況等によっても異なるもので

あり、一律に定めることは困難であるが、原則として、一事業年度における事業費、管理費及び当

該法人が実施する事業に不可欠な固定資産取得費（資金運用等のための支出は含めない ｡）の合計

額の 30％程度以下であることが望ましい。

（3）本文における「内部留保」とは、総資産額から、次の項目等を除したものとする。

①　財団法人における基本財産

②　公益事業を実施するために有している基金（事業目的が限定的であり、容易に取り崩しができ

ないものに限る ｡）

③　法人の運営に不可欠な固定資産：法人事務所・事業所、土地、設備機器等

④　将来の特定の支払いに充てる引当資産等：退職給与引当資産、減価償却引当資産等

⑤　負債相当額（将来の支出が明瞭なものに限る。また、引当資産を有しているものは除く ｡）

　なお、固定資産については、真に必要な水準に限られるべきであり、法人の事業内容、規模等か

ら考えて不必要に広い法人事務所等は、これに該当しない。

　また、引当資産についても、法人の運営上将来必要な特定の支払いに充てることが明瞭であり、

かつその支払い等が可能な限り明確に予定されているものに限られるべきである。したがって、退

職給与引当金の債務の額を超えて引当てられた退職給与引当資産等は、これに該当しない。

（基　準）

においても、所管官庁は、必要な資料の届出を受けること等により、当該法人の長期借入の状況把

握に努める必要がある。

（基　準）
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（8）管理費の総支出額に占める割合は過大なものとならないようにし、可能な限り２分の１以下と

すること。また、人件費の管理費に占める割合についても、過大なものとならないようにすること。

（運用指針）

（1）管理費は、通常、理事会等の開催・運営のための経費等の事務費、（管理部門の）役員及び職員

の報酬、給与等の人件費、賃貸料等事務所の維持管理費、光熱費からなり、公益法人の運営に必要

な基礎的な経費である。しかし、結局は、公益法人の内部に還元される傾向の強い経費であること

から、当期支出合計額に占める割合が過大になり、公益事業を圧迫するようなことがあってはなら

ない。合理的な経営により、管理費を可能な限り総支出額の２分の１以下に抑え、これを超える場

合には、管理費のうち、何が過大であるかを把握し、役職員の削減、事務所の見直し等により、経

費の削減を図るよう、適切な指導を行う必要がある。

（2）管理費の最も大きな割合を占めるのが人件費と考えられるが、そのうち常勤の理事の報酬等につ

いては、本基準４. 機関において、当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて

不当に高額に過ぎないものとすることを定めているところであるが、職員の給与等についても過大

なものとならないようにする必要がある。したがって、給与等の妥当性、管理部門と事業部門との

適正な人員の配置等により、管理費のほとんどを人件費が占めるようなことのないようにする必要

がある。

（基　準）

６．株式の保有等

（1）公益法人は、原則として、以下の場合を除き、営利企業の株式保有等を行ってはならない。

①　上記５－（5）における財産の管理運用である場合。ただし、公開市場を通じる等ポートフォ

リオ運用であることが明らかな場合に限る。

②　財団法人において、基本財産として寄附された場合

（2）上記（1）により株式を保有する場合であっても、当該営利企業の全株式の２分の１を超える

株式の保有を行ってはならない。

（3）上記（1）の理由により株式保有等を行っている場合（全株式の 20％以上を保有している場合

に限る ｡）については、毎事業年度の事業報告書に当該営利企業の概要を記載すること。

（運用指針）

（1）公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする、非営利の法人であることから、

営利企業を設立してはならない。したがって、公益法人の理事が当該公益法人を代表して営利企業

の設立発起人となったり、当該営利企業に出資を行うことがあってはならない。

　また、公益法人が営利企業と事業執行形態あるいは経理の混同、不合理な資金の融通、施設の無

償貸与その他過度の便宜供与を行うこと等によって、営利企業の実質的な経営を行うことも厳に避

けなければならない。

（2）公益法人が株式を保有できるのは、原則として、以下の場合に限られる。

①　運用財産の管理運用の場合。ただし、あくまで管理運用であることを明確にするため、上場株

や店頭公開株のように、証券会社の通常の取引を通じて取得できるものに限る。

②　財団法人において、基本財産として寄附された場合。これは、設立時に限らず、設立後に寄附
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されたものも含む。

（3）基本財産として株式等が寄附される場合には、財団法人としての適切な活動等のため、所管官庁

においては、寄附を受けた財団法人の理事と当該営利企業の関係者との関係、基本財産の構成、株

式等の寄附の目的について十分注意し、必要に応じ適切な指導等を行う。

（4）本基準には規定されていないが、法律により認められているもの（特定の公益法人が指定されて

いる場合のほかに、当該株式等が保有される特定の営利企業が指定されている場合を含む ｡）につ

いては、当然株式等の保有は可能である。

（5）本文（1）－①、②のような場合については、株式の保有等は認められるが、その場合であっても、

当該公益法人が当該営利企業を実質的に支配することのないように、その保有の割合は、２分の１

を超えてはならない。

（6）本文（1）の理由により株式保有等を行っている場合（全株式の 20％以上を保有している場合に

限る ｡）については、毎事業年度の事業報告書に、当該営利企業の概要として、事業年度末現在の

次の事項を記載すること。

　①　名　称

　②　事務所の所在地

　③　資本金等

　④　事業内容

　⑤　役員の数及び代表者の氏名

　⑥　従業員の数

　⑦　当該公益法人が保有する株式等の数及び全株式等に占める割合

　⑧　保有する理由

　⑨　当該株式等の入手日

　⑩　当該公益法人と当該営利企業との関係（人事、資金、取引等）

（7）公益法人が営利企業にその業務の一部を現物出資し、その対価として取得する当該営利企業の株

式等については、その取得後速やかに処分すること。

　当該株式等を保有している間においては、上記（6）の規定に従い、毎事業年度の事業報告書に、

当該営利企業の概要を記載すること。なお、この記載は、保有する株式等の全株式等に占める割合

にかかわらず行うものとする。

（基　準）

７．情報公開

（1）公益法人は、次の業務及び財務等に関する資料を主たる事務所に備えて置き、原則として、一

般の閲覧に供すること。

　　①　定款又は寄附行為

　　②　役員名簿

　　③　（社団法人の場合）社員名簿

　　④　事業報告書

　　⑤　収支計算書

　　⑥　正味財産増減計算書

　　⑦　貸借対照表

　　⑧　財産目録
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　　⑨　事業計画書

　　⑩　収支予算書

（2）所管官庁においては、（1）に規定する資料を備えて置き、これらについて閲覧の請求があった

場合には、原則として、これを閲覧させるものとする。

８．経過措置等

（1）所管官庁は、本基準に適合しない公益法人に対しては、原則として３年以内に本基準に適合す

るように指導する。

　ただし、既に設立されている法人で、法人格を取得する手段が民法第 34 条によることに限ら

れたため、公益法人となっている業界団体等に関しては、真にやむを得ない事項については、法

人に関する抜本的法改革を待って対応することとする。それまでの間は、所管官庁においては、

当該業界関係者又は所管する官庁の出身者以外の者を、可及的速やかに監事とすることにより、

公正さを担保するとともに、それぞれの定款等により定められた業務を適切に行うよう強力に指

導するものとする。

（運用指針）

（1）公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする、非営利の法人であり、日本の

社会経済において重要な役割を担うとともに、相応の社会的責任を有している。このような公益法

人については、自らの業務及び財務等に関する情報を自主的に開示する必要がある。

（2）備え置く期間等は、次のとおりとする。

①　定款又は寄附行為、役員名簿、社員名簿：可能な限り最新の状態で、常に備えて置くこと

②　事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録：当該事業年度の終了

後、原則として３カ月以内に備え、５年間備えて置くこと

③　事業計画書、収支予算書：当該事業年度の開始後、原則として、３カ月以内に備え、次事業年

度の事業計画書等が備えられるまで、備えて置くこと

（3）所管官庁においては、所管公益法人に関する一覧表を備えて置き、閲覧の請求があった場合には、

これを閲覧させるものとする。なお、一覧表の記載事項は次のとおりとする。

　①　名　称

　②　所管する部局（担当局担当課等）の名称

　③　公益法人の主たる事務所の所在地・電話番号

　④　設立年月日

　⑤　代表者職名・氏名

　⑥　主な目的・事業

（4）原則として、公益法人を直接所管する部局においては、本基準（1）に規定する資料を備えて置き、

これらについて閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させるものとする。

　なお、所管官庁においては、少なくとも上記（2）で規定されている期間は、これらの資料を備

えて置くものとする。

（5）公益法人会計基準以外の会計基準を用いている法人の場合は、本文に定められている資料に相当

するものについて同様に扱うものとする。

（基　準）



第
�
章
関
連

135

（運用指針）

（1）本基準は、既に設立されている法人及び今後設立される法人の両方に適用される。既に設立され

ている法人において、本基準に適合しないものがある場合には、原則として本基準に、本基準の閣

議決定日から３年以内に適合しなければならない。また、今後設立が許可されるものは、本基準に

適合するものに限られる。

　なお、新たに具体的基準が定められたもののうち、本基準５－（7）の内部留保に関するものは、

閣議決定の改正日から３年以内に新たな基準に適合するように指導する。

（2）既に設立されている公益法人の中には、いわゆる業界団体や、公益法人として適当でない目的を

有しているが、法人格を取得する手段が民法第 34 条によることに限られたため、公益法人となっ

ているものが存在する。このようなものについては、その設立の経緯等から考えて、今回定められ

た基準に適合することができないものがあると考えられるが、そのうち真にやむを得ない事項（業

界団体の理事構成、互助会の事業内容等）については、法人に関する抜本的法改革を待って対応す

ることとする。それまでの間は、当該業界関係者又は所管する官庁の出身者以外の者を、可及的速

やかに監事とすることで、公正さを確保するものとする。また、それぞれの定款又は寄附行為によ

り定められた業務を適切に行うこととする。

（基　準）

（2）本基準６の株式の保有等において認められている理由以外の理由により、現在株式の保有等を

行っている公益法人は、原則として、平成 11 年９月末までにこれを処分すること。

（3）仮に、上記（2）で定められた期限までに処分できない場合であっても、その後も処分するた

めの努力を続けること。

（4）現に株式保有等を行っている公益法人で、必要な努力を行ったにもかかわらず処分が困難な株

式等を保有しているものの取扱については、原則禁止のもと、更に検討する。

　その際、処分が困難な株式等を保有しているものについては、当該公益法人の名称、保有して

いる株式等、保有している理由等を、毎年度「公益法人に関する年次報告」に記載することによ

り、その実態を明らかにする。

　また、各公益法人においても、その毎事業年度の事業報告書に当該営利企業の概要を記載する

こと。

（運用指針）

（1）本基準６の株式の保有等の（1）に定められた理由以外の理由により、現在株式の保有等を行っ

ている公益法人は、早急に売却等その処分を行い、原則として、平成 11 年９月末までに終了する

こと。

（2）仮に、上記（1）で定められた期限までに処分ができない場合であっても、その後も処分するた

めの努力を続けること。

（3）現に株式保有等を行っている公益法人で、必要な努力を行ったにもかかわらず処分が困難な株式

等を保有しているもの（株式保有等を事業としているもの等を含む ｡）の取扱については、原則禁

止のもと、更に検討を行う。

　その際、処分が困難な株式等を保有しているものについては、次の事項を「公益法人に関する年

次報告」に記載し、その実態を明らかにする。そのため、所管官庁は、必要な資料を、総務省に提

出する。
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　①　当該公益法人を所管する部局の名称

　②　当該公益法人の名称

　③　当該営利企業の名称

　④　当該公益法人が保有する株式等の数及び全株式等に占める割合

　⑤　保有する理由

　⑥　当該株式等の入手日

　⑦　当該公益法人と当該営利企業との関係（人事、資金、取引等）

（4）上記（3）の「公益法人に関する年次報告」による実態の公表は、平成 10 年度から実施する。

（5）各公益法人においても、その毎事業年度の事業報告書に当該営利企業の概要を記載すること。記

載事項については、本運用指針６－（6）の規定に従うものとする。

（基　準）

（6）２－（3）のうち「営利法人等への転換」については、関係省庁において検討がなされ、必要な

制度が整った後に実施されるものとする。

（運用指針）

　公益法人の営利法人等への転換については、法務省を中心とした検討の結果、現行法制度の下にお

いても基本的には可能であるとの結論を得たことから、｢ 公益法人の営利法人等への転換に関する指

針」に基づき、実施するものとする。

　　附　則（平成 12 年 12 月 26 日一部改正）

この申合せは、平成 13 年１月６日から施行する。

（5）本基準７の情報公開については、平成 10 年１月以降に始まる新事業年度から本基準に適合し

た形で情報公開を行うこと。

（運用指針）

　本基準７の情報公開については、平成 10 年１月以降に始まる新事業年度からは本基準に適合した

形で情報公開を行うこと。過去のものについても、可能な限り本基準に適合した形で情報公開を行う

こと。

　また、所管官庁においては、平成 10 年１月中に必要な一覧表の作成を行い、平成 10 年２月から備

えて置くこととする。

（基　準）
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資料６　公益法人会計基準

第１　総　則

１　目的及び適用範囲

（1）この会計基準は、民法（明治29年法律第89号）第34条の規定に基づき設立された公益法人（以

下「公益法人」という ｡）の会計についてその拠るべき基準を定め、公益法人の健全なる運営

に資することを目的とする。

（2）この会計基準は、公益法人が行う事業のうち、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

を適用することがより合理的な事業については、これを適用しない。

２　一般原則

　公益法人は、次に掲げる原則に従って、収支予算書、会計帳簿及び計算書類（収支計算書、正

味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録をいう。以下同じ ｡）を作成しなければならない。

（1）収入及び支出は、予算に基づいて行わなければならない。

（2）会計帳簿は、複式簿記の原則に従って正しく記帳しなければならない。

（3）計算書類は、会計帳簿に基づいて収支及び財産の状況に関する真実な内容を明りょうに表示

するものでなければならない。

（4）会計処理の原則及び手続き並びに計算書類の表示方法は、毎事業年度これを継続して適用し、

みだりに変更してはならない。

３　事業年度

　公益法人の事業年度は、定款又は寄附行為で定められた期間によるものとする。

４　会計区分

　公益法人は、特定の目的のために特別会計を設けることができる。

５　収支予算書及び計算書類の科目

　収支予算書及び計算書類の科目は、別表に準拠してその性質を示す適当な名称で表示するもの

とする。

第２　収支予算書

１　収支予算書の内容

　収支予算書は、当該事業年度において見込まれるすべての収入及び支出の内容を明りょうに表

示するものでなければならない。

２　収支予算書の構成

　収支予算書は、収入予算及び支出予算から構成されるものとする。

　なお、借入金限度額及び債務負担額については、これを収支予算書に注記するものとする。

３　収支予算書の作成

　収支予算書は、原則として、当該事業年度の始まる以前に作成しなければならない。ただし、

当該事業年度中においてこれを変更することができる。

４　収支予算書の様式

　収支予算書は、様式１（略）に準じ作成するものとする。この場合において、特別会計を設け

ているときは、様式７（略）に準じ総括表を併せて作成するものとする。

昭 和 60 年 ９ 月 17 日

公益法人指導監督連絡会議決定
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第３　会計帳簿

１　主要簿

　公益法人は、次の主要簿を備え、すべての取引を記帳しなければならない。

（1）仕訳帳

（2）総勘定元帳

２　補助簿

　公益法人は、原則として次に掲げる補助簿を備え、関係事項を記帳しなければならない。

（1）現金出納帳

（2）預金出納帳

（3）収支予算の管理に必要な帳簿

（4）固定資産台帳

（5）基本財産明細帳

（6）会費明細帳

３　会計帳簿の様式

　　　会計帳簿は、公正な会計慣行の様式により作成するものとする。

第４　収支計算書

１　収支計算書の内容

　収支計算書は、当該事業年度におけるすべての収入及び支出の内容を明りょうに表示するもの

でなければならない。

２　収支計算書の構成

　収支計算書は、収支の予算額と決算額とを対比して表示しなければならない。

　この場合において予算額と決算額との差異が著しい項目については、その理由を収支計算書の

備考欄に注記するものとする。

３　収支計算書の様式

　収支計算書は、様式２（略）に準じ作成するものとする。この場合において、特別会計を設け

ているときは、様式８（略）に準じ総括表を併せて作成するものとする。

第５　正味財産増減計算書

１　正味財産増減計算書の内容

　正味財産増減計算書は、当該事業年度における正味財産のすべての増減内容を明りょうに表示

するものでなければならない。

　ただし、正味財産の増減がきわめて少額である場合等相当な理由があるときは、正味財産増減

計算書を省略することができる。この場合においては、当該項目及び金額を様式５の７（略）に

準じ注記しなければならない。

２　正味財産増減計算書の構成

　正味財産増減計算書は、資産及び負債の各科目別に増加額及び減少額を記載して当期正味財産

増加額（減少額）を求め、これに前期繰越正味財産額を加算して期末正味財産合計額を表示しな

ければならない。

　ただし、資産及び負債の各科目別に増加額及び減少額を記載する方法に代えて、当期正味財産

増加額（減少額）の発生原因を示す方法を用いることができる。

３　正味財産増減計算書の様式

　正味財産増減計算書は、様式３－１（略）（前項ただし書きの方法を用いる場合にあっては様

式３－２（略））に準じ作成するものとする。この場合において、特別会計を設けているときは、
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様式９－１（略）（又は様式９－２（略））に準じ総括表を併せて作成するものとする。

第６　貸借対照表

１　貸借対照表の内容

　貸借対照表は、当該事業年度末現在におけるすべての資産、負債及び正味財産の状態を明りょ

うに表示するものでなければならない。

２　貸借対照表の区分

　貸借対照表は、資産の部、負債の部及び正味財産の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び

固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分しなければならない。

３　資産の貸借対照表価額

　資産の貸借対照表価額は、取得価額又はこの額から相当の減価額を控除した額とする。交換、

受贈等によって取得した資産の取得価額は、その取得時における公正な評価額とする。

４　正味財産

（1）正味財産の部には、基本金及び当期正味財産増加額（減少額）を内書として記載するものと

する。

（2）基本金は、当該法人が基本財産と定めた資産の合計額をいう。

５　貸借対照表の様式

　貸借対照表は、様式４（略）に準じ作成するものとする。この場合において、特別会計を設け

ているときは、様式 10（略）に準じ総括表を併せて作成するものとする。

第７　財産目録

１　財産目録の内容

　財産目録は、当該事業年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名称、数量、価

額等を詳細に表示するものでなければならない。

２　財産目録の区分

　財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に区分し、正味財産の額を示さな

ければならない。

３　財産目録の価額

　財産目録の価額は、貸借対照表記載の価額と同一とする。

４　財産目録の様式

　財産目録は、様式６（略）に準じ作成するものとする。

第８　計算書類の注記

１　計算書類には、次の事項を注記しなければならない。

（1）資産評価の方法、固定資産の減価償却、引当金の計上基準、資金の範囲等計算書類の作成に

関する重要な会計方針

（2）重要な会計方針を変更したときは、その旨及び当該変更による影響額

（3）基本財産の増減額及びその残高

（4）担保に供している資産

（5）次期繰越収支差額の内容

（6）固定資産について直接法によって減価償却を行っている場合には、当該資産の取得価額、減

価償却累計額及び当期末残高

（7）保証債務（債務の保証を主たる目的事業とする法人の場合を除く ｡）

（8）正味財産増減計算書を省略する場合又は正味財産増減計算書の作成に当たり、第５の２のた

だし書きの方法を用いる場合にあっては、資産及び負債の重要な科目別増加額及び減少額
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（9）その他公益法人の収支及び財産の状況を明らかにするために必要な事項

２　注記事項の記載様式

　　　計算書類に対する注記事項は、様式５（略）に準じ記載するものとする。

第９　書類の保存

　公益法人の収支予算書、会計帳簿及び計算書類は、最低 10 年間保存しなければならない。

第 10　会計処理規程

　公益法人は、この会計基準に基づき、固定資産管理者、出納責任者、会計帳簿、収支の期間区分

に関する事項、予算の流用に関する事項等会計処理のために必要な事項について会計処理規程を作

らなければならない。
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資料７　会計基準の適用状況別法人数
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資料８　公認会計士・税理士の関与状況別法人数
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資料９　行政改革大綱（抜粋）

５　公益法人に対する行政の関与の在り方の改革

（1）委託等、推薦等に係る事務・事業の見直し

　国から公益法人が委託等、推薦等を受けて行っている検査・認定・資格付与等の事務・事業に

ついては、官民の役割分担及び規制改革の観点から厳しく見直した上で、今後とも国の関与が必

要とされるものについては、国自らが行い又は独立行政法人に行わせることとし、独立行政法人

への事務移管その他所要の措置を講ずる。これ以外のものについては、当該事務・事業に対する

国の関与は廃止するなどの措置を講ずる。

（2）財政負担の縮減・合理化

ア　基本的考え方

　国からの公益法人への補助金・委託費等（以下、「補助金等」）については、上記（1）の業

務の見直しの内容も踏まえつつ、官民の役割分担の観点、限られた財政資金の効率的使用の観

点、及び行政の説明責任の確保と透明性の向上の観点から厳しく見直し、その縮減・合理化を

進めることとする。

イ　公益法人に対する補助金等の支出の適正化

　公益法人に対する補助金等の支出の適正化については、委託等、推薦等に係る事務・事業の

見直しと併せて検討を進めることとし、独立行政法人への事務移管その他必要な措置を以下の

ように講ずる。

（ア）国が公益法人に対して交付する補助金等で、当該法人が更に他の公益法人やその他の法

人等の第三者に分配・交付するものについては、当該補助金等を整理・統合した上で、国自

ら又は独立行政法人が分配・交付することとする。

（イ）国からの補助金等により公益法人が行う事務・事業であって、当該法人の総収入に対し、

その補助金等が大部分を占める場合は、その必要性等について厳しく精査を行い、当該事務・

事業を整理・統合した上で国自らが行い又は独立行政法人に行わせることとし、これを適用

することが困難な公益法人については別途検討する。

（ウ）官民の役割分担の徹底、役員報酬の適正化の観点から、公益法人に対する補助金等にお

いて役員報酬に係る助成は行わないこととする。

（3）措置期限・経過措置等

ⅰ）上記（1）、（2）の改革は、平成 13 年度末を目途に実施計画を策定した上で、平成 17 年度末

までのできる限り早い時期に実行することとする。

ⅱ）なお、それまでの間は、「『公益法人の設立許可及び指導監督基準』及び『公益法人に対する

検査等の委託等に関する基準』について」（平成８年９月 20 日閣議決定）の規定の徹底を図る。

ⅲ）経営情報の公開については、上記閣議決定に加え、国からの委託等、推薦等又は補助金等に

係る事業内容等の公開や外部からの業績評価を進めるとともに、指定法人の情報公開の在り方

平成12年12月１日

閣 議 決 定
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の検討及び公益法人会計基準の改善策の検討を行う。

ⅳ）また、役員の報酬等の在り方について、特殊法人等における検討を踏まえ、所要の措置を検

討する。

（4）地方公益法人に係る措置

　都道府県所管公益法人について、国は、地方公共団体に対し、上記（1）、（2）と同様の措置を

講ずるよう要請するとともに、地方公共団体の支出についても、国の公益法人改革を踏まえて、

地方交付税措置の見直しを行うものとする。
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資料 10　公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて

１．最近の社会・経済情勢の進展を踏まえ、民間非営利活動を社会・経済システムの中で積極的に位

置付けるとともに、公益法人（民法第 34 条の規定により設立された法人）について指摘される諸

問題に適切に対処する観点から、公益法人制度について、関連制度（ＮＰＯ、中間法人、公益信託、

税制等）を含め抜本的かつ体系的な見直しを行う。

２．上記見直しに当たっては、内閣官房を中心とした推進体制を整備し、関係府省及び民間有識者の

協力の下、平成 14 年度中を目途に「公益法人制度等改革大綱（仮称）」を策定し、改革の基本的枠

組み、スケジュール等を明らかにする。また、平成 17 年度末までを目途に、これを実施するため

の法制上の措置その他の必要な措置を講じる。

平成14年３月29日

閣 議 決 定
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資料 11　公益法人制度の抜本的改革に向けて（論点整理）

１　公益法人制度の抜本的改革の必要性

（1）我が国の公益法人（民法第 34 条の規定により設立される社団法人及び財団法人をいう。以下

同じ。）制度は明治 29 年の民法制定以来 100 余年にわたる歴史を有しているが、この間、制度の

抜本的な見直しは行われてこなかった。その一方で学校法人等の特別法に基づく公益を担う法人

制度が多数創設されてきている。

　また最近では、特定非営利活動促進法（以下「ＮＰＯ法」という。）が制定され、比較的広い

分野で活発に活動を展開しつつある。さらに、非営利非公益法人制度が存在しなかった民法の問

題点を補って中間法人法が整備された。しかし、制度論としてはかえって複雑になったとの指摘

もある。

（2）一方、今後の我が国社会において民間非営利活動が果たすべき役割はますます重要となり、公

益法人は、これら非営利（※）の活動を担う代表的な主体として、歴史的に一定の大きな役割を

果たしてきている。

　しかし、公益法人制度に関しては、その運営、指導監督、ガバナンスなどの在り方について、

次のような批判がしばしば見受けられ、制度の廃止も含めて検討すべきではないかとの意見もあ

るところである。

ア　主務官庁の自由裁量による許可主義を採用しているため、法人設立が簡便ではない。また、

同一法人に対しても事業分野ごとの主務官庁の指導監督があり、極めて煩雑である。

イ　公益性の判断基準が不明確であり、かつ、行政が自由裁量で判断するのは良くない。

ウ　主務官庁による一般的な指導監督権限を背景に、不祥事が発生するたびに指導監督が強化さ

れてきたが、こうした事前規制の仕組みが限界に来ている。

エ　公益法人への公務員のいわゆる「天下り」が多く、その公益法人への検査、検定等の行政事

務の委託等により、民間企業や個人の活動が著しく阻害されている事例が多数見受けられる。

オ　現状のディスクロージャー（業務・財務等の資料の開示）は、インターネットの活用等の改

善もなされているが、その内容が分かりにくい、あるいは法的根拠を持たないガイドラインに

基づく制度のため必ずしも徹底されない等の問題がある。

カ　公益性を時代や法人活動の変化に即して柔軟に見直す仕組みがなく、公益法人の中には公益

法人といえない、営利法人や中間法人に本来的に分類されるべき性格のものが混在している。

キ　財団法人については、低金利時代に運営が困難になっており、また社団化しつつあるものも

見受けられる。財団法人制度の抜本的改革が必要である。

　※「非営利」とは、剰余金を構成員に分配することを目的としないことをいう（以下同じ）。

（3）営利法人の基本法である商法が、コーポレートガバナンス（企業統治）の観点から、近年数次

平成 14 年８月２日

行政改革推進本部報告
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にわたる大幅な見直しが行われていること、ＮＰＯ法及び中間法人法の国会審議の際の附帯決議

において、公益法人制度の見直しについても言及されていることも踏まえれば、いまや公益法人

制度そのものについて関連制度も含めて抜本的かつ体系的な見直しを行い、真に時代の要請にこ

たえ得る非営利法人制度の基本的制度として再構築することが必要である。

（4）この場合、現行のＮＰＯ法は民法の特別法としても独特の存在であるので、新たな基本的制度

の中に発展的に解消される可能性が高いと考えられる。

２　非営利法人制度のあるべき姿

　非営利法人制度のあるべき姿としては、次のようなものが求められる。

（1）簡便な方法で法人が設立できる。（簡便性）

（2）「公益性の判断」がされる場合は、その基準ができるだけ客観的かつ明確な形で示されている。

（客観性）

（3）民間の自主性を尊重する観点から、法人の設立や活動への行政の関与が最小化されている。（自

律性）

（4）法人運営やその活動の姿が広く国民に分かりやすいものとなる。（透明性）

（5）時代の変遷や活動内容の変化に応じ、法人の位置付け等が柔軟に見直される。（柔軟性）

３　非営利法人制度改革の方向

　非営利法人制度のあるべき姿を踏まえ、公益法人制度改革の方向性に関し、法人類型、法人格取

得、公益性判断、適正運営の確保という４つの視点について、それぞれ複数の選択肢を示す。

　なお、現行の財団法人制度については、①基本財産を持った非営利の法人とすること、②公益信

託制度を改革してその中に取り込むこと、などが方向性として考えられる。

（1）法人類型

　法人類型としては、次の２通りの改革パターンが想定されるが、法人設立が簡便であり、より

抜本的かつ体系的な見直しとなる改革パターン①を基本検討パターンとして検討する。しかし、

議論を深める上で有益であるので、改革パターン②も参考パターンとして併せて検討することと

する。

ア　公益法人と中間法人という類型を「非営利法人（仮称）」という一つの類型にまとめる。（改

革パターン①）

イ　非営利法人を２類型に分け、公益性を有するものは「非営利・公益法人（仮称）」という類

型とし、非営利非公益の法人（現行の中間法人）は、新制度においても「中間法人（仮称）」

という類型とする。（改革パターン②）

（2）法人格取得

ア　改革パターン①の場合、法人格の取得は登記のみによることとする（準則主義）。

イ　改革パターン②の場合、「非営利・公益法人（仮称）」は行政庁の認証により法人格を取得し

（認証主義）、「中間法人（仮称）」は登記のみによることとする（準則主義）。
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（3）公益性の判断

　改革パターン①の場合、法人格の取得とは別の問題として、公益性判断の要否が問題となり、

ア又はイの選択が必要である。

ア　法人制度上公益性判断の仕組みを設けない。この場合、公益性の判断は税法の適用について

のみ行われることとなる。

イ　法人制度上、公益の概念を取り入れ、法人の公益性を個別に判断する仕組みとする。この場

合、公益性の判断は次の方法のいずれかによることとする。

①定款に公益の要件（不特定多数の者の利益を図ること、剰余金を構成員に分配しないこと、

残余財産は類似公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄附すること）を定めた場合には、

非営利公益法人を称することが出来ることとする。ただし、税法の適用は税務当局の判断で

行われる。

②公益性の判断を、主務官庁制の弊害を排除した上で、行政庁の認証によって行うこととする。

　この場合、法人設立時の申請により認証する制度と、非営利法人としての一定期間の活動

実績で判断し認証する制度が考えられる。

 

※　イの場合、公益について法律上可能な限り明確に定義することが必要と考えられる。

　また、公益性の認証等を受けた法人について、公益目的の遂行を制度上担保する仕組み（日頃の

活動や支出への一定の制限、特別のガバナンス等）や、公益性の認証等が取り消された場合の解散

時の残余財産の取扱い等を検討する必要がある。

※　改革パターン②の場合も同様に、公益について法律上可能な限り明確に定義すること、公益目的

の遂行を制度上担保する仕組みを検討することが必要である。　　

　また、公益性を有することをもって法人格を取得しているため、設立後に公益性が失われた場合

には、法人格そのものを取り消すこと（又は、財産承継に伴い不当な利得が生じないよう、移行に

関し公平かつ合理的なシステムを構築した上で、他法人類型へ移行させること）が考えられる。

（4）適正運営の確保

ア　セルフ・ガバナンス（法人の自治制度）の確立

①行政の関与を最小化し法人のガバナンスを強化する。

　具体的には、理事、監事や社員等の権限、責任や相互の牽制機能等を法制上明確化するこ

と（罰則の在り方も併せて検討する必要がある。）、営利法人並みのガバナンスを求めること

（社員による代表訴訟等の可否も検討する必要がある。）が考えられる。

　さらに公益性の確保という観点から、例えば、寄附者や市民による監査請求、理事の公益

遂行義務の明確化等の特別のガバナンスを求めることも考えられる。

②現行の財団法人の基本財産取崩しや資産運用については、指導監督で制約が設けられている

が、新しい制度で基本財産を持った非営利の法人の制度を採用した場合、自己責任に基づく

自律的な運営を促す観点（法人運営の安定性や継続性は法人自らの責任に委ねるべき）から、

こうした制約を緩和ないし廃止することも考えられる。

イ　ディスクロージャー制度の確立
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①利害関係人等を対象としたディスクロージャーを法制化することが考えられる。

②さらに、法人の目的・事業の公益性や、活動が寄附等で支えられる等の観点に着目し、国民

一般に対し誰もが分かりやすい形でのディスクロージャーを求める仕組みを検討することも

考えられる。

ウ　事後チェック主義への転換等

　不祥事の未然防止には限界があることから、事前の指導監督ではなく事後的チェックで規律

する「事後チェック主義」へ転換すべきであるとの意見がある。この場合、法人格取得の方式

に応じ次のように考えられる。

①準則的に法人格が取得できる場合

　現行の中間法人と同様、裁判所が利害関係人等の請求により、解散命令等を行う（制度と

しての機動性が課題）。

②法人の設立に当たって行政庁が認証を行う場合

　現行のＮＰＯ法人と同様に当該行政庁が法律の規定に従って報告徴収、改善命令等を行っ

た上で、法人格取消し等を行う。

（5）税制上の措置

　今後、新たな法人制度の姿に対応した税制上の措置の在り方について、課税の公平性・公正性

を踏まえつつ、「公益法人制度等改革大綱（仮称）」策定の時期（平成 14 年度中）を目途に基本

的な方向が示されるよう、財務省、総務省等関係府省においても検討を進めていく必要がある。

その際、租税を減免する措置を講ずるにふさわしい要件やそれを担保する仕組み等について根本

に立ち返った検討を行うべきである。

　なお、法人制度の改革パターンからみた場合の税制上の論点の例は以下のとおりである。

　

ア　改革パターン①の場合

①法人制度上、公益性の判断を行わない場合、非営利法人やその活動のうち公益性の観点から

一定の基準に該当するものを他と区分し、税制上優遇する仕組みを設定することについて検

討が必要である。

②定款に公益の要件を定め、非営利公益法人を称することができることとした場合、設立手続

に着目すれば現行中間法人と同様と考えられるが、他方、活動目的等に着目すれば現行のＮ

ＰＯ法人と同様と考えられる。何に着眼して税制上の措置を行うか検討が必要である。

③公益性の判断を行政庁の認証によって行う場合、その認証について現行のＮＰＯ法人と同様

に税制上の措置を連動させるかどうか、また連動させる際はどのような公益性判断の具体的

基準が必要か等について検討が必要である。

イ　改革パターン②の場合

①「非営利・公益法人（仮称）」は、法人の性格としては現行のＮＰＯ法人と同様と考えられる。

その認証について現行と同様、税制上の措置を連動させるかどうか、また連動させる場合は

どのような公益性判断の具体的基準が必要か等について検討が必要である。

②「中間法人（仮称）」は、法人の性格からして現在と同様、原則課税と考えられる。

ウ　今回の法人制度の見直しにあわせ、現行の特定公益増進法人、認定ＮＰＯ法人の制度を見直

し、いわゆる寄附文化を育てる観点も踏まえつつ、寄附に対する税を減免するにふさわしい公
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益的活動がどのようなものか等を含め、寄附に係る新しい税制上の措置を検討する必要がある。

エ　なお、税の優遇措置を付与する前提となる公益性の判断を行う主体については、行政庁、税

務当局のほか、英国のチャリティ委員会のような独立機関に行わせるべきであるとの意見も踏

まえ検討する。

（6）現存する公益法人の他法人類型への移行

ア　公益法人制度を抜本的に改革するという趣旨からすれば、現存する公益法人についても改革

後の非営利法人制度の姿に合わせた整理が必要である。

①現存する公益法人から、新しい「非営利法人（仮称）」（パターン①）のうち公益性の認証等

を受けたもの、又は「非営利・公益法人（仮称）」（パターン②）への移行については、これ

らが公益性の判断を必要とされるものであることから、現存する公益法人のうち、あらため

て一定の判定を経てふさわしいと認められた法人についてのみ移行を認めることが考えられ

る。

②それ以外の法人については、法人格を失わせることが基本と考えられるが、直ちに法人格を

失わせるのではなく、例えば一定期間を限って、営利法人、「非営利法人（仮称）」（パターン①）

のうち公益性の認証等を受けていないもの、又は「中間法人（仮称）」（パターン②）に円滑

に移行できるよう、法規定の整備により対応することも考えられる。

　

イ　上記の整理を行う際、公益法人の財産は、公益目的のために処分されるべきものと解されて

いること、税制優遇等による上積みが含まれていることにも留意して、財産承継に伴い不当な

利得が生じないよう、移行に関し公平かつ合理的なシステムを構築する必要がある。

※　本資料は、公益法人制度の抜本的改革に向けた議論を進めていく上で「スタート台」となる論点

を整理しており、今後、議論を深める中でさらに検討が加えられるべきものである。
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（資料１）
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（資料２）

公益の定義について

○「公益」について、法律上直接その概念を定義しているものはない。

○ＮＰＯ法では、「特定非営利活動」について、「別表に掲げる活動に該当する活動であって、不特定

かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」としている（第２条第１項）。

○民法では、公益法人の設立について、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ

財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノ」は主務官庁の許可を得てこれを法人とすることができるとし

ているが（第 34 条）、「公益」についての定義はない。

○なお、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」（平成８年９月 20 日閣議決定）において「公益法人は、

積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とする」とされている。
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資料 12　公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会の開催について

１．趣　旨

　「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」（平成 14 年３月 29 日閣議決定）に基づき、

平成 14 年度中を目途とする「公益法人制度等改革大綱（仮称）」の策定に向けた具体的検討を進め

ていくに当たり、その参考に資するため、「公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会」（以下「懇

談会」という。）を開催し、有識者の意見を聴取する。

２．メンバー等

(1) 懇談会は、有識者の参集を求め、行政改革担当大臣の下に開催する。

(2) 懇談会では、その必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴取する。

３．庶務

　懇談会の庶務は、内閣官房（公益法人制度改革推進担当）において処理する。

（参考）

公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会メンバー

　入山　映　笹川平和財団理事長

　太田達男　（財）公益法人協会理事長

　加藤秀樹　構想日本代表

　神田秀樹　東京大学教授

　関　幸子　（株）まちづくり三鷹事業部プロジェクトグループマネジャー）

　中里　実　東京大学教授

　中田裕康　一橋大学教授

　橋本博之　立教大学教授

　水口弘一　（株）野村総合研究所元社長

　山岡義典　ＮＰＯ法人日本ＮＰＯセンター常務理事／法政大学教授
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１　改革の目的と検討の方向等

　我が国においては、個人の価値観が多様化し、社会のニーズが多岐にわたってきている。しか

し、画一的対応が重視される行政部門、収益を上げることが前提となる民間営利部門だけでは様々

なニーズに十分に対応することがより困難な状況になっている。

　これに対し、民間非営利部門はこのような制約が少なく、柔軟かつ機動的な活動を展開すること

が可能であるために、行政部門や民間営利部門では満たすことのできない社会のニーズに対応する

多様なサービスを提供することができる。その結果として民間非営利活動は、社会に活力や安定を

もたらすと考えられ、その促進は、21 世紀の我が国の社会を活力に満ちた社会として維持してい

く上で極めて重要である。

　また、民間非営利活動は、国民一人一人に職場や家庭とは異なる多様な活動の場を与えるため、

個人の価値観が多様化した現代社会に対応するものである。個人の様々な価値観を受け止め得る民

間非営利活動を促進することによって、個人の活動の選択肢が広がり自己実現の機会が増進するも

のと考えられる。

　したがって、民間非営利活動を我が国の社会経済システムの中に積極的に位置付け、その活動を

促進するための方策を講ずる必要がある。

　公益法人（民法第 34 条に基づく社団・財団をいう。以下同じ。）は、我が国の社会経済において

重要な位置を占めているこのような民間の非営利活動を担う代表的主体として歴史的に一定の大き

な役割を果たしてきている。

　しかしながら、主務官庁の許可主義による我が国の公益法人制度は、明治 29 年の民法制定以来、

100 余年にわたり抜本的な見直しは行われておらず、特別法による法人制度を除き、近年に至るま

で、一般的な非営利法人制度がなかったため、時代の変化に対応した国民による非営利活動の妨げ

になってきたとの指摘がある。

　特に、公益法人は、公益性の判断基準が不明確であり、営利法人類似の法人や共益的な法人が主

務大臣の許可によって多数設立され、税制上の優遇措置や行政の委託、補助金、天下りの受け皿等

について様々な批判、指摘を受けるに至っている。

　こうした諸問題に対処し、更に 21 世紀の社会経済の一翼を担う民間非営利活動の発展を促進す

ることが喫緊の課題となっていることから、次の方針をもって公益法人制度の抜本的改革に取り組

むこととする。

２　新たな非営利法人

（1）一般的な非営利法人制度の創設

　現行の公益法人制度は法人格の取得と公益性の判断や税制上の優遇措置が一体となっているた

め、様々な問題が生じている。

　このため、法人格を一定の優遇措置と分離し、公益性の有無に関わらず新たに非営利法人制度

を創設する。

　この非営利法人制度は、民間の非営利活動を促進するため、準則主義（登記）により簡便に設

資料 13　公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針

平成15年６月27日

閣 議 決 定
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立できるものとし、そのガバナンスについては、準則主義を採る現行の中間法人や営利法人を参

考にしつつ、法制上の在り方を検討する。

　なお、非営利法人制度の設計に当たっては、現行の公益法人制度の問題点を踏まえた検討を行

い、現行の中間法人制度・ＮＰＯ法人制度との法制上の関係を整理することとする。

（2）非営利法人における公益性

　公益性を有する場合の優遇措置の在り方については、特別法に基づく法人制度を含めた全体の

体系の整合性に留意しながら引き続き検討する。その際、

①公益性の客観的で明確な判断基準の法定化、独立した判断主体の在り方

②ガバナンス、残余財産の在り方、情報開示、プライバシーの保護等を含め検討する。

３　新たな非営利法人に対する税制上の措置

　法人は、普遍的な国民の納税義務の下で、一般的に納税義務が課せられており、公益性を有する

など一定の場合に税制上の優遇措置が講じられている。新たな非営利法人に対する税制上の取扱い

については、こうした考え方を踏まえつつ、非営利法人制度の更なる具体化にあわせて引き続き検

討する。

４　移行等

　現行の公益法人から制度改革後の非営利法人への移行については、公益法人が現に公益活動を営

んでいることに配慮しつつ公平かつ合理的なシステムの下における円滑な移行措置の在り方につい

て検討する。

　また、財団については、今般の改革の趣旨を尊重しつつ、制度的課題も含め、その在り方を検討する。

５　今後のスケジュール等

　有識者の協力を得つつ、関係府省との連携の下、内閣官房において上記の新たな非営利法人制度

の検討を進め、平成 16 年末までを目途にさらに基本的枠組みを具体化した上で、所管省において

税制上の措置に係る専門的検討を進めることとし、平成 17 年度末までに法制上の措置等を講ずる

ことを目指す。

　その間、新たな制度の検討状況を適時に公表する等、広く国民の理解を得つつ、円滑に改革を推

進するよう努めるものとする。
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資料14　公益法人制度の抜本的改革に関する関係府省連絡協議会の設置に
　　　　ついて

平成15年８月１日

関係省庁申合せ

１　「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」（平成 15 年６月 27 日閣議決定）に基づき、改革

の具体化に向けた検討を進めていくに当たり、関係府省の緊密な連携を図るため、公益法人制度の

抜本的改革に関する関係府省連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）を設置する。

２　連絡協議会の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員

を追加することができる。

議　長　内閣官房副長官補

副議長　内閣官房内閣審議官（公益法人制度改革推進総括整理担当）

構成員　内閣官房内閣審議官（公益法人制度改革推進担当）

　　　　総務省大臣官房長

　　　　　　　自治税務局長

　　　　法務省民事局長

　　　　財務省主税局長

３　連絡協議会に幹事を置く。幹事は、関係府省の職員で議長の指名する官職にある者とする。

４　連絡協議会の庶務は、関係府省の協力を得て、内閣官房において処理する。

５　前各項に掲げるもののほか連絡協議会の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

公益法人制度の抜本的改革に関する関係府省連絡協議会幹事

内閣官房内閣審議官（公益法人制度改革推進担当）

内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）

内閣官房内閣参事官（公益法人制度改革推進担当）

総務省大臣官房管理室長

自治税務局都道府県税課長

法務省民事局参事官

財務省主税局税制第二課長
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資料 15　公益法人制度改革に関する有識者会議の開催について

１　趣旨

　「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」（平成 15 年６月 27 日閣議決定。以下「基本方針」

という。）に基づき、具体的な検討を進めていくに当たり、その参考に資するため、有識者の参集

を求め、「公益法人制度改革に関する有識者会議」（以下「会議」という。）を開催する。

２　検討課題

　会議は、基本方針を踏まえ、公益法人制度の抜本的改革について、検討を行い、具体的な提案を

行う。

３　構成及び運営

(1)　会議は、法人制度等に関する有識者の参集を求め、行政改革担当大臣の下に開催する。

(2)　会議に、公益法人の運営実務等に関する専門的事項について意見を求めるため必要があると

きは、公益法人関係の有識者等の参集を求めることができる。

(3)　会議は、必要に応じ、学識経験者等の出席を求め、意見を聴取することができる。

(4)　会議の下に、新たな非営利法人制度について、専門的観点から検討を行うため、非営利法人ワー

キング・グループを開催する。

４　庶務

　会議の庶務は、内閣官房（公益法人制度改革推進担当）において処理する。

公益法人制度改革に関する有識者会議メンバー

（座　　長）福　原　義　春 ( 株 ) 資生堂名誉会長

（座長代理）能　見　善　久 東京大学教授（民法）

＊石　川　睦　夫 ( 財 ) 住友財団専務理事・事務局長

　岩　原　紳　作 東京大学教授（商法）

　宇　賀　克　也 東京大学教授（行政法）

＊勝　又　英　子 ( 財 ) 日本国際交流センター常務理事・事務局長

　加　藤　秀　樹 構想日本代表

　金　子　　　宏 東京大学名誉教授（租税法）

　河　野　光　雄 内外情報研究会会長・経済評論家

　関　　　幸　子 ( 株 ) まちづくり三鷹事業部プロジェクトグループマネジャー

＊田　中　　　清 ( 社 ) 日本経済団体連合会常務理事

　田　中　弥　生 東京大学助教授（非営利組織論）

＊東ヶ崎　邦　夫 ( 社 ) 日本アイソトープ協会総務部長

　中　田　裕　康 一橋大学教授（民法）

(注 )＊印は、公益法人関係の有識者
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　　○非営利法人ワーキング・グループのメンバー

（座　　長）※能　見　善　久  東京大学教授（民法）

　※岩　原　紳　作  東京大学教授（商法）

　　植　垣　勝　裕  法務省民事局参事官

　※金　子　　　宏  東京大学名誉教授（租税法）

　※中　田　裕　康  一橋大学教授（民法）

　　山　田　誠　一  神戸大学教授（民法）

　　山野目　章　夫  早稲田大学教授（民法）

（注）※印は、有識者会議（親会議）兼任
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　当会議は、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」（平成 15 年６月 27 日閣議決定。以下「基

本方針」という。）を踏まえ、改革についての具体的な提案を行うため、行政改革担当大臣の下、昨

年 11 月 28 日の初会合以来、本年３月末まで計９回にわたり開催し、議論を重ねてきた。また、当会

議の下に、新たな非営利法人制度のあり方について専門的観点から検討を行うため、非営利法人ワー

キング・グループを設け、７回の会合を開催した。

　本中間整理は、「基本方針」において、新たな制度の検討状況を適時に公表し、広く国民の理解を

得つつ、改革を推進することとされていることを踏まえ、３月までの審議において当面の論点につい

て幅広い議論を行ったことから、今後の具体的な検討に資するため、これまでの当会議における議論

を中間的に整理したものである。今後、当会議では、本中間整理についての国民一般の意見も参考に

しつつ、議論を集約していきたい。

１． 改革の意義

（1） 基本認識

　我が国では、個人の価値観や社会のニーズが多様化し、地域を基盤としたコミュニティの機能

向上が求められる中、阪神・淡路大震災等を契機に、民間非営利活動に対する関心が高まり、個

人として、自ら社会の構築に参加し、自発的に活動していこうとする傾向が見られる。

　民間非営利活動は、多様な価値観の下、個人が、そのライフスタイルに応じ、多様な幅広い活

動に主体的に参加することを通じて、自己実現を図る機会を提供するものであり、これを促進す

ることは、高齢社会を迎えている我が国の社会を活性化する観点からも有意義である。

　また、政府や市場だけでは様々な社会のニーズへの対処が困難な時代となりつつあり、21 世

紀の我が国社会・経済システムにおいては、個人や法人の自由で自発的な活動に根差す民間非営

利部門が、政府部門や企業を中心とする民間営利部門と相互に自立と協働の関係を維持しつつ、

機動的な対応が難しい政府部門や、採算性が求められる民間営利部門では十分に対応できない活

動領域を担っていくことが期待される。その際、民間非営利部門による公益的活動が果たす役割

は極めて重要である。

　このように今後の我が国社会の中で重要性を増すと見込まれる民間非営利部門にあって、その

代表的な主体として歴史的に一定の大きな役割を果たしてきた公益法人については、その制度の

あり方との関係で、①主務官庁の自由裁量による許可主義の下、法人設立が簡便でなく、②事業

分野毎の主務官庁による指導監督が煩雑、③情報開示（ディスクロージャー）が不十分、④公益

性の判断基準が不明確、⑤公益性を失った法人が公益法人として存続し続ける、⑥ガバナンス（法

人の管理運営のあり方）に問題があるといった指摘があり、何が公益であるかを主務官庁が自由

裁量によって判断するという考え方を見直し、こうした指摘に適切に対処すべく改革に取り組み、

具体的方策を講ずる必要がある。

（2） 基本的検討方針

　改革の基本的な枠組みを具体化するに当たっては、上記のような基本認識の下、以下の方向を

基本としつつ、検討を進めることとする。

資料 16　議論の中間整理

平成 16 年３月31日

公益法人制度改革に

関する有識者会議
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① 21 世紀の我が国社会において、民間非営利部門は重要な役割を果たし得るとの認識の下、営

利（剰余金の分配）を目的としない民間団体について、公益性の有無に関わらず、一般的に法

人格取得の機会を与えることを通じて、人々の自由活発な活動を促進し、一層活力ある社会の

実現に資するため、新たな非営利法人制度を創設する。

② この新たな非営利法人制度の下における、公益性を有する場合の取扱いについては、主務官

庁制の抜本的見直しが必要との考え方の下、(a) 法人設立の簡便性、(b) 法人の自律性、(c)

情報開示による透明性、(d) 公益性判断の客観性、(e) 法人格の取得と公益性の判断を分離、(f)

ガバナンスを強化し、公益性を有するに相応しいしっかりした規律の確保といった視点を踏ま

え、今後の我が国社会において民間非営利部門による公益活動が果たす役割の重要性を見据え

つつ、真に時代の要請に応え得るものとして、公益法人制度を改革する。

２． 新たな非営利法人制度

　新たな非営利法人制度については、「基本方針」に基づき、①法人格の取得と公益性の判断が一

体となった公益法人制度を改め、公益性の有無に関わらず、準則主義（登記）により簡便に法人格

を取得できる非営利法人制度を創設することとし、②財団については、今般の改革の趣旨を尊重し

つつ、制度的課題も含め、そのあり方を検討することとする。

　この一般的な非営利法人制度の骨格及び検討課題は、別紙のとおりであるが、その要点は、(1)、

(2) のとおりである。

（1） 社団形態の非営利法人制度

　まず、非営利（剰余金を社員に分配することを目的としない）法人を設立して活動しようとす

る人々の自由活発な活動を促進するという基本理念の下、その行い得る事業については、格別の

制限をせず、公益活動を含め、社員に共通する利益を図ることを目的とする活動やその他の活動

など幅広い活動ができることとする。

　次に、営利法人制度との区別を明確化するため、社団形態の非営利法人（以下「非営利社団法

人」という。）の社員の権利・義務の内容として、①出資義務を負わない、②利益（剰余金）分

配請求権を有しない、③残余財産分配請求権を有しない、④法人財産に対する持分を有しないこ

ととする（もっとも、定款で定めれば社員が出資する（財産の拠出をする）法人を設立すること

も可能であり、その場合の出資の意味については、上記の非営利性の原則②③④に抵触しないよ

うに、さらにそのあり方について検討する。）。

　また、法人の自律を基調とした設立、社員、管理、定款の変更、解散、清算及び合併等の組織、

運営に関する所要の規定を置くこととする（解散後の残余財産の帰属については、定款又は社員

総会の決議によって定めることとし、その結果、残余財産を社員に帰属させることも妨げないこ

ととする。）。

　さらに、外部者による監査等、法人の規模等に応じた特例の要否等について、引き続き検討を

進める。

　なお、非営利社団法人制度と現行の中間法人制度との法制上の関係については、さらに検討す

る。

（2） 財団形態の非営利法人制度

　財団形態の非営利法人制度に特有な検討課題である、公益性を要件としない財団法人制度の創

設の適否、基本財産、ガバナンス、寄附行為の変更等の要件については、引き続き検討する。

３．公益性を取り扱う仕組みのあり方
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(1) 主な視点

　新たな非営利法人制度の下で、公益性を有する場合を他と区別して取り扱う際の考え方につい

ては、今後の社会において非営利法人による公益的活動が果たす役割とその促進は一層重要との

認識の下、次のような視点を踏まえる必要がある。

① 国等の機関が、公益性を有する非営利法人について特別の取扱いを行うことについて、（a）

公益性を有するに相応しい規律のしっかりした法人の受け皿となる仕組みを用意することによ

り、市場経済では供給が困難な財・サービスが安定的に提供されるという点や、（ｂ）私人に

よる寄附やボランティアといった活動は重要との認識の下、このような仕組みが、そうした私

人の善意の受け皿となることを通じて、私人の公益的活動が促進されるという点についての意

義。

② 現行の公益法人制度に係る主な法律上の効果として、(a) 主務官庁の許可に基づく、公益性･

非営利性の認定を前提にした法人格の付与、(b) 名称の使用制限、(c) 税制上の取扱い等が挙

げられるが、新たな非営利法人制度の下で、公益性に係る特別の取扱いの効果について、（a）

税制上の措置、（b）法人のガバナンスの強化、（c）社会的信用の向上等の視点を踏まえ、具体

的にどのようなものを考えるか。

(2)　基本的考え方

　公益性を取り扱う仕組みのあり方については、上記の視点を踏まえれば、主に以下のような２

つの考え方に基づき、異なる類型の仕組みが考えられる。

[考え方Ａ－公益性に相応しい規律の法人の受け皿の仕組みを民法等で規定 ]　

　公益性を有するに相応しい、しっかりした規律の法人の受け皿となる仕組みが必要

との考え方に基づき、その仕組みを民法や新たな非営利法人法など税法以外の法律で

規定する考え方。

[考え方Ｂ－税法以外に公益性を取り扱う仕組みを特に設けない ]

　税制上の効果の重要性に鑑み、公益性に係る特別の取扱いは税制上の観点から行う

考え方。

　なお、考え方Ａを中心に検討を進めてはどうかとの意見が多かった。また、国等の機関が公益

性の判断を行わず、民間機関が行うこととする考え方についても議論したが、公益性に着目して

特別の法律的取扱いを国等から受けることとする場合、公益性判断を民間機関に委ねてしまうこ

とは必ずしも適当ではないのではないかとの意見があった。

　考え方Ａに基づく判断主体としては、主務官庁制の縦割りの弊害を避ける観点から、公益性を

統一的な組織で判断することが適当であり、中立で第三者的な、又は、単一の公的機関を念頭に

置きつつ、そのあり方について、さらに検討が必要である。また、考え方 Bに基づく判断主体と

しては課税庁が考えられるが、最終的には、税制の観点から検討されるべき課題である。

(3) 今後の検討課題

　公益性を取り扱う仕組みのあり方については、上記の２つの考え方を基に、以下のような、公

益性の考え方や、公益性の判断主体、判断要件及び適正運営確保のあり方のほか、公益性に着目

した特別の取扱いの効果等を総合的に勘案しつつ、引き続き検討を進める必要がある。

① 公益性の考え方

　公益性の考え方については、利他や社会貢献の視点の重要性を念頭に置きつつ、公益性を有

する非営利法人の目的について、不特定多数人の利益を図ることをどの程度厳格に求めるか、

また、不特定少数人の利益についてはどのように位置付けるかなどといった点を含め、引き続

き議論を深める。
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② 判断主体のあり方

　判断主体のあり方については、上記（2）の基本的考え方を基に、公益性の有無を的確に判

断するための一定の体制（組織・人員等）の必要性と、行政組織の膨張抑制の要請との調和を

図る観点を踏まえ、さらに検討を進める。その際、判断主体の体制の検討に当たっては、民間

の考えを適切に反映する視点の必要性についても議論を深める。また、地方における判断主体

のあり方についても、引き続き検討する。併せて、公益性判断に伴う不服申立てなど、不利益

救済のあり方についても検討を進める。

③ 判断要件のあり方

　判断要件のあり方については、（a）客観的で明確なものとし、判断に当たっての裁量の余地

を出来るだけ少なくすべき、(b) 時代の変化に応じて適切に見直し得る必要、(c) 要件の法定

化のあり方、(d) 法人を目的、事業及び規律の面から捉えた上で、ⅰ）公益性を有すると判断

する際の要件と、ⅱ）その公益性が維持・確保されるための要件に分けることが可能、(e) 形

式要件に加え、いずれかの段階で実績要件が必要、といった視点を踏まえる必要がある。

　その上で、具体的な要件については、公益性に着目した特別の取扱いの効果を念頭に置きつ

つ、現行の民法及び公益法人に係る指導監督基準やＮＰＯ法人制度等の関連規定のほか、公益

法人等の実態を踏まえ、数値的基準の要否も含め、さらに検討を進める。

　その際、当初の要件として、事業計画や予算上の裏付けについて、どの程度のものを要求す

るかについてさらに議論を深め、公益性の判断が出来るだけ早期に行われるなど申請者の視点

に留意した手続きのあり方についても検討する。また、事業などの活動実績を求める場合には、

どの段階でこれを求めるべきか、について議論する。法人や事業の規模に配慮した要件や、地

方における公益性判断の仕組みに応じた要件の要否についても検討する。なお、公益性を有す

る法人の解散後の残余財産の帰属については、社員への分配を禁止する方向で検討を進める。

④ 適正運営の確保のあり方

　　公益性を有する活動を行う法人について、その適正な運営が確保されるための方策を検討す

るに当たっては、（a）公益性を有するに相応しい規律を前提とした法人の自律性の確保、（b）

法人の組織・運営が適正であるか否かの判断に資する透明性の確保、（c）現行の主務官庁制の

下での指導監督の手法を離れ、法人の適正運営の確保を担保する手段の必要性、といった視点

を踏まえる必要がある。

(a) 自律性の確保については、非営利法人が公益性を有する場合は、ガバナンスを強化し、一

般の非営利法人に比べしっかりした規律を確保することにより、適正運営を図る必要がある。

こうした観点から、理事の責任のあり方や理事に対するコントロールのあり方等について、

さらに検討を進める。

(b) また、透明性の確保については、情報開示を充実し、利害関係者に対する情報開示にとど

まらず、いわゆる社会監視の考え方により、適正運営を図ることの必要性について、プライ

バシーの保護に留意しつつ、議論を深める。その際、情報開示の開示対象、開示内容及び開

示方法のあり方を含めた検討を行う。

(c) さらに、ガバナンスの強化や、情報開示の充実によっても、なお法人の不適正な運営が生

じる可能性があることから、こうした事態に適切に対処するため、現行の主務官庁による指

導監督に代わる、実効性のある事後チェックの手段が必要であり、そのあり方について、外

部監査等の必要性と併せ、さらに検討を行う。

　今後、上記 (a) ～ (c) の検討に当たっては、判断要件のあり方と同様、公益性に係る特別の

取扱いの効果や判断主体のあり方等を念頭に置きつつ、現行の関連法制等や公益法人等の実態
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を踏まえることが必要である。その際、法人や事業の規模に配慮する必要性についても検討を

行う。

　今後、本年末までを目途にさらに基本的枠組みを具体化するとの「基本方針」のスケジュールに沿っ

て、当会議は、現行の公益法人等の実態を踏まえつつ、引き続き検討を進めていく。なお、現行の公

益法人から新たな非営利法人等への移行等のあり方については、この中間整理を踏まえた今後の検討

の進捗に応じ、新たな制度の姿がより具体化した段階で本格的に検討を進め、現行の中間法人制度・

ＮＰＯ法人制度との法制上の関係も整理することとする。
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（別紙）

新たな非営利法人（仮称）制度の骨格とその検討課題

第１　総論

１　非営利法人（仮称）制度を創設する意義、理念

　営利（剰余金の分配）を目的としない民間団体について、公益性の有無に関わらず、一般的に

法人格取得の機会を与えることを通じ、人々の自由活発な活動を促進することを目的とする。

※１　法人の活動に着目する考え方として、「非営利の法人の自由な設立を認めることにより、

社会を活性化し、文化と科学の発展を図り、併せて福祉の増進を図る」という指摘や「非

営利法人制度を創設する主たる目的は、「私人の公益的活動の支援」「生活世界の充実」「民

間非営利活動の促進」などにある。」という指摘がある。

※２　法人格の法技術的な側面に着目する考え方として、「非営利法人法制は、財産管理に関

する法技術であって、「公益性の高いもの」、「構成員の共通の利益を目的とするもの」、「純

然たる法技術として法人格が用いられるもの」などのすべてが対象となる。」という指摘

がある。

２　定義、名称

　非営利法人（仮称）の定義、社団形態及び財団形態の非営利法人（仮称）の名称並びにその総

称について、さらに検討する。

※　名称使用制限について、所要の規定を置く方向で検討する。

　

３　事業

　非営利法人（仮称）の行う事業については、格別の制限をしないこととする。

※　公益活動を含め、社員に共通する利益を図ることを目的とする活動やその他の活動など幅

広い活動ができることとする。

第２　非営利社団法人（仮称）

１　非営利の概念（営利法人制度との区別）

　営利法人制度との区別を明確化するため、非営利社団法人（仮称）の社員の権利・義務の内容

として、①出資義務を負わない、②利益（剰余金）配当請求権を有しない、③残余財産分配請求

権を有しない、④法人の財産に対する持分を有しないこととする。

※１　社員が任意に非営利社団法人 (仮称 )に財産を拠出することは妨げないこととする。ま

た、社員が法人に財産を拠出した場合の法律関係については、①拠出額の限度でその返還

を受けることは妨げないのではないか、②①の返還請求権は、他の債権者に劣後するもの

とすべきではないか、などの点に配慮しつつ、引き続き検討する。

※２　定款又は社員総会の決議によって、社員に残余財産を帰属させることは妨げない。

　

２　設立

　準則主義を前提とする所要の規定を置くこととし、設立時に一定額の財産の保有を求めること

の要否について、最低資本金制度の見直しに関する議論を踏まえつつ、引き続き検討する。
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３　社員

   (1)　社員の最低人数、地位

　社員たる資格の得喪等に関する規律について所要の規定を置くこととし、社員が１人となっ

ても法人の存続を認めることとするが、設立の要件として社員が 2人以上であることを要する

かどうかについて、引き続き検討する。

   

   (2)　社員の責任

　社員は、法人の債権者に対して責任を負わないこととする（有限責任）。

※　有限責任タイプのほかに、社員が法人の債権者に対して責任を負うタイプの法人類型を

設けるべきどうかについては、有限責任タイプの制度設計を踏まえ、なお検討する。

　

４　管理

   (1)　社員総会、理事（理事会）及び監事に関する制度設計

①　最高（万能）意思決定機関として社員総会を、執行機関として理事をそれぞれ置き、法

人の業務を監査する機関として監事を置くことができることとする（社員総会万能タイプ）

②　社員総会万能タイプの他に、「基本的意思決定機関として社員総会を、業務執行に関す

る意思決定及び執行機関の業務執行を監督する機関として理事会を、執行機関として代表

理事を、法人の業務を監査する機関として監事をそれぞれ置くこととする（理事会設置タ

イプ）」ことについて、引き続き検討する。

　

   (2)　社員の議決権、社員総会の議事運営等

　社員の議決権や社員総会の議事運営について、所要の規定を置くこととする。

   (3)　理事及び監事に関する規律

　定数、任期、選解任、欠格事由及び法人との関係等に関する規律や非営利社団法人（仮称）

又は第三者に対する責任等について、所要の規定を置くこととする。

５　計算等

　会計帳簿及び計算書類等の作成等について所要の規定を置くこととし、計算書類等及び定款等

の開示の在り方については、引き続き検討する。

　

６　定款の変更等

　定款変更、解散及び合併等について、所要の規定を置くこととする。

７　清算時の残余財産の帰属

　残余財産の帰属は、定款又は社員総会の決議によって定めることとする。

 

８　外部者による監査等

　外部者による監査等、法人の規模等に応じた特例の要否については、会社法の見直しに関する

議論を踏まえつつ、さらに検討する。
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第３　非営利財団法人（仮称）

１　公益性を要件としない財団法人制度の創設の要否

　公益性を要件としない一般的な財団法人制度の創設の要否について、その創設の意義と留意点

を踏まえつつ、さらに検討する。

※　財団法人制度における非営利の概念について引き続き検討する。

２　基本財産制度、ガバナンス、計算等、寄附行為の変更等

　基本財産制度の要否、ガバナンスの在り方（評議員会制度の要否、理事、監事制度の拡充の要否）、

計算等及び寄附行為の変更等に関する規律の在り方について、公益性を要件としない一般的な財

団法人制度の創設の要否と併せ、さらに検討する。

第４　その他

１　立法の形式

　立法の形式や民法にどのような規定を置くべきかについて、引き続き検討する。

２　中間法人制度との関係

　新たな非営利法人（仮称）制度と現行の中間法人制度との法制上の関係については、中間法人

法を統合することを含め、さらに検討する。
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資料 17　公益法人会計基準の検討について

１　趣　旨

　公益法人会計基準については、昭和 52 年に公益法人監督事務連絡協議会において申し合わせた

後、昭和 60 年に公益法人指導監督連絡会議決定による改正を経て、公益法人が計算書類等を作成

するための基準として定着し、今日に至っている。

　他方、公益法人をめぐる社会的及び経済的環境は、近年大きく変化し、企業会計や公会計の分野

においても、国際的な調和の観点等から、会計基準の新設・改訂等が行われている。

　また、「行政改革大綱」（平成 12 年 12 月１日閣議決定）においても、公益法人会計基準の改善策

の検討を行うこととされている。

　以上を踏まえ、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会（以下「幹事会」という。）

において、公益法人会計基準について「理論及び実務の進展に即して更に充実と改善を図る」ため

の検討を行うものとする。

２　検討体制

（1）幹事会の下に、有識者で構成する「公益法人会計基準検討会」（以下「検討会」という。）を開

催する。

（2）検討会は、幹事会の意を受けて、理論的、実務的観点から公益法人会計基準の問題点等に関し

て検討を行い、その結果について幹事会に報告するものとする。

（3）検討会は、おおむね平成 14 年度の１年間開催するものとする。

（4）幹事会府省連絡会議は、検討事項に関し、随時、検討会と連絡調整することとする。

（5）検討会の組織及び運営は、別紙による。

３　検討事項

公益法人会計基準について（昭和 60 年９月 17 日公益法人指導監督連絡会議決定）

①公益法人会計基準の構成及び内容に関する問題点とその改善策

②その他必要な事項

公益法人会計基準検討会の組織及び運営要領

　「公益法人会計基準の検討について」２（1）に基づいて開催される公益法人会計基準検討会（以下

「検討会」という。）の組織及び運営は以下のとおりとする。

１　構成等

（1）検討会は、公益法人会計基準等の理論及び実務の専門家その他の有識者により構成する。

（2）座長は、構成員の互選による。

（3）座長は、検討会の会務を総括する。

平 成 14 年 ３ 月 29 日

公益法人等の指導監督等に関する

関 係 閣 僚 会 議 幹 事 会 申 合 せ
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（4）座長は、あらかじめ代理者を指名する。

（5）検討会の下部組織として、公益法人会計基準検討会ワーキンググループを置くことができる。

２　運　営

（1）検討会は、専門的事項に関し、学識経験者から意見を聞くことができる。

（2）検討会の庶務は、総務省大臣官房管理室の協力を得て、内閣官房において行う。

（3）この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

公益法人会計基準検討会名簿

座　　長

　加古　宜士（早稲田大学教授）

座長代理

　出塚　清治（公認会計士）

　雨宮　孝子（松蔭女子大学教授）

　太田　達男（（財）公益法人協会理事長）

　川村　義則（早稲田大学助教授）

　坂田　純一（日本税理士会連合会専務理事）

　長谷川哲嘉（流通経済大学教授）

　森　　公高（日本公認会計士協会常務理事）

公益法人会計基準検討会ワーキンググループ名簿

座　　長

　出塚　清治（公認会計士）

座長代理

　川村　義則（早稲田大学助教授）

　亀岡　保夫（公認会計士）

　神津　信一（税理士）

　齋藤　力夫（公認会計士）

　長　　光雄（公認会計士）

　和田　義博（公認会計士）
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資料 18　公益法人会計基準（案）の概要

○基本的考え方

◆広く一般的に用いられている企業会計の手法を可能な限り導入することにより、公益法人のディ

スクロージャー（財務情報の透明化）を充実させるとともに、事業の効率性を分かりやすく表示

すること

◆寄付者や会員等の資金提供者の意思に沿った事業運営状況を会計上明らかにすることにより、法

人の受託責任を明確化すること

　◆公益法人の自律的な運営を尊重するとともに、外部報告目的の財務諸表を簡素化すること

○主な内容

変更点 現行制度 理　　　由

外部報告目的の財務諸表の
簡素化
・財務諸表：①賃借対照表、
②正味財産増減計算書、③
財産目録
（大規模法人には④キャッ
シュ・フロー計算書も）

計算書類：①収支計算書、
②正味財産増減計算書、③
賃借対照表、④財産目録

会計基準は法人の財務状況を分かりやすく外部報告
するためのものであるとの立場から、予算や決算と
いった法人のガバナンスに係る計算書等は基準の範
囲外とすることにより、法人の自主性に基づく柔軟
な予算設定や執行が可能

（大規模法人については、複雑な財務状況をより客
観的に表示させる観点から、キャッシュ・フロー計
算書を追加）

正味財産増減計算書を収益
及び費用を表示する様式
（フロー式）に統一＝差益
計算所と同様

原則：正味財産増減計算書
（ストック式）
※フロー式は例外的

当期正味財産の増減について、単にその額を表すの
ではなく、増減原因を表示することにより、法人の
財務運営の効率性（業績）をチェック可能。また、
収益及び費用を表示することとなり、企業会計等の

「損益計算書」との比較可能性を向上

寄付者の意図の明確化
・正味財産を二区分化
（指定正味財産／一般正味
財産）

正味財産の区分なし
（基本金を内書き）

寄付者等の意志に基づいて区分を行うことにより、
法人の受入財産についての受託責任を明確化するこ
とが可能

ディスクロージャーの充実
・注解の新設、注記の充実

注記等により一定のディス
クロージャーが行われてい
る

保有債権等の時価情報の開示や関連当事者間取引の
開示等を通じて、法人の財務状況の透明性を向上さ
せることが可能
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　公益法人に対する厳正な指導監督を更に徹底するため、指導監督の責任体制を確立するとともに、

指導監督の前提となる法人の的確な実態把握のための立入検査の充実等を図ることとし、各府省（国

家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ。）において下記の措置を講ずる。

記

１　各府省における指導監督の責任体制の確立

（1）総括公益法人指導監督官等の設置

①各府省に、それぞれ総括公益法人指導監督官、総括公益法人指導監督官補佐及び公益法人指導

監督官を置く。

②総括公益法人指導監督官は、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会幹事を、総

括公益法人指導監督官補佐は、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会府省連絡

会議構成員を、公益法人指導監督官は、各部局の総括担当課等の長をもって充てる。

③総括公益法人指導監督官は、府省における公益法人の指導監督に関する事務を総括する。

④総括公益法人指導監督官補佐は、総括公益法人指導監督官の事務を補佐する。

⑤公益法人指導監督官は、部局における公益法人の指導監督に関する事務を総括する。

（2）府省内連絡会議の設置

　各府省は、公益法人の指導監督を統一的かつ効果的・効率的に推進するため、（1）①に掲げる

者を構成員とする公益法人の指導監督に関する府省内連絡会議を設置する。

２　立入検査の充実

（1）立入検査の定期的な実施

　所管公益法人に対する立入検査は、少なくとも３年に１回実施する。

（2）立入検査実施計画の策定

　各府省は、（1）の立入検査を計画的に実施するため、立入検査が一巡する期間を計画期間とす

る実施計画を策定し、これに基づき立入検査を実施するものとする。

（3）臨時立入検査

　（1）の立入検査のほか、各府省は、所管公益法人の業務運営に重大な問題があると認められる

場合、従前からの改善指導事項がある場合等特に必要があると認められる場合には、臨時に立入

検査を実施するものとする。

（4）的確かつ体系的な検査のための措置

①各府省は、検査事項を記載した検査票（チェックリスト）を作成し、これに従って立入検査を

実施する。検査票（チェックリスト）については、別紙の例を参考に、各府省の実情に応じて

作成するものとする。

②行政委託型法人等（「行政委託型法人等の総点検の推進について」（平成 10 年 12 月４日公益法

資料 19　公益法人の指導監督体制の充実等について

平 成 13 年 ２ 月 ９ 日

公益法人等の指導監督等に関する

関 係 閣 僚 会 議 幹 事 会 申 合 せ
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人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ）の対象法人をいう。）については、①

の検査事項のほか、同申合せの別紙に基づき作成した検査事項を追加して、検査を実施する。

③立入検査の結果、必要があると認められた場合には、公認会計士等専門家の協力を得て、法人

の業務運営の実態把握に努めるものとする。

④立入検査の結果、法人の業務運営に改善すべき事項が認められた場合には、各府省は、当該法

人に対し、速やかに文書等により、期限を付して必要な改善を指示するとともに、これに基づ

き講じた措置について報告を求めるものとする。

（5）立入検査の実施結果の公表等

①各府省は、毎年度の立入検査の実施状況を取りまとめ、その結果を速やかに公表するとともに、

総務省に報告する。

②総務省は、各府省の立入検査の実施結果の概要について、必要な取りまとめを行った上、「公

益法人に関する年次報告書」により公表する。

３　その他

（1）職員に対する定期的な研修の実施

　各府省は、公益法人の指導監督に関する事務を担当する職員に対し、定期的に研修を実施する

とともに、その内容の充実に努めるものとする。この場合において、総務省は、各府省からの求

めに応じ、当該研修の実施に関し必要な協力を行う。

（2）外部監査の要請

　各府省は、資産額が 100 億円以上若しくは負債額が 50 億円以上又は収支決算額が 10 億円以上

の所管公益法人に対し、公認会計士等による監査を受けるよう要請する。

（3）都道府県への要請

　国は都道府県に対し、本申合せと同様の措置を講ずるよう要請する。

４　実施時期

　各府省は、平成 13 年度から本申合せに基づく措置を講ずることとし、そのために必要な体制等

の整備については、平成 12 年度中に行う。

（注）別紙は省略
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資料 20　インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて

　公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化及び適正化を図るとともに、行政改

革大綱（平成 12 年 12 月１日閣議決定）等に基づく公益法人改革の推進に資するため、各府省（国家

公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ。）は、インターネットによる公益法人のディスクロー

ジャーについて、早急に下記の措置を講ずる。

記

１　すべての国所管公益法人に係る措置

（1）各府省は、所管公益法人に対し、可能な限り平成 13 年中を目途に最新の業務及び財務等に関

する資料（「公益法人の設立許可及び指導監督基準」（平成８年９月 20 日閣議決定）７（1）の①

から⑩までに掲げる資料をいう。以下同じ。）をインターネットにより公開するよう、速やかに

要請を行う。

（2）各府省は、平成 13 年 10 月末までに、次に掲げる事項を記載した所管公益法人の一覧表を各府

省のホームページに掲載する。

　　①名　称

　　②所管する部局（担当局担当課等）の名称

　　③公益法人の主たる事務所の所在地及び電話番号

　　④設立年月日

　　⑤代表者の職名及び氏名

　　⑥主な目的及び事業

　また、所管公益法人がホームページを開設している場合には、一覧表からの簡便なアクセスを

可能とする措置を講ずる。

２　国から委託等、推薦等を受けている公益法人等に係る措置

　各府省は、平成 13 年 10 月末までに、所管公益法人のうち、国から検査・認定・資格付与等の事

務・事業の委託等、推薦等を受けている公益法人又は補助金・委託費等の交付を受けている公益法

人について、次に掲げる事項を各府省のホームページに掲載する。

①最新の業務及び財務等に関する資料

②事務・事業の委託等、推薦等を受けている公益法人については、委託等、推薦等に係る事務・

事業の内容及び根拠法令名

③補助金・委託費等の交付を受けている公益法人については、補助金・委託費等の名称及び金額

３　フォローアップ及びデータベースの構築

（1）総務省は、１及び２によるディスクロージャーの状況を取りまとめ、公表する。

（2）総務省は、すべての公益法人を対象としたデータベースの構築に着手する。

４　都道府県への要請

　　国は、都道府県に対し、本申合せと同様の措置を講ずるよう要請する。

平 成 13 年 ８ 月 28 日
公益法人等の指導監督等に関する
関 係 閣 僚 会 議 幹 事 会 申 合 せ
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資料 21　｢ 公益法人の営利法人等への転換に関する指針」について

　公益法人については、その事業内容が、社会経済情勢の変化により、営利企業の事業と競合し、又

は競合しうる状況となっている場合がある。このような場合、当該公益法人は、｢ 公益法人の設立許

可及び指導監督基準」（平成８年９月 20 日閣議決定、平成９年 12 月 16 日改正）に基づき、公益法人

としてふさわしいと認められる事業内容への改善等に向けた措置を講じるが、そのような措置が講じ

られない場合においては、営利法人等への転換を行うこととされている。

　この営利法人等への転換については、法務省を中心とした検討の結果、現行法制度の下においても

基本的には可能であるとの結論を得たことから、所管官庁がその所管する公益法人を指導監督するに

当たっての具体的、統一的な指針として、別紙のとおり「公益法人の営利法人等への転換に関する指

針」を申し合わせる。

　各官庁においては、本指針に基づき、公益法人の営利法人等への転換の指導監督を適切に行うもの

とする。

（別　紙）

公益法人の営利法人等への転換に関する指針

１　営利法人等への転換が必要となる場合

　公益法人の設立当時には公益目的として社会的に評価されていた事業でも、社会経済情勢の変化

により、営利企業の事業として成立するものとなり、営利企業による同種の事業が著しく普及した

り、また、営利企業の事業として成立するものと考えられるため、多くの営利企業がその事業への

参入を求めている状況となることがある。このような場合においては、公益法人の事業内容が、営

利企業の事業と競合、又は競合しうる状況となっていると考えられる。

２　営利法人等への転換の指導

（1）公益法人の事業内容が、１に掲げるような状況となっていると認められる場合には、公益法人

としてふさわしいと認められる事業内容への改善等に向けて、｢ 公益法人の設立許可及び指導監

督基準」（以下「指導監督基準」という ｡）２－（2）－①及び②に掲げた措置を講ずるよう指導を

行う。この措置は、平成 11 年９月までに講ずるものとする。

（2）（1）の期限までに公益法人にふさわしい事業内容に改善されない場合においては、期限到来後

速やかに、営利法人等への転換を行うよう文書により監督上の措置を行うものとする。期限到来

前であっても、公益法人にふさわしい事業内容に改善することが不可能であることが明らかに

なった場合には、同様の措置を講ずるものとする。

（3）（1）の期限到来後においても、１に掲げるような状況が生じたと認められるに至った場合には、

（1）及び（2）に準じて措置を講ずるものとする。

平 成 10 年 12 月 4 日

公益法人等の指導監督等に関する

関 係 閣 僚 会 議 幹 事 会 申 合 せ

　　　　　　　　　 改正　平成12年12月26日
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（4）（2）に規定する措置を受けた公益法人は、措置後１年以内に、所管官庁に対し、営利法人等へ

の転換に向けての計画を提出する。このとき、株式会社へ転換する方法（事業の一部を株式会社

化する場合を含む ｡）の例は、後述の「参考」に掲げるとおりである。

（5）（2）に規定する措置の後、３年以内に営利法人等への転換がなされない場合には、所管官庁は、

設立許可の取消しも含め対処する。

（6）公益法人が、（2）に規定する措置の前に自主的に営利法人等への転換を行うことを決定したと

きは、その旨を所管官庁に報告する。このとき、（4）及び（5）に掲げる期間は、報告を行った

日から起算する。

３　営利法人等への転換後の対応

（1）公益法人が営利企業にその業務の一部を現物出資し、その対価として取得する当該営利企業の

株式等については、その取得後速やかに処分するものとする。

　また、公益法人が当該株式等を保有する間は、｢ 公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用

指針」（平成８年 12 月 19 日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ、平成

９年 12 月 16 日一部改正）の規定に従い、毎事業年度の事業報告書に当該営利企業の概要を記載

する。なお、この記載は、保有する株式等の全株式等に占める割合にかかわらず行うものとする。

（2）営利企業と公益法人の運営が一体となっているという疑念を与えないようにするため、営利企

業の取締役と存続する公益法人の理事の兼務は避けることとし、やむを得ず兼務となる場合も、

指導監督基準に定めた理事の割合の上限を超えることのないようにする。

４　営利法人等への転換に関する全体像の把握

　総務省は、公益法人の営利法人等への転換状況等を把握するために、所管官庁に対する調査を毎

年度行い、｢公益法人に関する年次報告」において公表するものとする。

参考　株式会社への転換の方法の例

（1）社団法人・財団法人が解散した後、その事業を株式会社に譲渡する場合

①社団法人・財団法人の事業の譲渡先が新たに設立される株式会社である場合には、株式会社の

設立手続を開始する。

新会社の設立に当たっては、発起人等が出資を行うことが必要となる。

既存の株式会社に対して事業を譲渡しようとする場合には、株式会社設立の手続は不要であ

る。

②定款又は寄附行為に解散後の残余財産の帰属権利者の指定がなく、又は、これを指定する方法

の定めがない場合、社団法人・財団法人の理事は、類似の目的のためにする処分方法を定め、

主務官庁の許可を得る。社団法人については、これに加えて総会の決議を要する（民法第 72

条第２項）。

この点について定めなかった場合、残余財産は国庫に帰属する（民法第 72 条第３項）。

③社団法人・財団法人が解散をする。

社団法人については、総会における総社員の４分の３以上の承認による解散決議を行う（民

法第 68 条第２項第１号、第 69 条）。

財団法人については、寄附行為の定めに従って、所定の機関が所定の方法による解散決議を

行う（民法第 68 条第１項第１号）。

目的たる事業の成功として解散する場合もある。
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④社団法人・財団法人の清算人は、解散の登記手続を行い、かつ、主務官庁に届け出る（民法第

77 条第１項）。

⑤社団法人・財団法人の清算人と株式会社側（株式会社の成立前には発起人、成立後には代表取

締役）との間で、事業譲渡契約をする。

事業譲渡契約において定める必要が予想される事項として、対象となる事業及びこれに属す

る財産（積極財産・消極財産）、雇用関係の承継、受益者の地位の承継等がある。

事業譲渡契約を株式会社の成立前に行う場合、変態設立事項に当たることから、株式会社側

において、定款（商法第 168 条第１項第６号）及び株式申込書（商法第 175 条第２項第７号）

への記載を要することとなり、また、検査役の調査等の手続（商法第 173 条、第 181 条等）

が必要となる。

事業譲渡契約を株式会社の成立後２年内に行うときは、事後設立（商法第 246 条）となるこ

とがあり、その場合は、株式会社側において、所定の手続を踏むことが必要となる。

⑥社団法人・財団法人の清算人と株式会社の代表取締役は、事業譲渡契約の履行を行う。

清算人は、事業譲渡契約により株式会社に移転する債権の債務者に対し、債権譲渡の通知を

行う（民法第 467 条）。

清算人及び代表取締役は、事業譲渡契約により株式会社に承継されるべき債務の債権者から

債務引受に関する承諾を得る。

清算人は、労働契約の承継に関し、従業員の同意（民法第 625 条第１項）を得る。

株式会社は、社団法人・財団法人に対し、事業譲渡の代金を支払う必要がある。

事業譲渡契約が株式会社の成立前にされた場合、事業の移転及び代金の支払は、株式会社の

成立後にされることとなる（商法第 168 条第１項第６号参照）。

⑦社団法人・財団法人の清算人は、その他の清算業務を行う（民法第 78 条から第 80 条まで参照）。

⑧社団法人・財団法人の清算人は、帰属権利者に残余財産の引渡しを行う（民法第 78 条第１項

第３号）。

社団法人の社員は、残余財産の分配を受け、又は、残余財産から出資の払戻しを受けること

はできない。

残余財産は、その帰属権利者とされた者に対して引き渡される。

⑨社団法人・財団法人の清算人は、主務官庁に対し清算結了の届出を行う（民法第 83 条）。

（2）社団法人がその事業を株式会社に譲渡した後、解散する場合

①社団法人の事業の譲渡先が新たに設立される株式会社である場合には、株式会社の設立手続を

開始する。

新会社の設立に当たっては、発起人等が出資を行うことが必要となる。

既存の株式会社に対して事業を譲渡しようとする場合には、株式会社設立の手続は不要であ

る。

②社団法人は、総会における総社員の４分の３以上の承認により、定款を変更し（民法第 38 条

第１項本文）、解散事由としての存立時期（民法第 46 条第１項第５号、第 68 条第１項第１号）

を定め、主務官庁の認可を得る（民法第 38 条第２項）。理事は、存立時期の定めにつき登記す

ることを要する（民法第 46 条第１項第５号）。

③社団法人は、総会において、解散決議と同様の要件で、理事が、株式会社側との間で事業譲渡

契約を締結すべきことを決議する（民法第 53 条）。

④定款に解散後の残余財産の帰属権利者の指定がなく、又は、これを指定する方法の定めがない

場合、社団法人の理事は、総会の決議に従って、類似の目的のためにする処分方法を定め、主
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務官庁の許可を得る（民法第 72 条第２項）。

この点について定めなかった場合、残余財産は国庫に帰属する（民法第 72 条第３項）。

⑤社団法人の理事は、株式会社側（株式会社の成立前には発起人、成立後には代表取締役）との

間で、事業譲渡契約をする。

事業譲渡契約の効力発生日は、社団法人の存立時期と定められた日とする。

事業譲渡契約において定める必要が予想される事項として、対象となる事業及びこれに属す

る財産（積極財産・消極財産）、雇用契約の承継、受益者の地位の承継等がある。

事業譲渡契約を株式会社の成立前に行う場合、変態設立事項に当たることから、株式会社側

において、定款（商法第 168 条第１項第６号）及び株式申込書（商法第 175 条第２項第７号）

への記載を要することとなり、また、検査役の調査等の手続（商法第 173 条、第 181 条等）

が必要となる。

事業譲渡契約を株式会社の成立後２年内に行うときは、事後設立（商法第 246 条）となるこ

とがあり、その場合は、株式会社側において、所定の手続を踏むことが必要となる。

⑥社団法人の理事と株式会社の代表取締役は、社団法人の存立時期の到来した日（事業譲渡契約

の効力発生日）において、事業譲渡契約の履行を行う。

理事（法人の存立時期の到来後においては清算人）は、事業譲渡契約により株式会社に移転

する債権の債務者に対し、債権譲渡の通知を行う（民法第 467 条）。

理事（法人の存立時期の到来後においては清算人）及び代表取締役は、事業譲渡契約により

株式会社に承継されるべき債務の債権者から債務引受に関する承諾を得る。

理事（法人の存立時期の到来後においては清算人）は、労働契約の承継に関し、従業員の同

意（民法第 625 条第１項）を得る。

株式会社は、社団法人に対し、事業譲渡の代金を支払う必要がある。

事業譲渡契約が株式会社の成立前にされた場合、事業の移転及び代金の支払は、株式会社の

成立後にされることとなる（商法第 168 条第１項第６号参照）。

⑦社団法人の清算人は、法人の存立時期の到来後、解散の登記手続を行い、かつ、主務官庁に届

け出る（民法第 77 条第１項）。

⑧社団法人の清算人は、その他の清算業務を行う（民法第 78 条から第 80 条まで参照）。

⑨社団法人の清算人は、帰属権利者に残余財産の引渡しを行う（民法第 78 条第１項第３号）。

社団法人の社員は、残余財産の分配を受け、又は、残余財産から出資の払戻しを受けること

はできない。

残余財産は、その帰属権利者とされた者に対して引き渡される。

⑩社団法人の清算人は、主務官庁に対し清算結了の届出を行う（民法第 83 条）。

（3）社団法人がその事業を株式会社に現物出資した後、解散する場合

①社団法人の事業の現物出資先が新たに設立される株式会社である場合には、株式会社の設立手

続を開始する。

新会社の設立に当たっては、発起人等が出資を行うことが必要となる。

既存の株式会社に対して事業を現物出資しようとする場合には、株式会社設立の手続は不要

である。

②株式会社の設立時において現物出資を行う場合

社団法人が事業の現物出資をするために、社団法人も発起人となる（商法第 168 条第２項）。

発起人は、現物出資に関する事項を定め、定款（商法第 168 条第１項第５号）、株式申込書（商

法第 175 条第１項第７号）に記載するとともに、払込期日を定める。
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現物出資については、検査役の調査等の手続（商法第 173 条、第 181 条等）が必要となる。

③株式会社の成立後において現物出資を行う場合

株式会社の取締役会は、払込期日（商法第 280 条ノ２第１項第２号）及び現物出資に関する

事項（同項第３号）を定め、株式申込書に記載する（商法第 280 条ノ６第３号）。

現物出資については、検査役の調査等の手続（商法第 280 条ノ８）が必要となる。

②、③を通じ、現物出資に関する事項としては、対象となる事業及びこれに属する財産（積

極財産・消極財産を含む ｡）、雇用契約の承継、受益者の地位の承継等が考えられる。

④社団法人は、総会における総社員の４分の３以上の承認により、定款を変更し（民法第 38 条

第１項本文）、解散事由としての存立時期（民法第 46 条第１項第５号、第 68 条第１項第１号）

を定め、主務官庁の認可を得る（民法第 38 条第２項）。理事は、存立時期の定めにつき登記す

ることを要する（民法第 46 条第１項第５号）。

法人の存立時期は、事業を現物出資すべき日（払込期日）とする。

⑤社団法人は、解散と同様の要件の下で、理事が、株式会社側に対し、事業を現物出資するべき

ことを決議する（民法第 53 条）。

⑥定款に解散後の残余財産の帰属権利者の指定がなく、又は、これを指定する方法の定めがない

場合、社団法人の理事は、総会の決議に従って、類似の目的のためにする処分方法を定め、主

務官庁の許可を得る（民法第 72 条第２項）。

この点について定めなかった場合、残余財産は国庫に帰属する（民法第 72 条第３項）。

⑦社団法人の理事は、株式会社に対し、払込期日において、現物出資の給付を行う（商法第 172 条、

第 177 条第３項、第 280 条ノ 14 第１項）。

理事（法人の存立時期の到来後においては清算人）は、現物出資に伴い株式会社に移転する

債権の債務者に対し、債権譲渡の通知を行う（民法第 467 条）。

理事（法人の存立時期の到来後においては清算人）及び代表取締役は、現物出資に伴い株式

会社に承継されるべき債務の債権者から債務引受に関する承諾を得る。

理事（法人の存立時期の到来後においては清算人）は、労働契約の承継に関し、従業員の同

意（民法第 625 条第１項）を得る。

株式会社は、社団法人に対し、出資の対価として株式を発行する。

社団法人が取得した株式は、速やかに処分すべきである。その場合、適切な対価を取得する

ことを要する。

⑧社団法人の清算人は、法人の存立時期の到来後、解散の登記手続を行い、かつ、主務官庁に届

け出る（民法第 77 条第１項）。

⑨社団法人の清算人は、その他の清算事務を行う（民法第 78 条から第 80 条まで参照）。

⑩社団法人の清算人は、帰属権利者に残余財産の引渡しを行う（民法第 78 条第１項第３号）。

社団法人の社員は、残余財産の分配を受け、又は、残余財産から出資の払戻を受けることは

できない。

残余財産は、その帰属権利者とされた者に対して引き渡される。

⑪社団法人の清算人は、主務官庁に対し清算結了の届出を行う（民法第 83 条）。

（4）社団法人・財団法人が目的（事業）を変更して、従来行ってきた事業を株式会社に譲渡し、残

存する又は追加された事業を継続することとして公益法人が存続する場合

①社団法人・財団法人の事業の譲渡先が新たに設立される株式会社である場合には、株式会社の

設立手続を開始する。

新会社の設立に当たっては、発起人等が出資を行うことが必要となる。
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既存の株式会社に対して事業を移転しようとする場合には、株式会社設立の手続は不要であ

る。

②社団法人・財団法人の目的（事業）を変更する。

社団法人は、総会における総社員の４分の３以上の承認により、定款を変更し（民法第 38

条第１項本文）、目的（事業）に必要な変更を加えた上で、主務官庁の認可を得る（民法第

38 条第２項）。理事は、目的変更につき登記することを要する（民法第 46 条第２項）。

財団法人は、寄附行為の定めに従って、変更可能な範囲内において、所定の機関が、所定の

方法により寄附行為を変更し、目的（事業）に必要な変更を加える。理事は、目的変更につ

き登記することを要する（民法第 46 条第２項）。

③社団法人・財団法人は、株式会社に対し、目的（事業）の変更により、公益法人の目的に含ま

れないこととなった従来の事業を譲渡する。

事業譲渡契約において定める必要が予想される事項として、対象となる事業及びこれに属す

る財産（積極財産・消極財産）、雇用契約関係の承継、受益者の地位の承継等がある。

事業譲渡契約を株式会社の成立前に行う場合、変態設立事項に当たることから、株式会社側

において、定款（商法第 168 条第１項第６号）及び株式申込書（商法第 175 条第２項第７号）

への記載を要することとなり、また、検査役の調査等の手続（商法第 173 条、第 181 条等）

が必要となる。

事業譲渡契約を株式会社の成立後２年内に行うときは、事後設立（商法第 246 条）となるこ

とがあり、その場合は、株式会社側において、所定の手続を踏むことが必要となる。

④社団法人・財団法人の理事と株式会社の代表取締役は、事業譲渡契約の履行を行う。

理事は、事業譲渡契約により株式会社に移転する債権の債務者に対し、債権譲渡の通知を行

う（民法第 467 条）。

理事及び代表取締役は、事業譲渡契約により株式会社に承継されるべき債務の債権者から債

務引受に関する承諾を得る。

理事は、労働契約の承継に関し、従業員の同意（民法第 625 条第１項）を得る。

株式会社は、社団法人・財団法人に対し、事業譲渡の代金を支払う必要がある。

事業譲渡契約が株式会社の成立前にされた場合、事業の移転及び代金の支払は、株式会社の

成立後にされることとなる（商法第 168 条第１項第６号参照）。

⑤目的（事業）の変更後、社団法人・財団法人は、変更後の目的に従って、残余事業を継続し、

又は新たな事業を開始し、株式会社は、譲渡を受けた事業を行う。

（5）社団法人・財団法人が目的（事業）を変更して、従来行ってきた事業を株式会社に現物出資し、

残存する又は追加された目的に従って事業を継続することとして公益法人が存続する場合

①社団法人・財団法人の事業の現物出資先が新たに設立される株式会社である場合には、株式会

社の設立手続を開始する。

新会社の設立に当たっては、発起人等が出資を行うことが必要となる。

既存の株式会社に対して事業を現物出資しようとする場合には、株式会社設立の手続は不要

である。

②社団法人・財団法人の目的（事業）を変更する。

社団法人は、総会における総社員の４分の３以上の承認により、定款を変更し（民法第 38

条第１項本文）、目的（事業）に必要な変更を加えた上で、主務官庁の認可を得る（民法第

38 条第２項）。理事は、目的変更につき登記することを要する（民法第 46 条第２項）。

財団法人は、寄附行為の定めに従って、変更可能な範囲内において、所定の機関が、所定の
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方法により寄附行為を変更し、目的（事業）に必要な変更を加える。理事は、目的変更につ

き登記することを要する（民法第 46 条第２項）。

③株式会社の設立時において現物出資を行う場合

社団法人・財団法人が事業の現物出資をするために、社団法人・財団法人も発起人となる（商

法第 168 条第２項）。

発起人は、現物出資に関する事項を定め、定款（商法第 168 条第１項第５号）、株式申込書（商

法第 175 条第１項第７号）に記載するとともに、払込期日を定める。

現物出資については、検査役の調査等の手続（商法第 173 条、第 181 条等）が必要となる。

④株式会社の成立後において現物出資を行う場合

株式会社の取締役会は、払込期日（商法第 280 条ノ２第１項第２号）及び現物出資に関する

事項（同項第３号）を定め、株式申込書に記載する（商法第 280 条ノ６第３号）。

現物出資については、検査役の調査等の手続（商法第 280 条ノ８）が必要となる。

②、③を通じ、現物出資に関する事項としては、対象となる事業及びこれに属する財産（積

極財産・消極財産を含む ｡）、雇用契約の承継、受益者の地位の承継等が考えられる。

⑤社団法人・財団法人の理事は、株式会社に対し、払込期日において、現物出資の給付を行う（商

法第 172 条、第 177 条第３項、第 280 条ノ 14 第１項）。

理事は、現物出資に伴い株式会社に移転する債権の債務者に対し、債権譲渡の通知を行う（民

法第 467 条）。

理事及び代表取締役は、現物出資に伴い株式会社に承継されるべき債務の債権者から債務引

受に関する承諾を得る。

理事は、労働契約の承継に関し、従業員の同意（民法第 625 条第１項）を得る。

株式会社は、社団法人・財団法人に対し、出資の対価として株式を発行する。

社団法人・財団法人が取得した株式は、速やかに処分すべきである。その場合、適切な対価

を取得することを要する。
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資料 22　休眠法人の整理に関する統一的基準

　民法第 71 条後段に規定する「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザル」公益法人（以

下「休眠法人」という ｡）の整理に関する統一的基準は下記のとおりとする。

　各主務官庁は、この基準に基づき、それぞれ所管の公益法人の実態調査、休眠法人の認定、設立許

可の取消しの手続等に関する要綱を定め、所管休眠法人の整理促進に努めるものとする。

記

１　公益法人の調査

　主務官庁は、各府省大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規制（以下「監督規制」

という ｡）に定める報告、届出等を３年以上怠っている公益法人（報告、届出等を行っているが、

その内容が著しく事実に反しているもの又は全く事業を行っていないものを含む。以下「法人」と

いう ｡）について、登記簿により法人の概況を把握するとともに、次に掲げる事項を調査し、法人

の実態を把握する。

（1）事務所及び職員の状況

（2）理事の状況

（3）事業の実施状況

（4）資産及び会計の状況

（5）社団法人にあっては、社員及び総会の状況

（6）備付書類の状況

（7）法人登記の状況

２　休眠法人の認定

　主務官庁は、上記１の調査結果等に基づき、主として、次に掲げる事由を総合的に判断し、休眠

法人と認定する。

（1）引き続き３年以上事業を行っていないこと

（2）理事が存在しないこと又はその任期が３年以前に満了していること

（3）理事の所在が確認できないこと

（4）事務所及び職員が存在しないこと

（5）主務官庁の監督規則に基づく報告、届出等を引き続き３年以上怠っていること

（6）引き続き３年以上にわたって収入及び支出がないこと

（7）社団法人にあっては、引き続き３年以上にわたって総会が開催されていないこと

（8）財団法人にあっては、基本財産が存在しないこと

３　休眠法人の解散指導及び設立許可の取消し

　休眠法人と認定した法人については、次の方法により、その整理を行うものとする ｡

（1）理事の存在が確認された場合

　主務官庁は、当該理事に対し、解散の指導を行い、自主的に解散させるものとするが、これに

昭 和 60 年 ９ 月 17 日

公益法人指導監督連絡会議決定

　　　　　　　改正　昭和63年3月10日
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応じない場合は、あらかじめ理事について聴聞を行った上で、設立許可の取消しの処分を行い、

この旨を理事に告知する。

（2）理事が存在せず、又はその所在が確認できない場合

　主務官庁は、設立許可の取消しの処分を行い、その旨を官報に掲載する。

４　解散登記の嘱託

　前記３の取消処分の告知又は取消処分の官報掲載を行った場合は、主務官庁は、必要な期間を経

過した後、当該法人事務所所在地の登記所に解散登記の嘱託を行う。
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資料 23　休眠法人の整理に関するモデル要綱

　この要綱は、休眠法人の整理に関する統一的基準（昭和 60 年９月 17 日　公益法人指導監督連絡会

議決定、以下「基準」という ｡）に基づき、○○大臣の所管に属する公益法人の実態調査、休眠法人

の認定、設立許可の取消しの手続等休眠法人の整理促進に必要な事項を定めるものとする。

１　公益法人の調査

　基準１に定める法人の調査は、次の方法により○○○○が行うものとする。

（1）法人の概況の把握

ア　法人登記簿の確認

　当該法人の事務所の所在地を管轄する登記所から登記簿謄本の交付（別紙１―１）を求め最

終登記の年月日及びその内容を把握する。

イ　理事の存在の確認

（ア）登記簿が存在する場合

　登記簿に記載された理事の住所をもとに電話、配達証明郵便、住民票（別紙１―２）、戸

籍謄本（別紙１―３）、官報公告（別紙１―４）等により、理事の存在、現住所を確認する。

（イ）登記簿が存在しない場合

　登記簿が存在せず、理事の住所が明らかでないときは、官報公告等により理事の存在、現

住所の確認に努める。

（2）事業の実施状況等調査

　理事の存在が確認された法人については、理事又は理事代表者（以下「理事」という ｡）等に対し、

事業の実施状況等について調査（別紙２）を行う。

２　休眠法人の認定

　基準２に定める休眠法人の認定は、別紙２の調査票の各項目についての調査結果等を総合的に判

断し、○○○○が行うものとする。

３　聴　聞

　基準３に定める聴聞は、次の方法により○○○○が行うものとする。

（1）聴聞の通知

　聴聞を実施しようとする場合は、理事に対して設立許可取消処分の理由、聴聞日時、場所、聴

聞事項等について、１週間前までに文書により通知（別紙３―１）しなければならない。

　この文書は、配達証明郵便で送付するものとする。

　なお、前記の通知を出しても理事が聴聞に応じない場合は、聴聞を経ないで設立許可の取消し

の処分をすることができる。

（2）聴聞の実施

　まず、出席者を確認した後、調査結果に基づき休眠法人認定事由を説明し、これについて被聴

昭 和 60 年 12 月 ５ 日

公益法人指導監督連絡会議幹事会了解事項

　　　　　　　　　　　　　改正　昭和63年３月10日

　　　　　　　　　　　　　　　　平成４年８月７日

　　　　　　　　　　　　　　　　同　６年９月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　同　８年１月31日
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聞者から証拠に基づく弁明、反論を求める。

　聴聞の結果は、聴聞調書（別紙３―２）にまとめるものとする。

４　設立許可の取消処分

　基準３に定める設立許可の取消しの処分は、○○○○が行うものとし、この処分を行った場合に

おいて、理事の存在が確認されているときは、理事にその旨を告知（別紙４―１）し、理事が存在

せず又はその所在が確認できないときは、その旨を官報に公告（別紙４―２）する。

５　解散登記の嘱託

　基準４に定める登記所に対する解散登記の嘱託は、○○○○が次により行うものとする ｡

　設立許可の取消処分を、理事に告知したときはその到達後に、官報公告を行ったときは 20 日経

過後に、速やかに当該法人の各事務所の所在地の登記所に行う（別紙５―１、５―２）。

６　裁判所への通知

　設立許可の取消処分を行った場合には、解散及び清算の監督を行う裁判所に対して、速やかに通

知する（別紙６）。

（注）別紙は省略
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資料 24　休眠法人数����������
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資料 25　所管不明法人の整理等の状況
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資料 26　公務員制度改革大綱（抄）

３　適正な再就職ルールの確立

（3）公益法人への再就職に係るルール

　公益法人の民間法人としての性格を踏まえつつ、以下の方針に従い見直しを行う。

①役員報酬に対する国の助成を廃止する。

②退職公務員の役員就任状況について適切な情報開示に努める。

③補助金等を受ける等の公益法人については、役員の報酬規程・退職金規程を定め、公開する。

④国と特に密接な関係を持つ公益法人に対し、役員の報酬・退職金につき、現在の指導監督基準

に加え、新たに公務員の水準と比べても不当に高額に過ぎないよう指導するとともに、公的部

門における高齢役員に関する対応状況を踏まえ、役員の退職年齢について適切な内部規程を整

備するよう要請する。

（4）再就職状況全般に係る公表制度

　公務員の再就職の状況についての透明性を確保するため、再就職状況全般に関する公表制度を

整備する。

　各府省は、内閣の定めるところにより、毎年１回、本府省の課長・企画官相当職以上（地方支

分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。）の離職者の離職後２年以内の再就職

先について、営利企業・特殊法人等・公益法人などすべての再就職先を対象に、再就職者氏名、

離職時官職、再就職先の名称及び業務内容、再就職先での役職、承認の有無等について公表する

こととする。

　内閣は、各府省の公表事項をとりまとめ、毎年１回公表することとする。

平成13年12月25日

閣 議 決 定
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資料 27　公務員制度改革大綱に基づく措置について

　各府省（国家公安委員会、防衛庁及び金融庁を含む。以下同じ。）は、公務員制度改革大綱（平成

13 年 12 月 25 日閣議決定）記Ⅱ３（3）「公益法人への再就職に係るルール」に基づき、下記のとおり、

平成 14 年度から公益法人に対する指導等を行うこととする。

記

１　各府省は、所管公益法人に対し、公表する当該法人の役員名簿に次に掲げる事項を付記するよう

指導する。

（1）各役員の常勤・非常勤の別

（2）国家公務員出身者である役員についてはその最終官職（官房付等で退職した者については、そ

の前職名も併せて記載する。）

　上記の「国家公務員出身者」とは、本府省課長・企画官相当職以上及び地方支分部局の本府省

課長・企画官相当職以上の経験者とする。

２　各府省は、国から補助金等を受けている等の公益法人（国から補助金・委託費等の交付を受けて

いる所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている

所管公益法人をいう。）に対し、以下のとおり指導する。

（1）役員の報酬・退職金に関する規程を定めること。

（2）（1）の規程について、主たる事務所に備えて置き、一般の閲覧に供するとともに、インターネッ

トにより公開すること。

　また、各府省においては、（1）の規程を備えて置き、これについて閲覧の請求があった場合に

は、これを閲覧させるものとするとともに、各府省のホームページに掲載する。

３　各府省は、国と特に密接な関係を持つ公益法人（国からの補助金・委託費等の２分の１以上を第

三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・委託費等による収入額が年間収入額の３分の２以

上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受け

ている所管公益法人をいう。）については、２の措置に加え、以下の措置を講ずる。

（1）常勤の役員の報酬・退職金等について、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」（平成８年９

月 20 日閣議決定）によるほか、国家公務員の給与・退職手当の水準と比べても不当に高額に過

ぎないよう指導すること。

（2）役員の在任年齢について、従来の特殊法人役員に加え、今般、独立行政法人役員についても決

定（「特殊法人等の役員の給与・退職金等について」平成 14 年３月 15 日閣議決定）がなされた

ことを踏まえ、適切な規程を整備するよう要請すること。

平 成 14 年 ３ 月 29 日

公益法人等の指導監督等に関する

関 係 閣 僚 会 議 幹 事 会 申 合 せ
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資料 28　公益法人の全体像

資料28　公益法人の全体像
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資料 80　情報公開の状況
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資料 86　行政委託型法人等の指定に係る根拠法令等の種別（府省別）
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資料 87　行政委託型法人等一覧（都道府県）
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資料 88　国所管公益法人に対する補助金等の状況 ���
����������������������� �
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資料 89　国所管公益法人に対する委託費の状況
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資料 90　10 億円以上の補助金等を受けた国所管公益法人
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資料 91　10 億円以上の委託費を受けた国所管公益法人
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資料 92　都道府県所管公益法人に対する補助金・委託費等の状況 ���
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資料 93　公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画

平成14年３月29日

閣 議 決 定

　行政改革大綱（平成 12 年 12 月１日閣議決定）に基づき、国から公益法人が委託等、推薦等を受け

て行っている検査・認定・資格付与等の事務・事業及び国からの公益法人への補助金・委託費等（以

下「補助金等」という。）について以下の措置を講ずる。

Ⅰ．委託等に係る事務・事業の改革

１．検査・検定等

  （1）基本的考え方

①　公益法人が国の代行機関として行う検査・検定等の事務・事業については、官民の役割分担

及び規制改革の観点から見直し、廃止するものを除き、規制改革推進３か年計画（改定）（平

成 14 年３月 29 日閣議決定）に示された基準認証の見直しの考え方を踏まえ、国の関与を最小

限とし、事業者の自己確認・自主保安を基本とする制度に移行することを基本原則とする。こ

の場合、直ちに事業者の自己確認・自主保安のみに委ねることが国際ルールや消費者保護等の

観点から必ずしも適当でないときは、法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁

量の余地のない形で国により登録された公正・中立な第三者機関（以下「登録機関」という。）

による検査・検定等の実施（以下「登録機関による実施」という。）とする。

②　国民の生命、財産の保護、国際的責務の履行等の観点から、①により難い事務・事業につい

ては、国又は独立行政法人において実施することを原則とする。

　やむを得ない理由により、引き続き公益法人に国の代行機関として検査・検定等を行わせる

こととした場合にあっても、登録機関による実施に準じた措置を検討するものとする。

　なお、これらの事務・事業については、規制改革の観点から、その在り方の検討を進めるも

のとする。

  （2）具体的措置内容

　　　別表１のとおりとする。

２．資格付与等

  （1）基本的考え方

　公益法人が国の委託等を受けて行う試験、講習その他の資格付与等の事務・事業については、

国家資格としての社会的必要性等について検証の上、廃止、独立行政法人による実施等を検討す

る。引き続き公益法人が国の委託等を受けて事務・事業を行うものについては、規制改革の観点

から、その在り方の検討を進めるものとする。

  （2）具体的措置内容

　　　別表２のとおりとする。

３．登録その他の事務・事業

  （1）基本的考え方

　公益法人が、国の委託を受けて行う登録、交付等の事務・事業については、事務・事業の性格

を勘案の上、上記に準じた措置を講ずる。
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　（2）具体的措置内容

　　　別表３のとおりとする。

Ⅱ．推薦等に係る事務・事業の改革

１．技能審査等

  （1）基本的考え方

　公益法人が独自に行う技能審査等の事務・事業に対する大臣認定その他の推薦等については、

当該事務・事業が法律で定められた国の事務・事業ではないこと、民間において実施されている

各種技能審査等の間における差別化を必要以上に助長するおそれがあること等の観点から、一律

に廃止する。また、今後同様の推薦等はこれを行わないこととする。

  （2）具体的措置内容

　別表４のとおりとする。

２．制度・仕組みの一部として組み込まれた推薦等

  （1）基本的考え方

　公益法人が独自に行う講習が国家資格付与の要件として認定されている等国の制度・仕組みの

一部として組み込まれている推薦等に係る事務・事業については、当該制度・仕組みそのものの

検証と併せ検討の上、Ⅰ１（1）、２（1）に準じた措置を講ずる。

  （2）具体的措置内容

　別表５のとおりとする。

Ⅲ．補助金等の見直し

１．第三者分配型補助金等

  （1）基本的考え方

　平成 12 年度に国から公益法人に交付された補助金等のうち、交付先の公益法人において当該

補助金等の５割以上を他の法人等の第三者に分配・交付するもの（以下「第三者分配型補助金等」

という。）については、事務・事業の必要性等を検証した上で、当該補助金等の廃止、国からの

直接交付又は独立行政法人からの交付、交付先公益法人が事務・事業を直接行うこと等による分

配・交付比率の５割未満への改善等の措置を講ずることにより、第三者分配型補助金等の解消を

図る。なお、第三者分配型補助金等となることにつき特段の理由のあると認められる補助金等に

ついては、その理由を公表する。

  （2）具体的措置内容

　　　別表６のとおりとする。

２．補助金依存型公益法人

  （1）基本的考え方

　平成 12 年度に国から交付された補助金等が年間収入の３分の２以上を占める公益法人（以下

「補助金依存型公益法人」という。）については、当該法人に交付される補助金等の必要性等を検

証し、補助金等の廃止、補助金等交付対象事業の国又は独立行政法人による実施等の措置を講ず

ることにより、補助金依存型公益法人の解消を図る。なお、これらの措置によっても、なお３分

の２未満とならない法人については、補助金依存状態の解消のための改善計画を策定するものと

し、また、補助金依存型公益法人となることに特段の理由のある公益法人については、その理由
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を公表する。

  （2）具体的措置内容

　　　別表７のとおりとする。

３．役員報酬に対する助成

  （1）基本的考え方

　公益法人の役員報酬に対する国の助成は、民間の法人の運営に国が実質的に関与することにな

りかねないことから、公益法人に対する補助金等による助成は、特段の理由のあるものを除き、

一律に廃止するとともに、今後これを行わないこととする。

  （2）具体的措置内容

　別表８のとおりとする。

Ⅳ．公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置

　上記措置を講ずることとした結果、公益法人に対する行政の関与は相当程度改善されることとなる

が、なお、国の委託等、推薦等を受けて事務・事業を行う公益法人、国からの補助金等の交付を受け

る公益法人等国と関係のある公益法人が引き続き存在することとなる。このため、これらについては、

別添の「公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置」（以下「透明化・合理化ルール」

という。）を適用し、行政及び公益法人の双方における、より一層の透明性、効率性、厳格性の確保

を図るものとする。

Ⅴ．改革の実施に向けて

１．本計画による措置は、法律改正を要するものについては、原則として、平成 15 年度中に実施す

ることとする。なお、その実施に当たっては事務・事業の一層の整理・合理化を図ることとする。

２．公益法人が行っている事務・事業の国又は独立行政法人への移管を行う場合には、既存体制の合

理的再編成により対処することを基本とする。また、今後、独立行政法人による実施につき引き続

き検討することとされているものについても、以下の点に十分留意することとする。

（1）移管する事務・事業が、公共上の観点から国の強い関与が不可欠であり、民間に委ねると効率

的かつ確実な実施が見込めないこと

（2）原則として既存の独立行政法人を活用するとともに、国、特殊法人、独立行政法人、公益法人

等が行う関連の事務・事業を、府省の枠にとらわれることなく統合・合理化すること

（3）移管後の独立行政法人の事務・事業、組織の合理化・効率化を徹底し、財政負担の軽減を実現

すること

３．各府省は透明化・合理化ルールが適正に運用されるよう常に意を用いるとともに、今回の改革で

示された基本的考え方に立って、所管する事務・事業の不断の見直しに努めるものとする。

４．本計画は、今後各府省が責任をもって実施することとなる。内閣官房は、本計画の実施につき検

討を要する事項に関し、必要に応じ調整の任に当たる。総務省は、関係府省の協力を得て、本計画

の実施状況の概要について毎年度の「公益法人に関する年次報告」及びインターネットにおいて公

表するなど、本計画のフォローアップに当たる。
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（別　添）

公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置

　行政委託型公益法人等に対する国の関与について、行政の一層の透明性、効率性、厳格性を確保す

る観点から、以下の措置を講ずる。

Ⅰ．定義

　本措置における用語の意味は、特段の定めのない限り、次のとおりとする。

  （1）行政委託型公益法人等

　国から検査・認定・資格付与等（以下「検査等」という。）の委託等、推薦等（以下「委託・推薦等」

という。）を受けている公益法人及び国から補助金・委託費等（以下「補助金等」という。）を交

付されている公益法人をいう。

  （2）委託等

　事務の内容等を法令等で定め、当該事務を国以外の特定の法人に制度的に行わせることをいう。

  （3）推薦等

　法律に基づく制度・仕組みの一部として組み込むことなどにより、特定の法人が独自に行って

いる事業について、制度的に国が関与を行うことをいう。

Ⅱ．検査等の委託・推薦等に関する事項

１．府省が講ずべき措置

　検査等の事務・事業について、当該事務・事業を所管する府省は以下の措置を講ずる。

  （1）事務・事業の法的位置付けの明確化

①　委託等に係る事務・事業の基本的内容を法律で定める。

②　推薦等に係る事務・事業は、法律又はこれに基づく政令（当面の間、法律に基づく省令を含

む。）（以下「法令」という。）に基づくものとし、これらの内容を法令において明確に規定する。

③　検査等の基準を客観的に明確なものとする。

  （2）指定・登録基準等の明確化、公開等

①　委託等については、法人の指定基準の基本的な事項を法律で定め、詳細な事項は府省による

裁量の余地を極力小さくすべく一層の明確化を図った上で、法令又は告示で定める。

②　推薦等については、法人の登録基準を府省による裁量の余地がないよう明確化した上で、法

令又は告示で定める。

③　指定・登録基準（制度所管府省が定めたすべてのものを含む。）、指定・登録された法人に係

る事項（法人等の名称、指定・登録時期、法人の連絡先、指定・登録の理由等）をインターネ

ットで公開する。

④　指定・登録基準に対する問合せ（問題点の指摘を含む。）や指定・登録基準を満たしている

か否かについての照会については迅速に対応するとともに、共通的事項と認められるもの等に

ついては、その概要をインターネットで公開する。

  （3）料金の決定及び積算根拠の公開

　委託等に係る事務・事業の検査料等の料金は、委託等を行う府省が決定し、その積算根拠も併
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せインターネットで公開する。

  （4）事務・事業の定期的検証

　委託・推薦等に係る事務・事業について改善すべき点がないか毎年見直しを行う。特に、検査

関連制度については、事業者による自己確認への移行の可能性について毎年見直しを行う。見直

しの状況の概要については、毎年度の「公益法人に関する年次報告」に掲載する。

　また、少なくとも３～５年ごとに政策評価（行政機関が行う政策の評価に関する法律第３条に

規定する政策評価をいう。以下同じ。）を行い、当該事務・事業の必要性について定期的な検証

を行う。初回の政策評価は平成 17 年度末までの集中改革期間内に実施する。

  （5）指導監督の適正な実施

　委託等を行う府省は、法令に定められたところにより、委託等を受ける法人に対する指導監督

を厳格に行い、事務・事業の適正な実施に努める。

２．法人が講ずべき措置

　委託・推薦等に係る事務・事業を所管する府省は、委託・推薦等を受ける公益法人に対して、以

下の要件をすべて満たすよう指導する。

  （1）中立公正な運営の確保

①　委託等を行う府省の出身者と委託等された事務・事業に関わる業界の関係者の合計が、法人

の役員現在数の２分の１を上回らないこと。

②　推薦等された事務・事業が公正に行われることを担保するために、当該事務・事業を行う法

人が必要な措置をとっており、その措置が明らかになっていること。

③　委託等された事務・事業に関わる法人の役職員について、公務員に準じた規律に服すること

が定められていること。

④　推薦等された事務・事業に関わる法人の役職員について、当該事務・事業を適正に行うため

に必要な職務規程が定められていること。

  （2）会計処理の明確化及び透明化

　企業会計基準の考え方の活用を含め、適正かつ効率的な事業実施に係る説明責任を果たせるよ

う適切な会計処理を行うこと。

　特に、委託等された事務・事業については、当該事務・事業ごとに事業内容、検査料等の収入

額及び支出額の内訳を記載した書類（様式１又はそれに準じたもの）を作成し、インターネット

で公開すること。

  （3）事務・事業の実施の透明化

①　国から委託・推薦等された検査等と、法人が独自で行っている類似の事務・事業とが第三者

に明確に区別できるようにすること。

②　委託等された事務・事業の一部を外注する場合、特定の事業者に限定されるような仕組みを

設けないこと。

Ⅲ．補助金等の交付等に関する事項

 1 ．実施計画の対象事項に対する措置

  （1）実施計画の対象とされたものについて、各府省は以下の措置を講ずる。

①　次に掲げる事項を公益法人の所管府省（以下「法人所管府省」という。）のホームページに

掲載する。

ア　「第三者分配型」、「補助金依存型」の状態がやむを得ないこととされたもの（以下「例外事項」
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という。）について、その理由

イ　補助金等が年間収入の３分の２以上を占める状態を解消するための改善計画を策定するこ

ととされたものについて、当該改善計画

ウ　集中改革期間内（平成 17 年度末まで）に改革の措置を講ずることとされたものについて、

その達成状況

②　例外事項に関わる個々の補助金等の政策的必要性を始めとした合理的理由を検証するため、

毎年度の予算要求にあたり検証を行うほか、３～５年ごとに政策評価を実施する。その際、評

価結果には、当該箇所が明らかになるようにする。なお、初回の政策評価は平成 17 年度末ま

での集中改革期間内に実施する。

 （2）実施計画のフォローアップとして、上記（1）①に掲げる事項を毎年度の「公益法人に関する

年次報告」に掲載する。

 （3）「第三者分配型」で例外事項とされた助成・給付事業に係る補助金等について、各府省は交付

先の公益法人が以下の事項をインターネットで公表するよう指導する。

①　公益法人における助成・給付事業の内容、助成基準、決定方法等

②　国からの補助金等のみを用いて助成・給付事業を実施している場合、当該事業に関し国が定

める基準

２．公益法人向け補助金等全般に対する措置

 （1）各府省は、「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」（平成 13 年８月

28 日公益法人等の指導監督等に関する申合せ）について、常に最新の情報を法人所管府省のホ

ームページに掲載するとともに、次に掲げる事項も新たに掲載する。

①　補助金等に係る事業概要、主な使途（下記（2）②アの書類で代替可）

②　補助金等の執行に当たっての交付先選定理由として、次に掲げる事項

ア　補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（以下「補助金等適正化法」という。）

が適用される場合

　　　　　・補助金等適正化法が適用される旨

　　　　　・当該法人を選定した具体的理由（提案公募型の場合は公募方法、選定基準、選定方法も

　　　　　　併せて記載）

　　　イ　会計法に基づく契約を行う場合

　　　　ａ　一般競争契約の場合

　　　　　・一般競争契約である旨

　　　　ｂ　指名競争契約の場合

　　　　　・指名競争契約である旨、及び当該契約方法とした具体的理由

　　　　　・指名基準、及び競争参加者選定の具体的理由

　　　　ｃ　随意契約の場合

　　　　　・随意契約である旨、及び当該契約方法とした具体的理由

　　　　　・当該法人を選定した具体的理由（提案公募型の場合は公募方法、選定基準、選定方法も

　　　　　　併せて記載）

  （2）各府省は、以下の措置を講ずる。

①　所管公益法人に対し、国からの補助金等全体の金額及びその年間収入に対する割合を示す書

類を作成するよう指導。

②　公益法人が以下の措置を講ずることを補助金等の交付決定又は契約の条件とするとともに、

既に交付している公益法人には速やかに措置するよう指導。
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ア　補助金等に係る事務・事業ごとに事業内容、交付額及び支出額の内訳を記載した書類（様

式２又はそれに準じたもの）を作成。

イ　上記書類を、①の書類に添付した上で、計算書類等と併せて事務所に備え付け公開すると

ともに、関係府省に報告。

③　①、②で作成する書類を法人所管府省のホームページに掲載するとともに、各法人に対しイ

ンターネットで公表するよう指導。

３．新規発生防止のための措置

  （1）各府省は、公益法人向けの補助金等に関し、予算及びその執行について以下のとおりとすること。

①　要求段階で補助金等の交付先等が特定される場合、「第三者分配型」となるもの、公益法人

が「補助金依存型」となることが見込まれるものは、原則として予算要求しない。

②　要求段階で補助金等の交付先等が特定されないものの、執行において「第三者分配型」、「補

助金依存型」となることが見込まれる法人に対しては、原則として補助金等の交付決定や随意

契約の締結を行わない。

 （2）各府省は、指名競争契約及び提案公募型による補助金等の執行において、応募対象を公益法

人に限定せず、かつ、公募方法、選定基準、選定方法を執行に先立って対外的に明らかにするこ

ととする。

 （3）各府省は、以下の①又は②の状態が生じた場合には、その旨及び合理的説明を法人所管府省

のホームページに掲載する。

①　競争契約、提案公募型で結果的に「補助金依存型」公益法人が生じた場合

②　競争契約で選定した公益法人において結果的に「第三者分配型」が生じた場合

 （4）フォローアップとして、上記（1）に拠りがたいものが生じた場合については上記１に準じた

措置を講ずることとするほか、実施計画で例外事項とされたものと併せ、「公益法人に関する年

次報告」に一覧性をもって表掲載する。

Ⅳ．実施時期

 （1）実施時期については、（2）の事項を除き、平成 14 年４月１日から実施する。

 （2）各府省のホームページへの掲載は、平成 14 年７月１日から実施し、年１回は必ず更新するこ

ととする。

（注）様式１、２は省略
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資料 94　国の関与等を透明化・合理化するための措置の推進状況
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資料 95　公務員制度改革大綱に基づく公益法人の役員に関する
措置の推進状況（概要）　　　　　　　　　　

　　　＜調査結果＞

１　退職公務員の役員就任状況に関する情報開示の状況

　　　＜申合せ＞

各府省は、所管公益法人に対し、役員名簿に、国家公務員出身者である役員については

その最終官職を付記するよう指導

各府省は、国から補助金等を受けている等の公益法人に対し、役員の報酬・退職金に関

する規程を定めるよう指導

（注）国から補助金等を受けている等の公益法人とは、平成 14 年度決算ベースにおいて国から補助金・委託費等の交付を受けている所管公益法人及び国から検査・認定・
資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人を指す。

３　役員の報酬・退職金の水準及び在任年齢に関する措置の状況

　（1） 役員の報酬・退職金の水準

　　　＜申合せ＞

（注）国と特に密接な関係を持つ公益法人とは、平成 14 年度決算ベースにおいて国からの補助金・委託費等の２分の１以上を第三者に交付する所管公益法人、国からの補助金・
委託費等による収入額が年間収入額の３分の２以上を占める所管公益法人及び国から検査・認定・資格付与等の事務・事業の委託等、推薦等を受けている所管公益法人
を指す。

　　①　役員の平均年間報酬額の状況

　　　＜調査結果＞

　対象法人（478 法人）のうち、有給役員がいる法人は、341 法人（対象法人全体の 71.3％）

であり、平均額が 1,200 万円以上 1,600 万円未満の法人が 114 法人（対象法人全体の 23.8％）

と最も多く、有給役員のいない法人及び 1,200 万円未満の法人で、対象法人全体の約６割を

占めている。

　対象法人（2,913 法人）のうち、2,724 法人（対象法人全体の 93.5％）において退職公務

員の役員就任状況を開示している。

２　役員の報酬・退職金規程の整備状況

　　　＜申合せ＞

　　　＜調査結果＞

　対象法人（1,192 法人）のうち、役員報酬規程については 1,072 法人（対象法人全体の

89.9％）、退職金規程については 1,081 法人（対象法人全体の 90.7％）において申合せに沿

った対応が採られている。

各府省は、国と特に密接な関係を持つ公益法人に対し、常勤の役員の報酬・退職金等に

ついては、民間だけでなく、国家公務員の給与・退職手当の水準と比べても不当に高額

に過ぎないよう指導
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　在任年齢に関する規程を整備している法人及び整備を検討中の法人は 372 法人あり、対象

法人（478 法人）全体の 77.8％において、所管府省の要請を受けて申合せに沿った対応が採

られている。規程上の在任年齢の上限を見ると、常勤の理事長等については 70 歳以下とす

るものが、常勤の理事については 65 歳以下とするものが最も多かった。

有給常勤役員の平均年間報酬額規模別割合（グラフ内の数値は全体に占める割合（％）を示す。）

　　②　役員の平均退職金額の状況

　　　＜調査結果＞

　退職金額の算出が可能な法人（473 法人。以下「算出可能法人」という。）のうち、仮に

常勤役員が勤続４年で退職した場合に支給される退職金の平均額を見ると、退職金の支給の

ない法人が 155 法人（算出可能法人全体の 32.8％）と最も多く、退職金の支給のない法人

及び 800 万円未満の法人で、算出可能法人全体の約７割を占めている。

仮に常勤役員が勤続４年で退職した場合に支給される平均退職金額規模別割合（グラフ内の数値は全体に占める割合（％）を示す。）

　　③　報酬・退職金等の改善状況

　　　＜調査結果＞

　申合せを踏まえ、報酬・退職金等を適正な水準に引き下げる等の改善を行った法人及び改

善を検討中の法人は、31 法人であった。

　（2） 在任年齢に関する規程の整備状況

　　　＜申合せ＞

各府省は、国と特に密接な関係を持つ公益法人に対し、役員の在任年齢について、従来

の特殊法人役員に加え、先般、独立行政法人役員についても決定（「特殊法人の役員の

給与・退職金等について」（平成 14 年３月 15 日閣議決定））がなされたことを踏まえ、

適切な規程を整備するよう要請

　　　＜調査結果＞
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資料 96　公益信託の引受け許可審査基準等について

　公益信託の引受け許可審査の基準は、少なくとも次の各項の趣旨に添うものとする。なお、信託行

為の変更についても、次の各項の趣旨に反することとなるような場合は、これを認可しない。

１　目　的

　　公益信託は、公益の実現すなわち、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでな

　ければならない。従って、次のようなものは、引受けを許可しない。

　ア　委託者と特定の関連を有する者又は同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を

　　主たる目的とするもの。

　イ　特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とす

　　るもの。

　ウ　特定個人の精神的又は経済的支援を目的とするもの。

２　授益行為

　　公益信託の授益行為は、次の事項のすべてに適合していなければならない。

　ア　当該公益信託の目的に照らし、適切な内容のものであること。

　イ　授益行為の内容は、原則として、助成金、奨学金、奨励金、寄附金等の支給若しくは物品の配

　　布のような資金又は物品の給付であること。

　ウ　授益行為が信託行為上具体的に明確にされていること。

　エ　営利事業として行うことが適当と認められる性格及び内容のものでないこと。

３　名　称

　　公益信託の名称は、その目的及び実態を適切に表現した社会通念上妥当なものでなければならな

　い。従って、次のような名称は適当でない。

　ア　国又は地方公共団体の機関等と誤認させるおそれのある名称

　イ　既存の法人又は公益信託と誤認させるおそれのある名称

　ウ　当該公益信託の授益行為の範囲とかけはなれた名称

４　信託財産

　　公益信託は、その目的を達成するため、授益行為を継続するのに必要な確固とした財産的基礎を

　有していなければならない。従って、少なくとも次の事項に適合していなければならない。

　ア　引受け当初の信託財産の運用によって生ずる収入により、その目的の達成に必要な授益行為が

　　遂行できる見込みであること。ただし、信託財産の取崩しを内容とする公益信託にあっては、信

　　託財産により、その目的の達成に必要な授益行為が存続期間を通して遂行できる見込みであるこ

　　と。

　イ　価値の不安定な財産、客観的な評価が困難な財産又は過大な負担付財産が、上記「ア」の財産

　　の中の相当部分を占めていないこと。

５　信託報酬

　　公益信託の引受けに係る受託者への報酬については、信託行為に明確に定めるものとし、その額

　は信託事務の処理に要する人件費その他必要な費用を超えないものであること。

平 成 ６ 年 ９ 月 13 日

公益法人等指導監督連絡会議決定
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６　機関

　（1）公益信託は、その適正な運営を確保するため、信託管理人を置き、及び運営委員会等を設置し

　　ていなければならない。

　（2）公益信託の受託者、信託管理人及び運営委員会等の機関は、当該公益信託の健全かつ継続的な

　　運営を可能とするようなものでなければならない。従って、各機関については、その事務の内容

　　が信託行為上明確にされているとともに、少なくとも次の事項に適合していなければならない。

　　ア　受託者

　　　　受託者は、適切な管理運営をなし得る能力を有するもので、社会的な信用を有し、かつ、知

　　　識及び経験が豊富であること。

　　イ　信託管理人

　　　①　信託管理人は、当該公益信託の目的に照らして、これにふさわしい学識、経験及び信用を

　　　　有するものであること。

　　　②　信託管理人は、委託者又は受託者と親族、使用人等特別の関係を有する者でないこと。

　　　③　信託管理人は、原則として、個人であること。

　　ウ　運営委員会等

　　　①　運営委員会等の構成員の数は、当該公益信託の実態からみて多すぎないこととし、特別の

　　　　理由がある場合を除き５人から 10 人程度であること。

　　　②　運営委員会等の構成員は、当該公益信託の目的たる授益行為について深い学識経験を有す

　　　　る個人であること。

　　　③　運営委員会等の構成員の相当部分が同一親族で占められていないこと等適正な運営が行わ

　　　　れるような構成であること。

　　　④　運営委員会等は、構成員の多数の意思が適正に反映されるよう会議の成立要件及び議決要

　　　　件が定められていること。

　　　⑤　構成員の任期は、あまり長期でないこと。



第
�
章
関
連

477

資料 97　信託財産規模別信託数���������������

����

���������

��� ������
������
������

������
�����

�����
�����

�����

� � � ��� �� �� �� �� � ���������� �������

� � � � � � ��� �� ��� �� �� �� ���������� �������

� � ��� �� ��� ��� ��� �� ���������� �������

���������������

�����

���������

��� ������
������
������

������
�����

�����
�����

�����

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � ������� �������

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � �� �� � � � � ������� ������

� � � � � � � � � ������� ������

� � � �� � � � � � ��������� �������

� � � � � � � � � � �

� � � � � �� � �� �� �� � ���������� �������

� � � � � �� � �� � �� � ��������� �������

� � � � � � � � � � � ������� ������

� � � � � �� �� � � � � ��������� ������

� � � � � � � � � � � ������� ������

� � � �� � � � � � ��������� �������

� � � ��� �� �� �� �� � ���������� �������

��������������������

�������

���������

��� ������
������
������

������
�����

�����
�����

�����

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � ������� �������

� � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � �

� � � �� �� � � � � ������� ������

� � � � � � � � � ������� ������

� � � �� � � � � � ��������� �������

� � � � � � � � � � �

� � � � � �� � �� �� �� � ���������� �������

� � � � � �� � �� � �� � ��������� �������

� � � � � � � � � � � ������� ������

� � � � � �� �� � � � � ��������� ������

� � � � � � � � � � � ������� ������

� � � �� � � � � � ��������� �������

� � � � � ��� �� �� �� �� � ���������� �������

����������������������

����������

���������

��� ������
������
������

������
�����

�����
�����

�����

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

����������������������

����
����
����
����

����
����
����

����
����
����
����

����
����
����

����
����
����
����

����
����
����

����
����
����
����

����
����
����



478

付属資料

���������������

��������������������

���������

��� ������
������
������

������
�����

�����
�����

�����

� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������� �������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ��������� �������
� � � � � � � � � � � ������� �������
� � � � � �� � � � � � ��������� �������
� � � � � � � � � � � � ��������� �������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ��������� ���������
� � � � � � � � � � � ������ �����
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������� �������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � �� � � � � � ��������� �������
� � � � � � � � � � � ��������� �������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � ������� �������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ��������� ���������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ��������� ���������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � ������� �������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � ��� �� �� �� �� �� ���������� �������
� � � � � �� � �� � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ����� �����
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� �������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � �� � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � �� � � � � � ������� ������
� � � � � �� � �� � � � ��������� ������
� � � � � � �� � �� � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � �� � � � � � ��������� ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � �� � � � ������� ������
� � � � � �� � �� � � � ��������� ������
� � � � � �� � �� � � � ��������� ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � ������ ������
� � � � � � � � � � � � ������� ������
� � � � � � � � � � � ������� �������
� � � � ��� �� ��� �� �� � ���������� ������

����
����
����
����

����
����
����



第
�
章
関
連

479

資料 98　信託目的別信託数
�������������

����

�������� ��������

����� �����
����
����

����
����

���� ����
���

����
����
����

����
����

�����
��

����
�����
�����

�����
������

���

� � � ��� �� �� �� � �� �� � � �� � � �� ��

� � � � � � ��� ��� �� � �� �� �� � � �� � �� �� ��

� � ��� ��� �� �� �� �� �� � � �� � �� �� ��

�����

�������� ��������

����� �����
����
����

����
����

���� ����
���

����
����
����

����
����

�����
��

����
�����
�����

�����
������

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � �� �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � �� �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � �� �� �� �� � � �� � � � � � � �

� � � � � �� � �� � � �� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � �� � � � � � � � � � � � �� �

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � � �

� � � ��� �� �� �� � �� �� � � �� � � �� ��

�������

�������� ��������

����� �����
����
����

����
����

���� ����
���

����
����
����

����
����

�����
��

����
�����
�����

�����
������

���

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � �� �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � �� �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � �� �� �� �� � � �� � � � � � � �

� � � � � �� � �� � � �� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � �� � � � � � � � � � � � �� �

� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �

� � � �� � � � � � � � � � � � � �

� � � � � ��� �� �� �� � �� �� � � �� � � �� ��

����������

�������� ��������

����� �����
����
����

����
����

���� ����
���

����
����
����

����
����

�����
��

����
�����
�����

�����
������

���

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

����

����

����

����



480

付属資料
�������������

��������������������

�������� ��������

����� �����
����
����

����
����

���� ����
���

����
����
����

����
����

�����
��

����
�����
�����

�����
������

���

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � ��� � � � � �� � � � �� � �� � ��
� � � � � �� �� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� �� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� �� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� �� � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � �� � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � ��� ��� �� � �� � �� � � � � � �� �

����



第
�
章
関
連

481

資料 99　主務官庁（省庁）別信託数
�����������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � �� � � � �� � �



482

付属資料

�����������������

� � � ����� ����� ����� ����� ����� � � �
� � � �
� � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � ��

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � ��

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � � � � � � �

� � �� � � �� �� ���



第
�
章
関
連

483

資料 100　授益行為状況別信託数����������������

���� ����������

������

��� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � ��� ������ ��������� ����� ��������� ����� ��������� ������ ����������

� � � � � � ��� ������ ��������� ������ ��������� ����� ��������� ������ ����������

� � ��� ������ ���������� ������ ��������� ����� ��������� ������ ����������

���������������

����� ����������

������
���� �� ���� �� ��

��� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � �

� � � � �� ������ � � � � �� ������

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � �� ��� ������ � ����� ��� ������� ��� �������

� � � � ��� ������� �� ����� � � ��� �������

� � � �� ��� ������� ����� ������� ��� ������� ����� ���������

� � � � � � � � � � � �

� � � � � �� ����� ��������� ��� ������� ��� ������� ����� ���������

� � � � � �� ����� ��������� ����� ������� ��� ������� ����� ���������

� � � � � � ��� ������ �� ������ � ��� ��� ������

� � � � � �� �� ������ � � ��� ������� ��� �������

� � � � � � ��� ������� �� ������ �� ������ ��� �������

� � � �� ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ����� ���������

� � � ��� ������ ��������� ����� ��������� ����� ��������� ������ ����������

��������������������

������� ����������

������
���� �� ���� �� ��

��� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � �

� � � � �� ������ � � � � �� ������

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � �

� � � �� ��� ������ � ����� ��� ������� ��� �������

� � � � ��� ������� �� ����� � � ��� �������

� � � �� ��� ������� ����� ������� ��� ������� ����� ���������

� � � � � � � � � � � �

� � � � � �� ����� ��������� ��� ������� ��� ������� ����� ���������

� � � � � �� ����� ��������� ����� ������� ��� ������� ����� ���������

� � � � � � ��� ������ �� ������ � ��� ��� ������

� � � � � �� �� ������ � � ��� ������� ��� �������

� � � � � � ��� ������� �� ������ �� ������ ��� �������

� � � �� ��� ������� ��� ��������� ��� ������� ����� ���������

� � � � � ��� ������ ��������� ����� ��������� ����� ��������� ������ ����������

����������������������

���������� ����������

������
���� �� ���� �� ��

��� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �

������ �� ���� ��



484

付属資料
����������������

�������������������� ����������

������
���� �� ���� �� ��

��� �� �� �� �� �� �� �� ��
� � � � � � ��� ������ �� ����� �� ����� ��� ������
� � � � � � � ������ �� ������ � ����� �� ������
� � � � � � � ����� �� ����� � ����� �� ������
� � � � � � � � �� ������ � ����� �� ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � �� ����� � ����� �� �����
� � � � � � �� ����� ��� ������ ��� ������ ��� ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � ����� ������� ��� ������� �� ������ ����� �������
� � � � � � �� ������ ��� ������� �� ������ ��� �������
� � � � � �� � ��� ��� ������� ��� ������� ����� �������
� � � � � � � � � ��� ������� �� ������ ��� �������
� � � � � � � � �� ����� �� ������ �� ������
� � � � � � � � �� ������ �� ������ ��� ������
� � � � � � � ��� ��� ������ � � ��� ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � �� ������ � � �� ������
� � � � � � �� ����� �� ����� � ����� �� ������
� � � � � � ��� ����� � � �� ����� ��� ������
� � � � � � � ��� ��� ������ ��� ������ ��� �������
� � � � � � �� ����� ��� ������ �� ������ ��� ������
� � � � � � ��� ����� �� ����� � ����� ��� ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � ��� ������ �� ������ ��� ������
� � � � � �� � � ��� ��������� ��� ��������� ��� ���������
� � � � � � � �� ��� ������� �� ������ ��� �������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � �� ����� � � �� �����
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � ����� ������� �� ������� ����� �������
� � � � � � ��� ������ �� ����� �� ����� ����� ������
� � � � � � �� ����� �� ������ � �� �� ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � �� ������ �� ����� �� ������
� � � � � � �� ����� ��� ������ �� ����� ��� ������
� � � � � � � � � � �� ������ �� ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � ����� ��� ������� �� ������ ��� �������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � ��� ������ �� ����� ��� ������
� � � � � � � � �� ������ �� ������ �� ������
� � � � ��� ����� ������� ����� ��������� ����� ��������� ������ ���������
� � � � � �� ����� ������� ��� ������ �� ����� ����� �������
� � � � � � �� ������ � � � � �� ������
� � � � � � �� ������ � � � � �� ������
� � � � � � ��� ������� � ����� � ����� ��� �������
� � � � � � ��� ������� �� ����� �� ������ ��� �������
� � � � � � �� ������ �� ����� �� ����� ��� ������
� � � � � � ��� ������ � � ��� ������ ��� ������
� � � � � �� ����� ������� � � � � ����� �������
� � � � � � ��� ������ �� ������ � � ��� �������
� � � � � � �� ������ ��� ������ � ��� ��� ������
� � � � � � ��� ������ ��� ������ � � ����� �������
� � � � � �� ����� ������� �� ����� �� ������ ����� �������
� � � � � �� ����� ������� ��� ������ ��� ������ ����� �������
� � � � � � �� ��� ������� ��� ������ ��� ������ ����� �������
� � � � � � ��� ������ �� ������ � � ��� ������
� � � � � � �� ����� �� ����� � � �� ������
� � � � � � ����� ������� ��� ������ �� ����� ����� �������
� � � � � � ��� ����� � � �� ����� ��� �����
� � � � � � ��� ������ � � � � ��� ������
� � � � � � ��� ������� �� ����� �� ������ ��� �������
� � � � � � ��� ������ �� ����� �� ������ ��� ������
� � � � � �� ����� ������� ��� ������� ��� ������ ����� �������
� � � � � � ����� ������ �� ������ � � ����� ������
� � � � � � �� ������ ��� ������ � � ��� ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� ����� ������� �� ����� ��� ������ ����� �������
� � � � � �� ����� ������� ��� ������ �� ������ ����� �������
� � � � � �� ����� ������� ��� ������� ��� ������ ����� ���������
� � � � � � � � � � �� ������ �� ������
� � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � �� ����� � ��� �� �����
� � � � � � � � � � �� ������ �� ������
� � � � � � ����� ������� ��� ������ ��� ������ ����� �������
� � � � � � ����� ������� ��� ������ � ����� ����� �������
� � � � � � ��� ������ ��� ������ � � ��� ������
� � � � � � �� ������ � � � � �� ������
� � � � � � ��� ������ �� ������ �� ����� ��� ������
� � � � � � ��� ������ ��� ������ �� ����� ��� ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � �� ��� ������� ��� ������ ��� ����� ����� �������
� � � � � � ��� ������ � � � � ��� ������
� � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � �� ������ ��� ������ � ����� ��� ������
� � � � � � ��� ������ �� ����� �� ������ ��� �������
� � � � � � ��� ������ � � �� ����� ��� ������
� � � � � � � ��� ������ �� ����� � � ��� ������
� � � � � � ��� ������ �� ������ � � ��� �������
� � � � ��� ������ ��������� ����� ��������� ����� ������� ������ ���������



�
�
他

485

資料 101　公益法人行政の歩み

　明治

　  29.　4. 27　民法公布

　　31.  7. 16  民法施行

　昭和

　  18.　3. 18　許可認可等臨時措置法公布（同日施行）

　  19.　5. 20　許可認可等臨時措置令公布（19. 6. 1 施行）

　  42.　8. 14　内閣審議室から各省庁に主管公益法人調査依頼

　  42. 10. 11　閣議口頭了解

　　　　　　　　「公益法人に対する監督方策に関する要綱」

　  46.　5.　1　総理府管理室設置

　　46. 12. 22　各府省庁文書課長会議

　　　　　　　　「公益法人監督事務の統一的改善について」（「公益法人監督事務連絡協議会」（以下

　　　　　　　　「協議会」設置））

　　52.　3.　4　協議会

　　　　　　　　「公益法人会計基準に関する申し合せ」

　　60.　6. 10　事務次官等会議

　　　　　　　　「公益法人行政の推進について」申合せ（「公益法人指導監督連絡会議」（以下「連

　　　　　　　　絡会議」）設置）

　　60.　9. 17　連絡会議

　　　　　　　　「休眠法人の整理に関する統一的基準」決定

　　　　　　　　「公益法人会計基準」決定

　平成

　 　3.  5. 21　行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律公布（4. 5. 20

　　　　　　　　施行）（許可認可等臨時措置法廃止）

　 　4.　4. 30　公益法人に係る主務官庁の権限の委任等に関する政令公布（4. 5. 20 施行）

　　　　　　　　公益信託に係る主務官庁の権限の委任に関する政令公布（4. 5. 20 施行）

　 　6.　9. 13　連絡会議

　　　　　　　　「公益信託の引受けの許可審査基準等について」決定

　 　7.　3. 29　連絡会議

　　　　　　　　「公益法人の設立許可について」決定

　 　8.　7.　3　与党行政改革プロジェクトチーム

　　　　　　　　「公益法人の運営等に関する提言」

　 　8.　7. 16　閣議における内閣官房長官発言

　　　　　　　　「公益法人行政の進め方等について」

　　　　　　　　閣議口頭了解

　　　　　　　　「公益法人等の指導監督に関する関係閣僚会議の開催について」

　 　8.　9. 20　公益法人等の指導監督に関する関係閣僚会議（以下「関係閣僚会議」）
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　　　　　　　　「「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「公益法人に対する検査等の委託等

　　　　　　　　に関する基準」について」を了承（同日付で閣議決定）

　 　8. 12. 19　関係閣僚会議幹事会

　　　　　　　　「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」申合せ

　　　　　　　　「所管不明法人の所管確定作業の進め方」申合せ

　　 9. 12. 16  関係閣僚会議

　　　　　　　　「公益法人の設立許可及び指導監督基準の一部改正について」を了承（同日付で閣

　　　　　　　　議決定）

　　　　　　　　初めての「公益法人に関する年次報告」を了承（同日に閣議配布）

　　　　　　　　関係閣僚会議幹事会

　　　　　　　　「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針の一部改正について」申合せ

　　10. 12.  4　関係閣僚会議幹事会

　　　　　　　　「公益法人の営利法人等への転換に関する指針について」

　　　　　　　　「行政委託型法人等の総点検の推進について」

　　　　　　　　「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針の一部改正について」申合せ

　　11.　7. 16　地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律公布（民法等の一部改

　　　　　　　　正）

　　11. 11. 25　公益法人に係る主務官庁の権限の委任に関する政令及び公益信託に係る主務官庁の

　　　　　　　　権限の委任に関する政令の一部を改正する政令公布（12. 4. 1 施行）

　　12. 12.　1　「行政改革大綱」を閣議決定

　　13.　2.　9　関係閣僚会議幹事会

　　　　　　　　「公益法人の指導監督体制の充実等について」申合せ

　　13.　8. 28　関係閣僚会議幹事会

　　　　　　　　「インターネットによる公益法人のディスクロージャーについて」申合せ

　　13. 12. 25　「公務員制度改革大綱」を閣議決定（退職公務員の公益法人への再就職に係るルー

　　　　　　　　ル等）

　　14.　3. 29　「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」及び「公益法人制度の抜

　　　　　　　　本的改革に向けた取組みについて」を閣議決定

　　　　　　　　関係閣僚会議幹事会

　　　　　　　　「公務員制度改革大綱に基づく措置について」申合せ

　　　　　　　　「公益法人会計基準の検討について」申合せ

　　15.　3. 28　関係閣僚会議幹事会

　　　　　　　　公益法人会計基準検討会から「公益法人会計基準検討会報告書」報告

　　15.　6. 27　「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」を閣議決定　　
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